
 

 

 

 

 

 

情報公開及び個人情報保護制度の実施状況報告 

（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前 橋 市 

 

 





 

目  次 

 

 

Ⅰ 情報公開制度 

 １ 情報公開制度のあらまし･･･････････････････････････････････････････ １ 

  (1) 情報公開制度の意義･････････････････････････････････････････････ １ 

  (2) 情報公開制度の概要･････････････････････････････････････････････ １ 

  (3) 情報公開の市民利用窓口･････････････････････････････････････････ １ 

 ２ 情報公開の実施状況･･･････････････････････････････････････････････ ２ 

  (1) 情報公開の件数及び処理状況･････････････････････････････････････ ２ 

  (2) 請求者等の個人・法人別及び市内・市外居住地別内訳･･･････････････ ３ 

  (3) 実施機関別の実施状況･･･････････････････････････････････････････ ４ 

  (4) 個別の処理状況･････････････････････････････････････････････････ ９ 

 ３ 審査請求の状況･･･････････････････････････････････････････････････９５ 

 ４ 情報提供の実施状況･････････････････････････････････････････････１０６ 

  (1) 情報提供の件数及び処理状況･･･････････････････････････････････１０６ 

  (2) 実施機関・部・課別の実施状況･････････････････････････････････１０７ 

 ５ 令和２年度の会議の開催状況･････････････････････････････････････１０８ 

 

Ⅱ 個人情報保護制度 

 １ 個人情報保護制度のあらまし･････････････････････････････････････１０９ 

  (1) 個人情報保護制度の意義･･･････････････････････････････････････１０９ 

  (2) 個人情報保護制度の概要･･･････････････････････････････････････１０９ 

 ２ 個人情報取扱事務の届出状況･････････････････････････････････････１０９ 

 ３ 個人情報の目的外利用等の届出状況･･･････････････････････････････１１１ 

 ４ 個人情報開示等の実施状況･･･････････････････････････････････････１１３ 

  (1) 個人情報の開示等の件数及び処理状況･･･････････････････････････１１３ 

  (2) 実施機関・課別の請求状況･････････････････････････････････････１１４ 

  (3) 実施機関・課別の申出状況･････････････････････････････････････１１６ 

  (4) 個別の処理状況･･･････････････････････････････････････････････１１８ 

 ５ 審査請求の状況･････････････････････････････････････････････････１３６ 

 ６ 令和２年度の会議の開催状況･････････････････････････････････････１３６ 

 

Ⅲ 資料 



 情報提供コーナーの刊行物等一覧表･････････････････････････････････１３７ 

  有償刊行物リスト･････････････････････････････････････････････････１４０ 



 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 情 報 公 開 制 度 

 





１ 情報公開制度のあらまし 

  情報公開制度は、前橋市情報公開条例（平成９年前橋市条例第４５号）に基づい

て実施されています。制度の概要は、次のとおりです。 

 (1) 情報公開制度の意義 

   この制度は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政情報

の公開を請求する権利を明らかにし、本市の保有する情報の一層の公開を図り、

もって本市が市政に関し市民に説明する責務が全うされるようにし、公正で開か

れた市政の運営の確保に資することを目的としています。 

 (2) 情報公開制度の概要 

  ア 情報の公開 

    情報の公開は、公開を求める方の請求に基づき、市が保有する行政情報を公

開するものです。この請求は、個人か法人か、市民であるか否かを問わず誰で

もできます。 

    市の保有する行政情報は、原則として公開となりますが、特定の個人が識別

され、又は識別され得る情報、個人の財産の保護等のため公開する情報から除

かれる情報もあり、請求があると請求された行政情報ごとに実施機関が判断

し、部分的に公開したり、又は非公開とする場合もあります。 

  イ 情報の提供 

    情報の提供は、公開の請求によることなく、市が積極的に市の保有する行政

情報を市民の皆さんに提供しようとするもので、市のホームページへの掲載、

報道機関への発表、市広報への掲載、情報公開コーナーへの刊行物の設置等さ

まざまな方法により行います。 

  ウ 前橋市情報公開審査会 

    前橋市情報公開審査会は、行政情報の公開に関し、実施機関が公開の請求に

係る行政情報を部分的に公開し、又は非公開とした場合に、その決定を不服と

した公開の請求者が行う審査請求について、第三者的立場で審査する機関とし

て設置されています。 

    なお、審査会は、情報公開制度等について学識経験を有する者５人の委員に

より構成されています。 

 (3) 情報公開の市民利用窓口 

   情報公開コーナー 

   市役所庁舎２階にある情報公開コーナーで、情報公開制度や個人情報保護制度

に関する相談、案内、請求書の受付などを行っています。情報公開の請求は、誰

でも行うことができます。情報提供コーナーでは、市の施策、事業など多くの市

民の皆さんに知っていただけるよう各課で発行した刊行物などの行政資料をそろ
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え、自由に閲覧していただけます。また、コイン式のコピー機（１面１０円）が

設置され、必要なものの複写ができます。 

情報公開コーナーで閲覧することができる刊行物等は、資料「情報提供コーナ

ーの刊行物等一覧」（１３７ページ）のとおりで、１１２種類となっています。

また、有償で販売している刊行物は、資料「有償刊行物リスト」（１４０ペー

ジ）のとおりで、１３０種類となっています。 

今後も随時刊行物等の行政情報を収集し、情報公開コーナーの充実に努めま

す。 

 

２ 情報公開の実施状況 

 (1) 情報公開の件数及び処理状況 

   令和２年度における行政情報の公開の請求の件数は２６８件、行政情報の公開

の申出の件数は３２件で、合計３００件ありました。（表１） 

   また、情報公開の請求及び申出については、窓口で受け付けたものが２０７

件、郵送によるものが１５件、電子メールによるものが３件、電子申請システ

ムによるものが３９件、ＦＡＸによるものが３６件でした。 

 

    「公開の請求」とは、前橋市情報公開条例が施行された平成１０年度以後の行政情報の公開

を受けようとすることをいいます。 

    「公開の申出」とは、前橋市情報公開条例が施行される前の行政情報と勢多郡大胡町、同郡

宮城村、同郡粕川村及び同郡富士見村の合併前にこれらの町村で作成された行政情報の公開を

受けようとすることをいいます。 

 

   前年度の合計件数（３８８件）と比較すると８８件減少しています。（表

２）処理の内訳は、公開の請求を受けた２６８件のうち、全部を公開したもの

が９２件、部分公開をしたものが１１５件、非公開が５２件、取下げが９件とな

っています。 

   また、公開の申出３２件については、全部を公開したものが１４件、部分公開

したものが１７件、非公開が１件となっています。 
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表１ 情報公開の件数及び処理状況  
                                       

区 分 

件数 処理状況 

取 

下 

げ 
公 開 方 法 件 数 公 開 

部 分 

公 開 

非 公 開 
処 

理 

中 

非 

公 

開 

拒 

 

否 

不

存

在 

公開の 

請 求 

閲 覧 １０ ４ ３ ０ １ ２ ０ ０ 

写しの交付 ２５８ ８８ １１２ ３ １ ４５ ０ ９ 

小 計 ２６８ ９２ １１５ ３ ２ ４７ ０ ９ 

公開の 

申 出 

閲 覧 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

写しの交付 ３２ １４ １７ ０ ０ １ ０ ０ 

小 計 ３２ １４ １７ ０ ０ １ ０ ０ 

合 計 ３００ １０６ １３２ ３ ２ ４８ ０ ９ 
 

 

表２ 過去５か年の処理状況 
 

区 分 
平成 

２７年度 

平成 

２８年度 

平成 

２９年度 

平成 

３０年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

公  開 １７５ ２２６ ２５５ ２４７ ２６１ １０６ 

部 分 公 開 １１８ １３４ １２１ １２１ １０４ １３２ 

非 公 開 １３ ６１ ７３ ２９ １４ ５３ 

処 理 中 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

取 下 げ ８ １０ ５ １６ ９ ９ 

合 計 ３１４ ４３１ ４５４ ４１３ ３８８ ３００ 
 

 

 (2) 請求者等の個人・法人別及び市内・市外居住地別内訳 

   公開の請求者及び申出者の個人・法人別の内訳は、請求及び申出数３００件の

うち、個人が１４６件（４８．７％）、法人が１５４件（５１．３％）と、個人

に比べて法人からの請求が多くなっています。（表３） 

   また、請求者及び申出者の市内・市外居住地（法人の場合は、所在地）別の内

訳は、市内居住者からの請求等が１９３件（６４．３％）、市外居住者からの請

求等が１０７件（３５．７％）で、市内居住者からの請求等が多くなっていま

す。（表４） 
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表３ 請求者等の個人・法人別内訳 
 

区  分 
公開の請求 公開の申出 計 

件 数 割合（％） 件 数 割合（％） 件 数 割合（％） 

個  人 １３８ ５１．５ ８ ２５．０ １４６ ４８．７ 

法  人 １３０ ４８．５ ２４ ７５．０ １５４ ５１．３ 

合  計 ２６８ １００．０ ３２ １００．０ ３００ １００．０ 
 

 

表４ 請求者等の市内・市外居住地別内訳 
 

区  分 
公開の請求 公開の申出 計 

件 数 割合（％） 件 数 割合（％） 件 数 割合（％） 

市  内 １７０ ６３．４ ２３ ７１．９ １９３ ６４．３ 

市  外 ９８ ３６．６ ９ ２８．１ １０７ ３５．７ 

合  計 ２６８ １００．０ ３２ １００．０ ３００ １００．０ 
 

 

 (3) 実施機関別の実施状況 

  ア 公開の請求 

    実施機関別の公開の請求の処理件数は、市長が１７６件、公営企業管理者が

２３件、消防長が３６件、教育委員会が２９件、選挙管理委員会が２件、農業

委員会が１件、議会が１件となっています。（表５） 

  イ 公開の申出 

    実施機関別の公開の申出の処理件数は、市長が８件、消防長が２３件、教育

委員会が１件となっています。（表６） 

 

表５ 実施機関別の実施状況（公開の請求） 
 

実 施 機 関 件 数 

処理状況 

取 

下 

げ 
公 開 

部 分

公 開 

非 公 開 
処 

理 

中 

非

公

開 

拒 

 

否 

不

存

在 

 市      長  １７６ ５０ ６８ ３ ２ ４７ ０ ６ 

公 営 企 業 管 理 者 ２３ ２０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

消 防 長 ３６ ６ ２９ ０ ０ ０ ０ １ 

教 育 委 員 会 ２９ １５ １３ ０ ０ ０ ０ １ 
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選 挙 管 理 委 員 会 ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ 

公 平 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 議      会 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 立 大学 法人 前橋 工科 大 学 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合      計 ２６８ ９２ １１５ ３ ２ ４７ ０ ９ 
 

 

表６ 実施機関別の実施状況（公開の申出） 
 

実 施 機 関 件 数 

処理状況 

取 

下 

げ 
公 開 

部 分

公 開 

非 公 開 
処 

理 

中 

非 

公 

開 

拒 

 

否 

不 

存 

在 

 市      長  ８ ２ ５ ０ ０ １ ０ ０ 

公 営 企 業 管 理 者 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

消 防 長 ２３ １２ １１ ０ ０ ０ ０ ０ 

教 育 委 員 会 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 平 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 議      会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 立 大学 法人 前橋 工科 大 学 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 合      計 ３２ １４ １７ ０ ０ １ ０ ０ 
 

 

  ウ 部・課別の処理件数（公開の請求） 

    部別の処理件数では、都市計画部が７３件、消防局が３６件、教育委員会事

務局が２９件、水道局が２３件、総務部、市民部及び福祉部が１５件などとな

っています。（表７） 

    また、課別の処理件数では、建築指導課が６２件、消防局総務課が３６件、
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水道整備課が１３件、学校教育課が１１件、市民課が１０件などとなっていま

す。（表７） 

  エ 部・課別の処理件数（公開の申出） 

    部別の処理件数では、消防局が２３件、市民部及び都市計画部が２件などと

なっています。（表８） 

    課別の処理件数では、消防局総務課が２３件、建築指導課が２件などとなっ

ています。（表８） 

 

表７ 部・課別の処理件数（公開の請求） 
 

所    属 件 数 

処  理  状  況 

取 

下 

げ 
公 開 

部 分

公 開 

非 公 開 
処

理

中 

非 

公 

開 

拒 

 

否 

不 

存 

在 

総務部 職 員 課 ４ ２ １ ０ １ ０ ０ ０ 

行 政 管 理 課 ５ ０ ５ ０ ０ ０ ０ ０ 

防災危機管理課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

契 約 監 理 課 ５ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 １５ ７ ７ ０ １ ０ ０ ０ 

政策部 政 策 推 進 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

未来の芽創造課 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

交 通 政 策 課 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 政 発 信 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 ６ ２ ４ ０ ０ ０ ０ ０ 

財務部 資 産 経 営 課 ４ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

資 産 税 課 ５ ３ １ ０ ０ １ ０ ０ 

小   計 ９ ５ ３ ０ ０ １ ０ ０ 

市民部 生 活 課 ５ ２ ２ ０ ０ ０ ０ １ 

市 民 課 １０ ５ ３ ０ ０ ０ ０ ２ 

小   計 １５ ７ ５ ０ ０ ０ ０ ３ 

文化スポー 

ツ観光部 

文 化 国 際 課 ５ ０ ４ １ ０ ０ ０ ０ 

ス ポ ー ツ 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 ６ ０ ５ １ ０ ０ ０ ０ 

福祉部 社 会 福 祉 課 ３ １ ０ ０ ０ ２ ０ ０ 
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子 育 て 施 設 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

長寿包括ケア課 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

介 護 保 険 課 ５ ０ ２ ０ ０ ２ ０ １ 

障 害 福 祉 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

指 導 監 査 課 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 １５ ２ ８ ０ ０ ４ ０ １ 

健康部 

 

保 健 総 務 課 ５ １ ４ ０ ０ ０ ０ ０ 

衛 生 検 査 課 ７ ３ １ ０ １ ２ ０ ０ 

小   計 １２ ４ ５ ０ １ ２ ０ ０ 

環境部 環 境 森 林 課 ９ ５ ３ ０ ０ ０ ０ １ 

ご み 減 量 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

廃 棄 物 対 策 課 １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ 

清 掃 施 設 課 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 １３ ６ ５ １ ０ ０ ０ １ 

産業経

済 部 

公 営 事 業 課 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

農政部 農 村 整 備 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

都市計

画 部 

都 市 計 画 課 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

建 築 指 導 課 ６２ １ ２１ ０ ０ ３９ ０ １ 

建 築 住 宅 課 ３ ２ ０ ０ ０ １ ０ ０ 

市 街 地 整 備 課 ２ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ 

区 画 整 理 課 ４ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 ７３ ９ ２２ １ ０ ４０ ０ １ 

建設部 道 路 建 設 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

道 路 管 理 課 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

東部建設事務所 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 園 緑 地 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公園管理事務所 ３ １ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

小   計 ９ ６ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

水道局 経 営 企 画 課 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

水 道 整 備 課 １３ １３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

下 水 道 整 備 課 ７ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小 計 ２３ ２０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 
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消防局 総 務 課 ３６ ６ ２９ ０ ０ ０ ０ １ 

小 計 ３６ ６ ２９ ０ ０ ０ ０ １ 

教育委

員会事

務 局 

総 務 課 ５ ２ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

教 育 施 設 課 ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

学 校 教 育 課 １１ １ １０ ０ ０ ０ ０ ０ 

総合教育プラザ ９ ９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

図 書 館 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

小 計 ２９ １５ １３ ０ ０ ０ ０ １ 

選挙管理委員会事務局 ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ 

農 業 委 員 会 事 務 局 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

議 会 

事務局 

総 務 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小 計 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ２６８ ９２ １１５ ３ ２ ４７ ０ ９ 

 

表８ 部・課別の処理件数（公開の申出） 
 

所    属 件数 

処  理  状  況 

取 

下 

げ 
公 開 

部 分

公 開 

非 公 開 
処 

理 

中 

非

公

開 

拒 

 

否 

不

存

在 

財 務 部 資 産 経 営 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 民 部 生 活 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 民 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

健 康 部 衛 生 検 査 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

環 境 部 環 境 森 林 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

産業経済部 産 業 政 策 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

都市計画部 建 築 指 導 課 ２ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ 

消 防 局 総 務 課 ２３ １２ １１ ０ ０ ０ ０ ０ 

教育委員会

事 務 局 
青 少 年 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

合    計 ３２ １４ １７ ０ ０ １ ０ ０ 
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(4
)
 個

別
の

処
理

状
況

 公
開

の
請

求
に
対
す
る
個
別
の
処
理
状
況

は
、

次
の

表
９

の
と

お
り

で
す

。
ま

た
、

公
開

の
申

出
に

対
す

る
処

理
状

況
は

、
表

１
０

の
と

お
り

で
す

。

N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
4
月

1
日

窓
口

令
和

2
年

度
入

札
予

定
表

写
し

の
交

付
法

人
契

約
監

理
課

4
月

6
日

公
開

令
和

2
年

度
建

設
工

事
等

電
子

入
札

予
定

表
4
月

7
日

2
4
月

1
日

窓
口

老
健

（
○

○
）

の
自

主
点

検
表

　
最

新
の

も
の

写
し

の
交

付
個

人
指

導
監

査
課

4
月

1
4
日

部
分

公
開

介
護

老
人

施
設

自
主

点
検

表

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
開
設
者
名
、
管
理
者
の
年
齢
及
び
支

援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
、
言
語
聴
覚
士
、
栄
養
士
、
介
護
支

援
専
門
員
等
の
氏
名
等
に
つ
い
て
は
、

特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は
識
別

さ
れ
得
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
評
価
項
目
の
う
ち
、
勤
務
体
制
の
確

保
、
辞
令
の
交
付
等
、
医
師
、
薬
剤

師
、
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
及
び
夜

勤
体
制
の
確
保
等
に
つ
い
て
は
、
法
人

の
自
己
評
価
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
評
価
内
容
に

よ
っ
て
は
法
人
の
信
用
力
、
社
会
的
評

価
が
損
な
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
た

め
。

条
例
第
6
条
第
5
号
該
当

　
評
価
事
項
の
う
ち
、
勤
務
体
制
の
確

保
、
辞
令
の
交
付
等
、
介
護
職
員
又
は

看
護
職
員
、
就
業
規
則
等
の
整
備
及
び

運
用
、
職
員
の
状
況
、
職
員
の
健
康
管

理
及
び
広
告
制
限
等
に
つ
い
て
は
、
実

施
指
導
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
公
開

す
る
こ
と
に
よ
り
、
評
価
内
容
に
よ
っ

て
は
特
定
の
法
人
に
不
利
益
を
与
え
、

事
実
を
記
載
し
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る

な
ど
、
今
後
の
事
業
の
適
正
な
執
行
に

著
し
い
支
障
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る

た
め
。

4
月

1
6
日

表
９

　
個

別
の

処
理

状
況

（
公

開
の

請
求

）
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

3
4
月

1
日

電
子

申
請

令
和

2
年

3
月

1
日

～
令

和
2
年

3
月

末
日

ま
で

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

し
た

施
術

所
（

あ
は

き
・

柔
整

）
の

一
覧

表

写
し

の
交

付
法

人
保

健
総

務
課

4
月

1
3
日

部
分

公
開

あ
ん

摩
マ

ッ
サ

ー
ジ

・
は

り
・

き
ゅ

う
施

術
所

一
覧

行
政

情
報

不
存

在
　

柔
道

整
復

施
術

所
に

つ
い

て
は

該
当

な
し

。
4
月

2
1
日

4
4
月

2
日

窓
口

上
川

淵
地

区
配

水
管

布
設

替
工

事
（

耐
震

特
第

4
号

）
金

額
入

り
設

計
書

写
し

の
交

付
法

人
水

道
整

備
課

4
月

9
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
4
月

1
3
日

5
4
月

6
日

F
A
X

令
和

2
年

3
月

1
日

～
3
月

3
1
日

ま
で

に
受

理
し

た
薬

局
、

卸
売

販
売

業
、

店
舗

販
売

業
、

病
院

、
診

療
所

、
歯

科
診

療
所

に
係

る
全

て
の

廃
止

届
（

病
院

、
診

療
所

の
場

合
は

開
設

者
の

死
亡

・
失

そ
う

届
出

書
を

含
む

）
の

一
覧

あ
る

い
は

写
し

（
廃

止
届

出
年

月
日

・
廃

止
年

月
日

・
名

称
・

所
在

地
・

届
出

者
（

開
設

者
）

の
記

載
の

あ
る

も
の

）

写
し

の
交

付
法

人
保

健
総

務
課

4
月

1
3
日

部
分

公
開

前
橋

市
保

健
所

管
内

診
療

所
の

廃
止

届
一

覧
（

届
出

期
間

：
令

和
2
年

3
月

1
日

～
令

和
2
年

3
月

3
1
日

）

行
政

情
報

不
存

在
　

令
和

2
年

3
月

1
日

～
令

和
2
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
、

薬
局

、
卸

売
販

売
業

、
店

舗
販

売
業

、
病

院
及

び
歯

科
診

療
所

に
係

る
廃

止
届

を
受

理
し

て
い

な
い

た
め

。

4
月

2
7
日

6
4
月

6
日

窓
口

○
○

（
前

橋
市

○
○

町
○

○
）

①
平

成
1
6
年

○
月

用
途

変
更

申
請

時
の

立
面

図
②

平
成

1
6
年

○
月

○
日

2
階

自
動

火
災

報
知

設
備

平
面

図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
4
月

8
日

部
分

公
開

・
立

面
図

・
自

動
火

災
報

知
設

備
図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

4
月

9
日

7
4
月

6
日

窓
口

○
○

（
住

所
：

前
橋

市
○

○
町

○
○

昭
5
5
年

○
月

建
築

確
認

申
請

時
の

立
面

図
（

1
）

（
2
）

）
及

び
（

平
成

1
6
年

○
月

の
用

途
変

更
時

の
立

面
図

）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
4
月

8
日

部
分

公
開

立
面

図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

4
月

9
日

8
4
月

9
日

窓
口

H
2
8
、

2
9
、

3
0
年

度
給

食
費

の
徴

収
済

額
、

滞
納

額
、

食
材

費
の

予
算

額
写

し
の

交
付

個
人

教
育

委
員

会
事

務
局

総
務

課

4
月

1
7
日

公
開

給
食

費
の

徴
収

済
額

・
滞

納
額

及
び

食
材

費
の

予
算

額
未

実
施
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

9
4
月

1
0
日

窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

　
○

○
の

平
面

図
（

2
階

）
写

し
の

交
付

法
人

消
防

局
総

務
課

4
月

1
4
日

部
分

公
開

平
面

図

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
図

面
に

記
載

さ
れ

た
個

人
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

4
月

1
6
日

1
0

4
月

1
3
日

窓
口

対
象

：
株

式
会

社
○

○
（

前
橋

市
○

○
町

○
○

）
自

動
火

災
報

知
設

備
設

備
図

（
事

務
棟

1
階

、
事

務
棟

2
階

）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
4
月

1
5
日

部
分

公
開

自
動

火
災

報
知

設
備

図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

4
月

1
6
日

1
1

4
月

1
5
日

窓
口

対
象

物
住

所
　

群
馬

県
前

橋
市

○
○

町
○

○
対

象
物

名
称

　
株

式
会

社
○

○
平

面
図

、
立

面
・

断
面

図
、

面
積

表
、

消
防

用
設

備
等

設
置

届
出

書
（

自
動

火
災

報
知

設
置

図
面

）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
4
月

1
7
日

部
分

公
開

・
平

面
図

・
立

面
図

・
断

面
図

・
面

積
表

・
自

動
火

災
報

知
設

備
図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

4
月

2
0
日

1
2

4
月

1
6
日

窓
口

令
和

2
年

度
検

査
員

別
担

当
課

一
覧

表
令

和
2
年

度
建

設
工

事
等

電
子

入
札

予
定

表
写

し
の

交
付

法
人

契
約

監
理

課
4
月

2
2
日

公
開

・
検

査
員

別
担

当
課

一
覧

表
・

令
和

2
年

度
建

設
工

事
等

電
子

入
札

予
定

表
4
月

2
2
日

1
3

4
月

1
7
日

電
子

申
請

水
質

汚
濁

防
止

法
の

特
定

施
設

届
出

リ
ス

ト
（

事
業

所
名

、
住

所
、

総
水

量
、

提
出

日
、

特
定

施
設

記
号

、
業

種
）

写
し

の
交

付
法

人
環

境
森

林
課

4
月

3
0
日

公
開

水
質

事
業

所
一

覧
未

実
施
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
4

4
月

1
7
日

電
子

申
請

指
定

避
難

所
で

あ
る

下
記

小
・

中
学

校
5
校

の
体

育
館

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
使

用
し

て
い

る
板

ガ
ラ

ス
の

種
類

と
面

積
が

分
か

る
資

料
・

小
学

校
4
校

：
中

川
小

学
校

、
芳

賀
小

学
校

、
月

田
小

学
校

、
白

川
小

学
校

・
中

学
校

：
元

総
社

小
学

校

写
し

の
交

付
法

人
教

育
施

設
課

4
月

2
3
日

公
開

・
平

面
図

・
建

具
表

5
月

8
日

1
5

4
月

1
7
日

電
子

申
請

制
御

盤
の

購
入

仕
様

書
又

は
仕

様
等

が
書

い
て

あ
る

資
料

（
制

御
条

件
や

警
報

種
類

・
故

障
条

件
が

わ
か

る
資

料
）

写
し

の
交

付
個

人
環

境
森

林
課

4
月

3
0
日

公
開

赤
城

大
沼

用
水

小
水

力
発

電
設

備
設

置
工

事
変

更
特

記
仕

様
書

5
月

1
3
日

1
6

4
月

2
1
日

電
子

申
請

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

で
の

学
級

閉
鎖

の
状

況
過

去
3
年

間
の

、
市

内
小

中
学

校
の

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

で
の

学
級

閉
鎖

な
ど

の
件

数
が

分
か

る
資

料
総

社
管

内
（

総
社

小
学

校
、

勝
山

小
学

校
、

清
里

小
学

校
、

第
六

中
学

校
）

の
も

の

写
し

の
交

付
個

人

教
育

委
員

会
事

務
局

総
務

課

4
月

2
8
日

公
開

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
様

疾
患

に
よ

る
措

置
状

況
4
月

2
8
日

1
7

4
月

2
4
日

窓
口

前
橋

市
の

死
亡

者
数

　
令

和
元

年
1
月

～
1
2
月

写
し

の
交

付
法

人
市

民
課

4
月

2
4
日

公
開

平
成

3
1
年

・
令

和
元

年
住

民
票

消
除

数
　

1
～

1
2
月

5
月

8
日

1
8

5
月

1
日

F
A
X

上
水

道
の

台
帳

場
所

：
前

橋
市

○
○

町
○

○
写

し
の

交
付

法
人

水
道

整
備

課
5
月

1
3
日

公
開

上
水

道
台

帳
5
月

1
8
日

1
9

5
月

1
日

F
A
X

下
水

道
の

台
帳

場
所

：
前

橋
市

○
○

町
○

○
写

し
の

交
付

法
人

下
水

道
整

備
課

5
月

1
3
日

公
開

下
水

道
台

帳
5
月

1
8
日

2
0

5
月

1
1
日

窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

　
○

○
が

、
○

/
○

に
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

（
○

○
）

内
で

転
倒

し
骨

折
し

た
こ

と
に

対
し

、
対

応
が

こ
ち

ら
に

言
っ

て
き

た
の

と
く

い
違

い
が

あ
っ

た
り

、
骨

折
し

た
事

へ
の

（
手

術
も

し
た

）
ど

う
い

う
届

出
が

出
さ

れ
て

い
る

の
か

確
認

で
き

る
全

て
の

資
料

。

写
し

の
交

付
個

人
介

護
保

険
課

5
月

1
1
日

取
下

げ
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
1

5
月

1
1
日

郵
送

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
個

人
水

道
整

備
課

5
月

1
3
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
5
月

2
6
日

2
2

5
月

1
1
日

郵
送

令
和

2
年

度
下

水
道

資
材

単
価

写
し

の
交

付
個

人
下

水
道

整
備

課
5
月

1
8
日

公
開

下
水

道
資

材
単

価
5
月

2
6
日

2
3

5
月

1
1
日

電
子

申
請

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
個

人
水

道
整

備
課

5
月

1
3
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
5
月

2
2
日

2
4

5
月

1
1
日

電
子

申
請

令
和

2
年

度
下

水
道

資
材

単
価

写
し

の
交

付
個

人
下

水
道

整
備

課
5
月

1
8
日

公
開

下
水

道
資

材
単

価
5
月

2
2
日

2
5

5
月

1
1
日

電
子

申
請

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
個

人
水

道
整

備
課

5
月

1
3
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
5
月

2
0
日

2
6

5
月

1
1
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

介
護

保
険

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
内

で
発

生
し

た
事

故
の

報
告

書
写

し
の

交
付

個
人

介
護

保
険

課
5
月

1
4
日

部
分

公
開

社
会

福
祉

施
設

等
事

故
報

告
書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
事

故
対

象
者

の
氏

名
、

被
保

険
者

番
号

、
生

年
月

日
、

年
齢

、
性

別
、

住
所

、
介

護
度

、
バ

イ
タ

ル
サ

イ
ン

記
録

及
び

傷
病

名
並

び
に

事
故

対
象

者
に

関
連

す
る

法
人

名
称

、
代

表
者

氏
名

、
事

業
所

名
（

施
設

名
）

、
事

業
所

在
地

、
電

話
番

号
、

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
、

管
理

者
（

施
設

長
）

氏
名

及
び

記
載

者
職

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。

5
月

1
4
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
7

5
月

1
3
日

電
子

申
請

１
　

特
定

動
物

の
内

「
ね

こ
科

」
の

動
物

そ
れ

ぞ
れ

の
増

減
届

等
、

増
減

及
び

増
減

の
理

由
が

わ
か

る
書

類
（

平
成

2
6
年

度
分

以
降

）
２

　
特

定
動

物
の

内
「

ね
こ

科
」

の
動

物
を

飼
養

し
て

い
る

法
人

又
は

個
人

が
、

そ
れ

ぞ
れ

の
動

物
を

令
和

元
年

度
時

点
で

何
頭

飼
養

し
て

い
る

か
が

わ
か

る
書

類

写
し

の
交

付
法

人
衛

生
検

査
課

5
月

2
0
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

平
成

2
6
年

度
以

降
、

特
定

動
物

の
う

ち
「

ね
こ

科
」

の
動

物
に

関
す

る
許

可
は

存
在

せ
ず

、
当

該
情

報
を

保
有

し
て

い
な

い
た

め
。

2
8

5
月

1
3
日

電
子

申
請

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
法

人
水

道
整

備
課

5
月

1
8
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
6
月

1
9
日

2
9

5
月

1
3
日

電
子

申
請

令
和

2
年

度
下

水
道

資
材

単
価

写
し

の
交

付
法

人
下

水
道

整
備

課
5
月

1
8
日

公
開

下
水

道
資

材
単

価
6
月

1
9
日

3
0

5
月

1
4
日

窓
口

○
○

町
の

航
空

写
真

　
1
/
5
0
0
　

○
○

付
近

写
し

の
交

付
個

人
資

産
税

課
5
月

1
9
日

公
開

航
空

写
真

5
月

2
1
日

3
1

5
月

1
6
日

郵
送

2
0
2
0
年

1
月

1
日

か
ら

2
0
2
0
年

4
月

3
0
日

ま
で

に
付

定
さ

れ
た

住
居

表
示

受
付

簿
該

当
の

住
居

表
示

台
帳

写
し

の
交

付
法

人
市

民
課

5
月

2
1
日

部
分

公
開

・
街

区
符

号
及

び
住

居
番

号
付

定
通

知
整

理
兼

報
告

簿
・

街
区

図
面

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
街

区
符

号
及

び
住

居
番

号
付

定
通

知
整

理
兼

報
告

簿
（

住
居

表
示

受
付

簿
）

に
記

載
さ

れ
た

個
人

の
氏

名
、

住
所

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。

5
月

2
8
日

3
2

5
月

1
8
日

窓
口

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
法

人
水

道
整

備
課

5
月

2
2
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
5
月

2
6
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

3
3

5
月

1
8
日

電
子

申
請

指
定

管
理

者
施

設
「

前
橋

市
粕

川
温

泉
元

気
ラ

ン
ド

」
、

「
前

橋
市

富
士

見
温

泉
見

晴
ら

し
の

湯
ふ

れ
あ

い
館

」
、

「
前

橋
市

荻
窪

公
園

温
水

利
用

健
康

づ
く

り
施

設
あ

い
の

や
ま

の
湯

」
の

指
定

管
理

者
公

募
時

に
お

け
る

公
募

団
体

全
て

の
「

提
案

書
（

事
業

計
画

書
）

」

写
し

の
交

付
個

人
公

園
管

理
事

務
所

5
月

2
9
日

部
分

公
開

・
指

定
管

理
者

指
定

申
請

書
・

事
業

計
画

書
・

収
支

予
算

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
指

定
申

請
書

等
に

記
載

さ
れ

た
個

人
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
指

定
申

請
書

等
に

押
印

さ
れ

た
申

請
者

並
び

に
法

人
及

び
個

人
の

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

6
月

8
日

3
4

5
月

1
8
日

窓
口

令
和

2
年

度
自

治
会

に
対

す
る

一
括

交
付

金
に

関
す

る
○

○
地

区
（

○
○

町
○

丁
目

、
○

○
町

○
丁

目
、

○
○

町
○

丁
目

、
○

○
町

○
丁

目
、

○
○

町
○

丁
目

、
○

○
町

○
丁

目
、

○
○

町
、

○
○

町
）

の
各

自
治

会
加

盟
の

世
帯

数
が

分
か

る
資

料

写
し

の
交

付
個

人
生

活
課

5
月

2
1
日

公
開

世
帯

数
（

一
括

交
付

金
算

出
基

礎
数

）
5
月

2
2
日

3
5

5
月

1
8
日

窓
口

群
馬

県
前

橋
市

○
○

町
○

○
　

（
有

）
○

○
平

面
図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
5
月

2
5
日

部
分

公
開

平
面

図

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
図

面
に

記
載

さ
れ

た
個

人
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。

5
月

2
6
日

3
6

5
月

1
9
日

電
子

申
請

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
法

人
水

道
整

備
課

5
月

2
2
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
5
月

2
7
日

3
7

5
月

2
0
日

電
子

申
請

前
橋

市
立

中
学

校
全

2
3
校

令
和

2
年

度
の

校
則

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

6
月

1
日

部
分

公
開

校
則

行
政

情
報

不
存

在
　

前
橋

市
立

南
橘

中
学

校
み

や
ま

分
校

及
び

前
橋

市
立

前
橋

特
別

支
援

学
校

の
校

則
は

存
在

し
な

い
た

め
。

6
月

1
9
日

3
8

5
月

2
2
日

電
子

申
請

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
個

人
水

道
整

備
課

6
月

1
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
6
月

3
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

3
9

5
月

2
2
日

電
子

申
請

令
和

2
年

度
下

水
道

資
材

単
価

写
し

の
交

付
個

人
下

水
道

整
備

課
5
月

2
8
日

公
開

下
水

道
資

材
単

価
6
月

3
日

4
0

5
月

2
5
日

窓
口

（
1
）

店
舗

の
完

了
検

査
資

料
（

完
了

検
査

年
月

日
の

わ
か

る
も

の
）

（
2
）

完
了

検
査

後
に

予
定

建
築

物
の

用
途

ど
お

り
使

用
さ

れ
て

い
る

か
の

現
地

調
査

結
果

の
報

告
書

（
3
）

も
し

、
用

途
ど

お
り

に
使

用
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
場

合
に

は
是

正
指

導
し

て
い

る
は

ず
で

あ
る

か
ら

、
そ

の
是

正
指

導
等

の
書

類

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

6
月

5
日

部
分

公
開

完
了

検
査

報
告

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
確

認
検

査
員

氏
名

及
び

工
事

施
工

者
氏

名
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
報

告
者

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
行

政
情

報
不

存
在

　
報

告
書

及
び

是
正

指
導

等
に

係
る

行
政

資
料

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

6
月

8
日

4
1

欠
番

4
2

5
月

2
5
日

窓
口

　
令

和
2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
1
）

通
報

記
録

（
2
）

市
建

築
指

導
課

の
検

討
資

料
（

3
）

現
地

調
査

報
告

書
（

4
）

そ
の

他
関

連
の

行
政

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

6
月

5
日

部
分

公
開

・
違

反
開

発
行

為
等

調
査

カ
ー

ド
・

違
反

開
発

行
為

等
処

理
経

過 ・
建

築
パ

ト
ロ

ー
ル

報
告

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
土

地
所

有
者

の
住

所
、

氏
名

及
び

電
話

番
号

、
通

報
者

及
び

立
会

者
の

氏
名

、
土

地
全

部
事

項
証

明
書

、
公

図
、

現
地

写
真

並
び

に
地

図
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

若
し

く
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

又
は

特
定

の
個

人
は

識
別

で
き

な
い

が
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
な

お
個

人
の

権
利

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

行
政

情
報

不
存

在
　

市
建

築
指

導
課

の
検

討
資

料
及

び
そ

の
他

関
連

の
行

政
資

料
に

つ
い

て
は

、
作

成
さ

れ
て

い
な

い
た

め
。

6
月

8
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

4
3

5
月

2
5
日

窓
口

令
和

2
年

3
月

2
5
日

の
入

札
　

市
庁

舎
等

清
掃

業
務

条
件

付
き

一
般

競
争

入
札

の
結

果
閲

覧
法

人
資

産
経

営
課

5
月

2
7
日

公
開

入
札

執
行

調
書

5
月

2
7
日

4
4

5
月

2
8
日

郵
送

平
成

3
1
年

度
、

平
成

3
0
年

度
、

平
成

2
9
年

度
の

「
斎

場
の

火
葬

残
骨

灰
売

却
」

の
見

積
合

わ
せ

に
関

し
て

・
落

札
業

者
・

参
加

業
者

・
各

社
の

応
札

金
額

写
し

の
交

付
法

人
市

民
課

6
月

1
日

公
開

入
札

執
行

調
書

6
月

9
日

4
5

5
月

2
9
日

電
子

申
請

旧
前

橋
二

中
で

保
管

し
て

い
た

○
○

作
品

喪
失

に
関

す
る

一
切

の
情

報
写

し
の

交
付

個
人

文
化

国
際

課
6
月

1
0
日

非
公

開

条
例

第
6
条

第
4
号

該
当

　
本

件
に

関
す

る
関

係
者

会
議

の
議

事
録

及
び

事
故

報
告

書
は

、
実

施
機

関
内

部
に

お
け

る
意

思
決

定
過

程
情

報
で

あ
っ

て
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
実

施
機

関
の

公
正

又
は

適
正

な
意

思
決

定
に

著
し

い
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
5
号

該
当

　
本

件
に

関
す

る
関

係
者

会
議

の
議

事
録

及
び

事
故

報
告

書
は

、
実

施
機

関
の

事
務

事
業

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

作
品

所
有

者
等

と
の

信
頼

関
係

が
害

さ
れ

、
相

手
方

の
理

解
や

協
力

が
得

に
く

く
な

り
、

実
施

機
関

の
適

正
な

事
務

事
業

の
執

行
に

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

4
6

6
月

1
日

窓
口

広
報

ま
え

ば
し

昨
年

度
の

結
果

（
他

社
等

の
見

積
書

）
写

し
の

交
付

法
人

市
政

発
信

課
6
月

4
日

部
分

公
開

広
報

ま
え

ば
し

作
成

業
務

見
積

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
見

積
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

6
月

5
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

4
7

6
月

1
日

窓
口

令
和

2
年

（
○

）
第

○
号

損
害

賠
償

請
求

事
件

裁
判

の
訴

状
全

文
写

し
の

交
付

個
人

学
校

教
育

課
6
月

1
5
日

部
分

公
開

訴
状

条
例

第
6
条

第
3
号

該
当

　
訴

状
中

債
務

不
履

行
に

基
づ

く
損

害
賠

償
請

求
の

内
容

の
一

部
等

は
、

当
該

法
人

に
不

利
益

を
与

え
、

又
は

社
会

的
信

用
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
5
号

該
当

　
訴

状
中

債
務

不
履

行
に

基
づ

く
損

害
賠

償
請

求
の

内
容

の
一

部
等

は
、

訴
訟

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
当

該
事

務
又

は
事

業
の

目
的

が
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
原

告
訴

訟
代

理
人

の
職

員
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

公
印

が
偽

造
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

じ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

6
月

1
5
日

4
8

6
月

3
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

○
○

町
○

○
　

○
○

事
業

所
敷

地
内

で
発

生
し

た
火

災
原

因
の

概
要

が
分

か
る

書
類

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
6
月

9
日

部
分

公
開

火
災

調
査

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
火

災
調

査
書

に
記

載
さ

れ
た

氏
名

、
生

年
月

日
、

年
齢

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。

6
月

1
5
日

4
9

6
月

3
日

郵
送

・
2
0
2
0
年

度
前

橋
市

の
部

・
課

長
等

の
職

員
名

簿
・

2
0
2
0
年

度
前

橋
市

各
委

員
会

の
全

委
員

名
簿

写
し

の
交

付
個

人
職

員
課

6
月

4
日

公
開

・
2
0
2
0
年

度
前

橋
市

部
課

長
、

支
所

長
、

事
務

局
長

名
簿 ・

2
0
2
0
年

度
各

委
員

会
委

員
長

及
び

全
委

員
名

簿

6
月

8
日

5
0

6
月

3
日

郵
送

2
0
2
0
年

度
前

橋
市

議
会

議
員

の
名

簿
正

副
議

長
名

が
わ

か
る

も
の

写
し

の
交

付
個

人
議

会
事

務
局

総
務

課
6
月

4
日

公
開

前
橋

市
議

会
議

員
名

簿
6
月

8
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

5
1

6
月

4
日

電
子

申
請

前
橋

市
総

合
賠

償
責

任
保

険
・

保
険

証
書

、
保

険
証

券
明

細
書

・
申

込
書

控
え

、
申

込
書

明
細

書
控

え
以

上
、

前
橋

市
総

合
賠

償
責

任
保

険
に

係
る

書
類

一
式

写
し

の
交

付
法

人
資

産
経

営
課

6
月

4
日

部
分

公
開

・
賠

償
責

任
保

険
証

券
・

賠
償

責
任

保
険

明
細

書
・

賠
償

責
任

保
険

更
改

申
込

書
・

明
細

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
保

険
証

券
に

押
印

さ
れ

た
法

人
の

社
印

・
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

当
該

法
人

の
財

産
等

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
じ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

未
実

施

5
2

6
月

4
日

郵
送

①
前

橋
市

南
町

一
丁

目
2
3
番

7
号

前
橋

刑
務

所
内

の
収

容
者

用
食

事
食

料
の

調
理

施
設

（
炊

場
）

の
食

品
衛

生
責

任
者

設
置

届
出

で
食

品
衛

生
責

任
者

氏
名

の
判

る
文

書
②

前
橋

市
南

町
一

丁
目

2
3
番

7
号

前
橋

刑
務

所
内

の
収

容
者

用
食

事
（

食
料

）
の

調
理

施
設

（
炊

場
）

の
前

橋
市

保
健

所
に

対
す

る
各

種
届

出
書

、
許

可
申

請
書

、
認

可
申

請
書

等
の

文
書

及
び

栄
養

士
氏

名
の

判
る

文
書

写
し

の
交

付
個

人
衛

生
検

査
課

6
月

1
6
日

部
分

公
開

・
特

定
給

食
施

設
変

更
届

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
特

定
給

食
施

設
変

更
届

に
記

載
さ

れ
た

刑
務

所
職

員
の

氏
名

及
び

管
理

栄
養

士
名

簿
登

録
番

号
に

つ
い

て
は

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

、
公

共
の

安
全

と
秩

序
の

維
持

に
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

行
政

情
報

不
存

在
　

前
橋

刑
務

所
内

の
収

容
者

用
食

事
の

調
理

施
設

に
お

け
る

食
品

衛
生

責
任

者
氏

名
に

つ
い

て
は

、
当

該
施

設
は

直
営

に
よ

り
、

食
品

衛
生

法
に

よ
る

食
品

営
業

許
可

施
設

の
対

象
外

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

行
政

情
報

不
存

在
で

あ
る

た
め

。

未
実

施

5
3

6
月

4
日

郵
送

①
前

橋
刑

務
所

内
医

療
施

設
の

医
師

、
看

護
師

、
薬

剤
師

の
登

録
届

出
等

に
関

す
る

文
書

②
そ

の
他

、
前

橋
刑

務
所

の
栄

養
士

、
医

師
、

薬
剤

師
、

看
護

師
の

氏
名

の
記

載
さ

れ
た

文
書

写
し

の
交

付
個

人
保

健
総

務
課

6
月

1
2
日

部
分

公
開

・
診

療
所

棟
開

設
届

出
（

許
可

）
事

項
一

部
変

更
届

・
診

療
所

資
格

者
等

名
簿

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
診

療
所

等
開

設
届

出
（

許
可

）
事

項
一

部
変

更
届

に
記

載
さ

れ
た

前
橋

刑
務

所
職

員
の

氏
名

及
び

住
所

、
診

療
所

資
格

者
等

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

前
橋

刑
務

所
職

員
の

氏
名

、
免

許
登

録
番

号
及

び
登

録
年

月
日

並
び

に
他

の
勤

務
先

名
及

び
所

在
地

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
公

共
の

安
全

と
秩

序
の

維
持

に
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

未
実

施
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

5
4

6
月

8
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

5
月

2
6
日

～
6
月

8
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

過
去

に
提

出
さ

れ
た

車
庫

の
建

築
確

認
書

類
及

び
開

発
許

可
書

（
3
）

市
建

築
指

導
課

の
検

討
資

料
（

4
）

是
正

指
導

資
料

（
5
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

6
月

2
2
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

5
5

6
月

8
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

5
月

2
6
日

～
6
月

8
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

6
月

2
2
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

5
6

6
月

1
2
日

メ
ー

ル

群
馬

県
前

橋
市

○
○

町
○

○
群

馬
県

前
橋

市
○

○
町

○
○

群
馬

県
前

橋
市

○
○

町
○

○
上

記
所

在
地

（
3
箇

所
）

の
太

陽
光

発
電

設
備

設
置

に
お

い
て

、
設

置
許

可
申

請
の

た
め

前
橋

市
に

提
出

さ
れ

た
以

下
の

文
書

・
事

前
協

議
書

お
よ

び
添

付
書

類
・

近
隣

住
民

協
議

手
続

の
協

議
状

況
報

告
書

お
よ

び
添

付
書

類

写
し

の
交

付
個

人
都

市
計

画
課

6
月

2
2
日

部
分

公
開

・
事

前
計

画
に

係
る

事
前

協
議

書
及

び
添

付
書

類
一

式
・

協
議

状
況

報
告

書
及

び
添

付
書

類
一

式

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
事

前
協

議
書

及
び

そ
の

添
付

各
書

類
及

び
添

付
図

書
に

記
載

さ
れ

た
、

個
人

名
及

び
図

書
作

成
担

当
者

の
氏

名
等

並
び

に
協

議
状

況
報

告
書

及
び

そ
の

添
付

書
類

に
記

載
さ

れ
た

担
当

者
の

氏
名

及
び

近
隣

住
民

の
氏

名
等

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
も

の
又

は
特

定
の

個
人

は
識

別
で

き
な

い
が

、
公

開
す

こ
と

に
よ

り
個

人
の

権
利

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
3
号

該
当

　
土

地
売

買
契

約
書

及
び

土
地

賃
貸

者
契

約
等

に
記

載
さ

れ
た

契
約

額
等

の
金

額
に

関
す

る
情

報
、

陽
光

モ
ジ

ュ
ー

ル
に

関
す

る
当

該
メ

ー
カ

ー
が

発
行

す
る

仕
様

書
等

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
法

人
又

は
事

業
を

営
む

個
人

の
競

争
上

若
し

く
は

事
業

運
営

上
の

地
位

に
不

利
益

を
与

え
、

又
は

社
会

的
信

用
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

6
月

2
5
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
法

人
の

代
表

者
の

印
、

個
人

の
印

、
金

融
機

関
が

発
行

す
る

残
高

証
明

書
、

電
力

需
給

契
約

申
込

書
に

記
載

さ
れ

た
振

込
先

口
座

に
関

す
る

情
報

等
に

つ
い

て
は

、
偽

造
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
等

を
保

護
及

び
犯

罪
の

予
防

を
す

る
う

え
で

支
障

が
生

じ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

5
7

6
月

1
5
日

メ
ー

ル

令
和

２
年

度
ス

ポ
ー

ツ
推

進
審

議
会

委
員

の
公

募
に

関
す

る
次

の
事

項
（

1
）

 
応

募
人

数
と

選
考

さ
れ

た
人

数
（

2
）

 
選

考
委

員
の

人
数

と
名

前
、

選
考

方
法

と
応

募
者

の
評

価
結

果

閲
覧

個
人

ス
ポ

ー
ツ

課
6
月

2
2
日

部
分

公
開

・
前

橋
市

ス
ポ

ー
ツ

推
進

審
議

会
委

員
の

公
募

に
つ

い
て

（
伺

）
・

前
橋

市
ス

ポ
ー

ツ
推

進
審

議
会

委
員

の
公

募
結

果
に

つ
い

て
（

報
告

）
及

び
委

員
決

定
方

法
に

つ
い

て
（

伺
）

・
審

議
会

委
員

応
募

申
込

書
・

前
橋

市
ス

ポ
ー

ツ
推

進
審

議
会

委
員

の
公

募
委

員
の

選
考

結
果

に
つ

い
て

（
報

告
）

・
公

募
委

員
採

点
集

計
表

・
前

橋
市

ス
ポ

ー
ツ

推
進

審
議

会
公

募
委

員
採

点
表

・
前

橋
市

ス
ポ

ー
ツ

推
進

審
議

会
公

募
委

員
の

選
考

結
果

に
つ

い
て

（
通

知
）

（
案

）

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

１
　

次
の

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

も
の

で
あ

る
た

め
。

（
1
）

前
橋

市
ス

ポ
ー

ツ
推

進
審

議
会

委
員

の
公

募
委

員
の

選
考

結
果

に
つ

い
て

（
報

告
）

に
記

載
さ

れ
た

、
採

用
と

な
っ

た
応

募
者

の
住

所
、

生
年

月
日

及
び

年
齢

（
2
）

審
議

会
委

員
応

募
申

込
書

に
記

載
さ

れ
た

、
不

採
用

と
な

っ
た

応
募

者
の

氏
名

並
び

に
全

て
の

応
募

者
の

生
年

月
日

、
年

齢
、

住
所

、
電

話
番

号
及

び
職

業
２

　
次

の
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
、

特
定

の
個

人
は

識
別

で
き

な
い

が
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
な

お
個

人
の

権
利

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

で
あ

る
た

め
。

（
1
）

公
募

委
員

採
点

集
計

表
又

は
前

橋
市

ス
ポ

ー
ツ

推
進

審
議

会
公

募
委

員
採

点
表

に
記

載
さ

れ
た

、
応

募
者

の
採

点
結

果
（

2
）

審
議

会
等

委
員

応
募

申
込

書
に

記
載

さ
れ

た
、

応
募

の
動

機
、

抱
負

等

7
月

2
0
日

- 21 -



N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

5
8

6
月

1
6
日

窓
口

○
○

自
治

会
規

約
写

し
の

交
付

個
人

生
活

課
6
月

1
7
日

公
開

○
○

自
治

会
規

約
6
月

2
2
日

5
9

6
月

1
7
日

窓
口

○
○

に
係

る
ゴ

ミ
収

集
契

約
書

　
最

新
の

モ
ノ

写
し

の
交

付
個

人
ご

み
減

量
課

6
月

2
3
日

部
分

公
開

業
務

委
託

契
約

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
契

約
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
等

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

6
月

2
5
日

6
0

6
月

1
7
日

窓
口

㈱
○

○
の

図
面

①
本

社
工

場
（

前
橋

市
○

○
町

○
○

）
　

配
置

図
1
枚

、
平

面
図

（
自

火
報

図
面

）
2
枚

②
第

二
工

場
（

前
橋

市
○

○
町

○
○

）
　

平
面

図
2
枚

（
自

火
報

図
面

）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
6
月

1
9
日

部
分

公
開

・
配

置
図

・
平

面
図

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
図

面
に

記
載

さ
れ

た
個

人
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
え

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

6
月

2
3
日

6
1

6
月

1
9
日

電
子

申
請

○
月

○
日

（
○

）
に

環
境

森
林

課
が

○
○

を
訪

問
し

て
、

本
年

○
月

○
日

の
同

所
の

騒
音

測
定

結
果

を
説

明
し

た
こ

と
に

関
す

る
一

切
の

情
報

（
面

談
記

録
・

提
供

し
た

資
料

等
）

、
○

○
へ

の
説

明
前

に
コ

ロ
ナ

に
よ

る
自

粛
活

動
中

に
説

明
に

赴
い

た
の

が
わ

か
る

市
側

の
起

案
な

い
し

稟
議

書
、

復
命

書

写
し

の
交

付
法

人
環

境
森

林
課

7
月

8
日

取
下

げ

6
2

6
月

2
2
日

窓
口

令
和

2
年

（
○

）
第

○
号

損
害

賠
償

請
求

事
件

○
○

令
2
年

○
月

○
日

付
被

告
答

弁
書

全
文

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

6
月

2
2
日

部
分

公
開

答
弁

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
被

告
訴

訟
代

理
人

の
弁

護
士

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
じ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

6
月

2
2
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

6
3

6
月

2
3
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

6
月

9
日

～
6
月

2
3
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

6
月

2
9
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

6
4

6
月

2
3
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

6
月

9
日

～
6
月

2
3

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

6
月

2
9
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

6
5

6
月

2
4
日

窓
口

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
法

人
水

道
整

備
課

6
月

3
0
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
7
月

3
日

6
6

6
月

2
5
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

6
月

2
4
日

～
6
月

2
5
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

6
月

2
9
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

- 23 -



N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

6
7

6
月

2
5
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

6
月

2
4
日

～
6
月

2
5

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

6
月

2
9
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

6
8

6
月

2
5
日

電
子

申
請

平
成

3
0
年

1
0
月

2
4
日

か
ら

同
2
8
日

、
当

時
の

○
○

政
策

部
長

が
前

橋
商

工
会

議
所

が
企

画
し

た
米

国
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
へ

の
視

察
研

修
会

に
参

加
し

た
際

の
政

策
部

長
の

復
命

書
、

現
地

有
識

者
と

の
意

見
交

換
の

関
係

資
料

、
出

張
計

画
書

、
飲

食
費

や
宿

泊
費

な
ど

の
請

求
書

と
領

収
書

、
決

算
額

6
4
万

3
千

円
の

費
用

内
訳

な
ど

関
連

す
る

全
書

類
の

添
付

資
料

を
含

む
全

文

写
し

の
交

付
個

人
政

策
推

進
課

6
月

3
0
日

部
分

公
開

・
前

橋
の

ま
ち

づ
く

り
に

関
す

る
視

察
へ

の
参

加
に

つ
い

て
（

伺
）

・
管

外
出

張
伺

書
・

復
命

書
・

支
出

負
担

行
為

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
旅

行
条

件
書

及
び

議
員

視
察

研
修

会
ご

参
加

に
つ

い
て

（
お

願
い

）
に

記
載

さ
れ

た
氏

名
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
旅

行
条

件
書

に
記

載
さ

れ
た

振
込

先
の

口
座

情
報

、
請

求
書

に
押

印
さ

れ
た

団
体

代
表

者
の

印
の

印
影

及
び

請
求

書
に

記
載

さ
れ

た
振

込
先

の
口

座
情

報
に

つ
い

て
は

、
そ

の
者

の
財

産
の

保
護

に
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

7
月

8
日

6
9

6
月

2
5
日

窓
口

R
1
.
○

.
○

に
提

出
し

た
消

防
改

修
（

計
画

）
報

告
書

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
7
月

1
日

部
分

公
開

改
修

（
計

画
）

報
告

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
改

修
（

計
画

）
報

告
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

7
月

2
日

7
0

6
月

2
5
日

F
A
X

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
創

設
及

び
改

築
、

増
床

に
係

る
建

設
業

者
選

定
の

た
め

の
入

札
公

告
、

入
札

結
果

に
つ

い
て

（
入

札
日

が
平

成
2
6
年

1
月

か
ら

の
も

の
）

写
し

の
交

付
法

人
長

寿
包

括
ケ

ア
課

7
月

7
日

部
分

公
開

・
建

設
工

事
入

札
参

加
要

網
・

入
札

結
果

報
告

書
・

工
事

費
内

訳
明

細
書

・
入

札
要

項
最

低
限

定
め

る
事

項
・

見
積

合
わ

せ
結

果
報

告
書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
入

札
結

果
報

告
書

に
記

載
さ

れ
た

代
表

者
、

立
会

人
の

役
職

及
び

氏
名

並
び

に
見

積
合

わ
せ

結
果

報
告

書
に

記
載

さ
れ

た
立

会
人

の
氏

名
及

び
事

業
所

名
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

7
月

1
4
日

- 24 -



N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

条
例

第
6
条

第
3
号

該
当

　
工

事
費

内
訳

明
細

書
に

記
載

さ
れ

た
共

通
仮

設
工

事
費

等
の

工
事

費
目

別
の

金
額

の
内

訳
は

、
法

人
の

営
業

上
の

秘
密

情
報

を
含

ん
で

お
り

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

法
人

の
競

争
上

又
は

事
業

運
営

上
の

地
位

に
不

利
益

を
与

え
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
入

札
結

果
報

告
書

及
び

見
積

も
り

合
わ

せ
結

果
報

告
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

印
影

に
つ

い
て

は
、

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

じ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

7
1

6
月

2
9
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

6
月

2
6
日

～
6
月

2
9
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

1
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

7
2

6
月

2
9
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

6
月

2
6
日

～
6
月

2
9

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

1
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

7
3

6
月

3
0
日

F
A
X

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
法

人
水

道
整

備
課

7
月

2
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
7
月

9
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

7
4

6
月

3
0
日

窓
口

令
和

2
年

度
上

水
道

材
料

単
価

写
し

の
交

付
法

人
水

道
整

備
課

7
月

3
日

公
開

上
水

道
材

料
単

価
7
月

7
日

7
5

7
月

1
日

窓
口

○
○

　
○

○
支

店
に

か
か

わ
る

消
防

書
類

（
自

動
火

災
報

知
設

備
図

面
）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
7
月

6
日

部
分

公
開

自
動

火
災

報
知

設
備

図

条
例

第
6
条

第
2
号

に
該

当
　

図
面

に
記

載
さ

れ
た

個
人

の
氏

名
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

7
月

6
日

7
6

7
月

1
日

窓
口

前
橋

市
宿

日
直

業
務

委
託

に
関

す
る

過
去

3
年

に
お

け
る

入
札

結
果

・
参

加
業

者
・

落
札

業
者

・
落

札
金

額

写
し

の
交

付
法

人
資

産
経

営
課

7
月

6
日

部
分

公
開

・
入

札
執

行
調

書
・

入
札

金
額

内
訳

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
入

札
金

額
内

訳
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

又
は

代
表

者
の

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

7
月

1
0
日

7
7

7
月

2
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

6
月

3
0
日

～
7
月

2
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

7
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
請

求
内

容
に

係
る

一
連

の
行

政
情

報
に

つ
い

て
は

、
作

成
さ

れ
て

い
な

い
た

め
。

7
8

7
月

2
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

6
月

3
0
日

～
7
月

2
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

7
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

7
9

7
月

7
日

電
子

申
請

前
橋

中
央

消
防

署
保

管
の

前
橋

市
○

○
町

○
○

○
○

1
階

の
平

面
図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
7
月

8
日

部
分

公
開

平
面

図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

7
月

9
日

8
0

7
月

8
日

郵
送

前
橋

市
全

域
に

お
け

る
防

火
対

象
物

【
消

防
法

施
行

令
別

表
第

一
の

（
一

）
～

（
二

十
）

】
の

最
新

デ
ー

タ
で

下
記

の
項

目
を

含
む

一
覧

表
1
 
対

象
物

名
称

2
 
棟

名
称

3
 
所

在
地

番
4
 
主

用
途

（
項

分
類

）
5
 
棟

用
途

6
 
地

上
階

数
・

地
下

階
数

7
 
建

物
高

さ
8
 
建

築
面

積
9
 
延

べ
面

積
1
0
 
建

築
年

月
日

1
1
 
消

防
同

意
年

月
日

1
2
 
工

事
完

了
予

定
年

月
日

1
3
 
使

用
開

始
年

月
日

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
7
月

1
3
日

公
開

防
火

対
象

物
一

覧
表

7
月

2
8
日

8
1

7
月

8
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

7
月

3
日

～
7
月

8
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

1
0
日

部
分

公
開

・
違

反
開

発
行

為
等

調
査

カ
ー

ド
・

違
反

開
発

行
為

等
処

理
経

過

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
土

地
所

有
者

の
住

所
、

氏
名

及
び

電
話

番
号

、
土

地
の

所
在

地
並

び
に

通
報

者
及

び
立

会
者

の
氏

名
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
得

る
情

報
又

は
特

定
の

個
人

は
識

別
で

き
な

い
が

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

な
お

個
人

の
権

利
利

益
を

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
行

政
情

報
不

存
在

　
請

求
内

容
(
2
)
か

ら
(
4
)
ま

で
に

つ
い

て
は

、
作

成
さ

れ
て

い
な

い
た

め
。

7
月

1
5
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

8
2

7
月

8
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

7
月

3
日

～
7
月

8
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

1
0
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

8
3

7
月

1
3
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

7
月

9
日

～
7
月

1
3
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

1
5
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

8
4

7
月

1
3
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

7
月

9
日

～
7
月

1
3

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
5
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

1
5
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

8
5

7
月

1
4
日

窓
口

令
和

元
年

○
月

○
日

○
時

○
分

頃
前

橋
市

○
○

町
○

○
　

○
○

の
駐

車
場

の
車

両
火

災
出

火
原

因
の

繊
維

物
の

状
況

と
オ

イ
ル

交
換

を
し

た
ガ

ソ
リ

ン
ス

タ
ン

ド
と

の
関

係
が

わ
か

る
資

料

写
し

の
交

付
個

人
消

防
局

総
務

課
7
月

2
0
日

取
下

げ
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

8
6

7
月

1
4
日

F
A
X

2
0
2
0
年

1
月

2
9
日

の
報

道
記

事
に

よ
れ

ば
、

前
橋

市
は

同
日

、
部

下
へ

の
強

制
わ

い
せ

つ
で

有
罪

確
定

の
元

管
理

職
に

退
職

手
当

全
額

の
返

納
を

命
じ

た
と

し
て

い
る

。
つ

い
て

は
こ

の
件

に
関

す
る

次
の

情
報

（
1
）

返
納

を
命

じ
た

こ
と

が
わ

か
る

一
切

の
情

報
（

2
）

そ
れ

に
対

し
て

、
元

管
理

職
か

ら
前

橋
市

に
対

し
て

対
応

し
て

き
た

こ
と

が
わ

か
る

一
切

の
情

報 （
3
）

対
応

し
な

い
場

合
、

督
促

の
事

実
が

わ
か

る
一

切
の

情
報

写
し

の
交

付
法

人
職

員
課

7
月

2
1
日

部
分

公
開

職
員

の
退

職
手

当
返

納
処

分
等

に
つ

い
て

（
伺

）

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
（

1
）

の
う

ち
退

職
手

当
の

返
納

処
分

に
係

る
起

案
及

び
そ

の
関

連
す

る
資

料
に

記
載

さ
れ

た
退

職
手

当
受

給
者

の
所

属
、

氏
名

、
代

理
人

氏
名

及
び

支
給

額
並

び
に

当
該

元
職

員
の

生
計

の
状

況
に

関
す

る
情

報
は

、
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
若

し
く

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
又

は
特

定
の

個
人

は
識

別
で

き
な

い
が

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

な
お

個
人

の
権

利
利

益
を

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
（

1
）

の
う

ち
答

申
書

に
押

印
さ

れ
た

審
査

会
の

会
長

及
び

委
員

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
条

例
第

7
条

の
3
該

当
　

（
2
）

及
び

（
3
）

に
つ

い
て

は
、

そ
の

情
報

が
存

在
す

る
か

否
か

を
答

え
る

だ
け

で
、

特
定

の
個

人
の

権
利

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

。

7
月

2
7
日

8
7

7
月

1
4
日

窓
口

令
和

元
年

○
月

○
日

に
お

き
た

車
両

火
災

に
つ

い
て

、
デ

ィ
ー

ラ
ー

で
検

査
し

た
結

果
の

の
っ

て
い

る
書

類
一

式

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
7
月

2
7
日

部
分

公
開

鑑
識

見
分

調
書

（
第

１
回

）

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
鑑
識
見
分
調
書
の
日
時
欄
に
記
載
さ

れ
た
日
時
、
場
所
及
び
物
件
欄
に
記
載

さ
れ
た
住
所
及
び
物
件
名
、
立
会
人
欄

に
記
載
さ
れ
た
法
人
名
、
職
名
及
び
氏

名
、
鑑
識
物
件
の
概
要
欄
に
記
載
さ
れ

た
出
火
場
所
、
車
名
、
車
両
ナ
ン

バ
ー
、
初
年
度
登
録
、
型
式
、
原
動
機

の
型
式
、
車
台
番
号
、
法
人
名
、
職

名
、
氏
名
、
写
真
撮
影
場
所
、
写
真
内

に
写
っ
て
い
る
自
動
車
検
査
証
、
車
両

ナ
ン
バ
ー
、
車
種
に
つ
い
て
は
、
公
開

す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
の
個
人
が
識
別

さ
れ
又
は
識
別
さ
れ
得
る
た
め
。

7
月

2
9
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

8
8

7
月

1
4
日

窓
口

平
成

2
9
年

度
前

橋
市

総
合

防
災

マ
ッ

プ
作

成
・

印
刷

業
務

の
入

札
結

果
写

し
の

交
付

法
人

防
災

危
機

管
理

課
7
月

1
7
日

公
開

入
札

執
行

調
書

7
月

2
0
日

8
9

7
月

1
5
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

7
月

1
4
日

～
7
月

1
5
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

2
0
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

9
0

7
月

1
5
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

7
月

1
4
日

～
7
月

1
5

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

2
0
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

9
1

7
月

1
5
日

F
A
X

市
庁

舎
一

部
改

築
工

事
機

械
設

備
工

事
市

庁
舎

一
部

改
築

工
事

建
築

主
体

工
事

市
庁

舎
一

部
改

築
工

事
電

気
設

備
工

事
以

上
３

件
の

入
札

結
果

（
落

札
者

、
落

札
額

が
分

か
る

も
の

）

写
し

の
交

付
法

人
契

約
監

理
課

7
月

1
6
日

公
開

入
札

執
行

調
書

7
月

1
6
日

9
2

7
月

1
6
日

窓
口

市
庁

舎
一

部
改

築
工

事
機

械
設

備
工

事
市

庁
舎

一
部

改
築

工
事

建
築

主
体

工
事

市
庁

舎
一

部
改

築
工

事
電

気
設

備
工

事
以

上
３

件
の

入
札

結
果

（
落

札
者

、
落

札
額

が
分

か
る

も
の

）

写
し

の
交

付
法

人
契

約
監

理
課

7
月

1
7
日

公
開

入
札

執
行

調
書

7
月

2
0
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

9
3

7
月

1
8
日

電
子

申
請

マ
イ

バ
ス

、
マ

イ
タ

ク
、

デ
マ

ン
ド

交
通

（
富

士
見

地
区

と
大

胡
地

区
）

の
利

用
者

数
、

経
常

収
入

・
経

費
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
交

通
政

策
課

7
月

2
8
日

公
開

前
橋

市
マ

イ
バ

ス
、

デ
マ

ン
ド

交
通

及
び

マ
イ

タ
ク

の
運

行
・

支
援

実
績

8
月

3
日

9
4

7
月

2
0
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

7
月

1
6
日

～
7
月

2
0
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

2
8
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

9
5

7
月

2
0
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

7
月

1
6
日

～
7
月

2
0

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

2
8
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

9
6

7
月

2
0
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

該
当

す
る

営
業

許
可

等
一

連
の

行
政

資
料

写
し

の
交

付
個

人
衛

生
検

査
課

7
月

2
7
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

公
開

の
請

求
に

係
る

行
政

情
報

が
存

在
し

な
い

た
め

。

9
7

7
月

2
2
日

窓
口

令
和

2
年

2
月

9
日

執
行

前
橋

市
長

選
挙

佐
田

玄
一

郎
岩

上
憲

司
山

本
龍

各
位

の
収

支
報

告

写
し

の
交

付
個

人

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

7
月

3
1
日

取
下

げ
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

（
1
）
の
行
政
情
報
に
つ
い
て

条
例
第
6
条
第
4
号
該
当

　
答
弁
書
は
、
市
内
部
の
意
思
決
定
過

程
情
報
で
あ
っ
て
、
公
表
さ
れ
て
い
る

会
議
録
と
内
容
が
異
な
る
場
合
が
あ

り
、
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
市

民
に
誤
解
を
与
え
、
又
は
混
乱
を
招
く

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
5
号
該
当

　
答
弁
書
は
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り

議
員
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
り
、
今
後
の
答
弁
書
作
成
等

の
議
会
対
応
事
務
の
適
正
な
執
行
に
支

障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

行
政
情
報
不
存
在

　
答
弁
書
作
成
等
の
議
会
対
応
に
関

し
、
答
弁
書
以
外
の
行
政
情
報
は
作
成

し
て
い
な
い
た
め
。

（
2
）
の
行
政
情
報
に
つ
い
て

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
出
勤
簿
（
紙
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る

休
暇
日
及
び
休
暇
の
事
由
等
に
つ
い
て

は
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
個
人
の
権

利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た

め
。
ま
た
、
出
勤
簿
の
う
ち
休
暇
に
関

す
る
情
報
を
非
公
開
と
し
、
出
勤
し
た

日
に
関
す
る
情
報
を
公
開
し
た
場
合
、

特
定
の
個
人
に
関
す
る
休
暇
日
数
及
び

休
暇
事
由
の
推
測
が
可
能
と
な
る
た

め
、
そ
の
全
部
を
非
公
開
と
す
る
。

　
出
勤
簿
（
シ
ス
テ
ム
）
に
記
載
さ
れ

て
い
る
休
暇
時
間
、
年
休
日
数
等
は
公

開
す
る
こ
と
に
よ
り
個
人
の
権
利
利
益

を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

　
休
暇
承
認
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
休

暇
を
取
得
す
る
職
員
の
氏
名
等
、
休
暇

の
事
由
等
に
つ
い
て
は
、
個
人
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
開
す
る
こ
と
に

よ
り
な
お
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
情
報
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
公
開
請
求
の
趣
旨
を
失
わ
せ
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
そ
の
全
部
を
非
公
開

と
す
る
。

部
分

公
開

・
時

間
外

勤
務

命
令

簿
・

出
勤

簿
（

シ
ス

テ
ム

）
F
A
X

7
月

2
2
日

9
8

（
1
）

今
か

ら
2
年

前
の

平
成

3
0
年

9
月

1
2
日

（
水

）
に

開
催

さ
れ

た
平

成
3
0
年

第
3
回

定
例

会
に

お
け

る
小

林
久

子
議

員
（

共
産

党
）

か
ら

の
質

問
予

告
「

2
ブ

ロ
ッ

ク
塀

の
耐

震
診

断
、

改
修

補
助

制
度

の
創

設
に

つ
い

て
（

1
）

無
料

耐
震

診
断

（
2
）

撤
去

、
改

修
費

の
補

助
）

」
に

関
す

る
市

側
と

し
て

の
答

弁
書

作
成

な
ど

議
会

対
応

に
係

る
一

切
の

内
部

稟
議

・
回

議
・

起
案

等
の

書
類

（
2
）

平
成

3
0
年

9
月

1
日

以
降

令
和

2
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
2
2
か

月
間

に
お

け
る

、
前

橋
市

役
所

○
○

課
○

○
の

○
○

氏
の

勤
務

状
況

が
分

か
る

情
報

（
有

休
、

時
間

外
を

含
む

）

閲
覧

法
人

建
築

指
導

課
8
月

5
日

8
月

2
6
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

9
9

7
月

2
2
日

F
A
X

平
成

3
0
年

9
月

1
日

以
降

令
和

2
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
2
2
か

月
間

に
お

い
て

、
前

橋
市

役
所

○
○

課
○

○
の

○
○

氏
に

対
し

て
、

い
つ

ど
の

よ
う

な
懲

戒
等

（
免

職
、

停
職

、
減

給
、

戒
告

、
訓

告
、

厳
重

注
意

）
の

処
分

が
行

わ
れ

た
か

否
か

が
わ

か
る

情
報

閲
覧

法
人

職
員

課
7
月

2
9
日

非
公

開

条
例

第
7
条

の
3
該

当
　

公
開

の
請

求
に

係
る

行
政

情
報

が
存

在
し

て
い

る
か

否
か

を
答

え
る

だ
け

で
、

特
定

の
職

員
に

対
し

て
処

分
が

行
わ

れ
た

か
否

か
と

い
う

個
人

情
報

（
非

公
開

情
報

）
を

公
開

す
る

こ
と

と
な

る
た

め
。

1
0
0

7
月

2
7
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

7
月

2
1
日

～
7
月

2
7
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

3
1
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
0
1

7
月

2
7
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

7
月

2
1
日

～
7
月

2
7

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
5
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

3
1
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
0
2

7
月

2
7
日

窓
口

最
新

の
「

前
橋

市
違

反
開

発
行

為
等

に
関

す
る

事
務

処
理

要
領

」
（

平
成

2
4
年

度
当

時
の

名
称

。
そ

の
後

、
多

少
の

変
更

も
考

え
ら

れ
る

。
）

及
び

そ
の

他
違

反
開

発
等

に
関

す
る

前
橋

の
規

定
（

国
の

法
令

は
除

く
。

）
全

て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

7
月

3
1
日

公
開

前
橋

市
違

反
開

発
行

為
等

に
関

す
る

事
務

処
理

要
領

8
月

4
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
0
3

7
月

3
0
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

次
の

資
料

（
令

和
2
年

7
月

2
8
日

～
7
月

3
0
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

8
月

4
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
0
4

7
月

3
0
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

7
月

2
8
日

～
7
月

3
0

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

8
月

1
2
日

部
分

公
開

・
違

反
開

発
行

為
等

に
関

す
る

通
報

に
つ

い
て

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
通

報
者

の
郵

便
番

号
、

住
所

、
氏

名
等

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
3
号

該
当

　
違

反
者

（
法

人
）

の
名

称
、

屋
号

、
代

表
者

及
び

店
舗

形
態

等
に

つ
い

て
は

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

法
人

の
競

争
上

若
し

く
は

事
業

運
営

上
の

地
位

に
不

利
益

を
与

え
、

又
は

社
会

的
信

用
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

行
政

情
報

不
存

在
　

報
告

書
及

び
是

正
指

導
等

に
係

る
行

政
資

料
に

つ
い

て
は

、
作

成
さ

れ
て

い
な

い
た

め
。

8
月

1
4
日

1
0
5

7
月

3
0
日

窓
口

○
○

町
○

○
　

○
○

H
3
0
年

○
月

と
○

月
・

消
防

の
立

入
検

査
結

果
通

知
書

・
通

知
に

伴
う

改
修

計
画

報
告

書
・

消
防

→
建

築
指

導
課

　
建

築
関

係
法

令
違

反
通

知
書

○
○

に
係

る
資

料
全

て

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
8
月

6
日

部
分

公
開

・
立

入
検

査
結

果
通

知
書

・
改

修
（

計
画

）
報

告
書

・
建

築
法

令
違

反
通

知
書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
立

入
検

査
結

果
通

知
書

に
記

載
さ

れ
た

個
人

の
氏

名
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
3
号

該
当

　
立

入
検

査
結

果
通

知
書

、
改

修
（

計
画

）
報

告
書

、
建

築
関

係
法

8
月

7
日

- 34 -



N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

令
違

反
通

知
書

に
記

載
さ

れ
た

法
人

に
関

す
る

情
報

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
法

人
の

競
争

上
若

し
く

は
事

業
運

営
上

の
地

位
に

不
利

益
を

与
え

、
又

は
社

会
的

信
用

が
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
改

修
（

計
画

）
報

告
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
0
6

7
月

3
0
日

窓
口

○
○

町
○

○
に

係
る

消
防

合
同

査
察

の
所

有
者

宛
に

指
導

通
知

文
一

式
（

そ
の

時
の

指
導

内
容

　
所

有
者

側
の

立
会

者
等

）
そ

れ
以

降
作

成
さ

れ
た

資
料

全
て

行
政

の
督

促
内

容
日

時
全

て
所

有
者

の
担

当
者

と
の

や
り

と
り

の
内

容
、

日
付

、
時

間
等

、
現

在
ま

で
に

至
る

全
て

写
し

の
交

付
法

人
建

築
指

導
課

8
月

6
日

部
分

公
開

・
建

築
基

準
法

第
1
2
条

第
5
項

の
規

定
に

基
づ

く
報

告
に

つ
い

て
（

依
頼

）
・

報
告

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
当

該
文

書
に

記
載

さ
れ

た
法

人
の

該
当

者
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
3
号

該
当

　
当

該
文

書
に

記
載

さ
れ

た
法

人
の

名
称

及
び

代
表

者
名

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
法

人
の

競
争

上
若

し
く

は
事

業
運

営
上

の
地

位
に

不
利

益
を

与
え

、
又

は
社

会
的

信
用

が
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
行

政
情

報
不

存
在

　
督

促
に

つ
い

て
は

、
指

導
通

知
以

降
、

督
促

等
を

し
て

い
な

い
た

め
。

8
月

7
日

1
0
7

7
月

3
0
日

窓
口

全
国

新
体

力
テ

ス
ト

2
0
1
5
年

～
2
0
1
9
年

（
5
年

間
）

小
学

校
1
～

6
年

2
0
ｍ

シ
ャ

ト
ル

ラ
ン

、
5
0
ｍ

走
の

平
均

値
ア

ン
ケ

ー
ト

項
目

3
.
4
.
5
.
9
回

答
の

選
択

肢
ご

と
の

割
合

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

8
月

4
日

公
開

・
新

体
力

テ
ス

ト
前

橋
市

小
学

生
の

記
録

（
2
0
1
5
～

2
0
1
9
）

・
小

学
校

5
年

生
の

質
問

紙
調

査

8
月

1
7
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
0
8

7
月

3
0
日

電
子

申
請

前
橋

市
○

○
町

○
○

（
分

筆
前

地
番

○
○

）
に

係
る

開
発

行
為

許
可

申
請

か
ら

工
事

完
了

後
の

検
査

済
証

の
交

付
に

至
る

ま
で

の
一

切
の

書
類

・
前

橋
市

○
○

町
○

○
（

分
筆

前
地

番
○

○
）

に
係

る
開

発
行

為
許

可
を

得
ず

に
開

発
行

為
を

行
っ

た
者

に
対

し
て

、
市

が
行

っ
た

調
査

指
導

等
の

内
容

が
わ

か
る

書
類

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

8
月

1
2
日

部
分

公
開

報
告

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
当

該
文

書
に

記
載

さ
れ

た
個

人
の

氏
名

等
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
3
号

該
当

　
当

該
文

書
に

記
載

さ
れ

た
法

人
名

、
代

表
者

名
等

の
情

報
は

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

法
人

の
競

争
上

若
し

く
は

事
業

運
営

上
の

地
位

に
不

利
益

を
与

え
、

又
は

社
会

的
信

用
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

行
政

情
報

不
存

在
　

前
橋

市
○

○
町

○
○

（
分

筆
前

地
番

○
○

）
に

係
る

開
発

行
為

許
可

申
請

か
ら

工
事

完
了

後
の

検
査

済
証

の
交

付
に

至
る

ま
で

の
一

切
の

書
類

は
存

在
し

な
い

た
め

。

8
月

1
3
日

1
0
9

8
月

3
日

窓
口

令
和

元
年

○
月

○
日

に
お

き
た

車
両

火
災

に
つ

い
て

検
査

し
た

結
果

の
の

っ
て

い
る

書
類

（
Ｏ

２
セ

ン
サ

ー
に

付
着

し
た

炭
素

化
し

た
繊

維
物

の
調

査
結

果
が

載
っ

て
い

る
も

の
）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
8
月

1
1
日

部
分

公
開

鑑
定

に
係

る
技

術
支

援
結

果
報

告
書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
鑑

定
に

係
る

技
術

支
援

結
果

報
告

書
に

記
載

さ
れ

た
出

火
時

間
、

出
火

場
所

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

8
月

1
4
日

1
1
0

8
月

3
日

電
子

申
請

○
○

作
業

所
新

築
工

事
の

自
動

火
災

報
知

設
備

図
面

一
式

。
理

由
は

自
動

火
災

報
知

設
備

更
新

の
為

。

写
し

の
交

付
個

人
消

防
局

総
務

課
8
月

1
1
日

公
開

自
動

火
災

報
知

設
備

図
8
月

1
7
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
1
1

8
月

4
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

7
月

3
1
日

～
8
月

4
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

8
月

1
7
日

部
分

公
開

・
違

反
開

発
行

為
等

調
査

カ
ー

ド
・

違
反

開
発

行
為

等
処

理
経

過 ・
違

反
開

発
行

為
等

に
関

す
る

通
報

に
つ

い
て

・
開

発
登

録
簿

（
調

査
）

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
土

地
の

所
在

、
土

地
所

有
者

住
所

及
び

氏
名

、
通

報
者

郵
便

番
号

、
住

所
及

び
氏

名
等

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
3
号

該
当

　
土

地
所

有
者

の
住

所
及

び
氏

名
等

、
状

況
写

真
、

土
地

・
建

物
全

部
事

項
証

明
書

等
に

つ
い

て
は

、
当

該
法

人
の

競
争

上
若

し
く

は
事

業
運

営
上

の
地

位
に

不
利

益
を

与
え

、
又

は
社

会
的

信
用

が
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
行

政
情

報
不

存
在

　
是

正
指

導
や

そ
の

他
関

連
す

る
資

料
に

つ
い

て
は

、
作

成
さ

れ
て

い
な

い
た

め
。

8
月

1
8
日

1
1
2

8
月

4
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

7
月

3
1
日

～
8
月

4
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

8
月

1
7
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
1
3

8
月

5
日

電
子

申
請

株
式

会
社

○
○

・
株

式
会

社
○

○
の

両
社

が
前

橋
市

保
健

所
に

提
出

し
た

自
主

回
収

着
手

報
告

書
な

ら
び

に
添

付
資

料

写
し

の
交

付
法

人
衛

生
検

査
課

8
月

1
7
日

非
公

開

条
例

第
7
条

の
3
該

当
　

公
開

の
請

求
に

係
る

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

そ
の

情
報

が
存

在
し

て
い

る
か

否
か

を
答

え
る

だ
け

で
、

条
例

第
6
条

第
3
号

に
規

定
す

る
、

当
該

法
人

の
競

争
上

若
し

く
は

事
業

運
営

上
の

地
位

に
不

利
を

与
え

、
又

は
社

会
的

信
用

が
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

非
公

開
情

報
（

法
人

情
報

）
を

公
開

す
る

こ
と

と
な

る
た

め
。
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
1
4

8
月

5
日

窓
口

平
成

2
9
年

度
前

橋
市

空
家

実
態

調
査

業
務

入
札

結
果

情
報

写
し

の
交

付
法

人
建

築
住

宅
課

8
月

1
2
日

公
開

入
札

執
行

調
書

8
月

1
7
日

1
1
5

8
月

1
1
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

8
月

5
日

～
8
月

1
1

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

8
月

1
8
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
1
6

8
月

1
1
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

8
月

5
日

～
8
月

1
1
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

8
月

2
4
日

部
分

公
開

・
開

発
登

録
簿

の
閲

覧
申

請
書 ・

開
発

登
録

簿
閲

覧
申

込
書

・
建

築
計

画
概

要
書

等
閲

覧
申

請
書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
申

請
者

の
郵

便
番

号
、

住
所

、
氏

名
及

び
電

話
番

号
、

許
可

を
受

け
た

者
の

住
所

及
び

氏
名

、
土

地
の

表
示

、
土

地
の

所
在

、
建

築
主

氏
名

、
建

築
敷

地
町

名
地

番
並

び
に

身
分

確
認

用
の

免
許

証
コ

ピ
ー

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
開

発
登

録
簿

の
閲

覧
申

請
書

及
び

開
発

登
録

簿
閲

覧
申

込
書

に
押

印
さ

れ
た

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

行
政

情
報

不
存

在
　

報
告

書
、

決
裁

書
類

及
び

是
正

指
導

措
置

の
結

果
を

示
す

書
類

等
に

係
る

行
政

資
料

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

8
月

2
5
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
1
7

8
月

1
3
日

窓
口

○
○

　
○

/
○

付
　

認
否

○
○

　
○

/
○

付
　

反
訴

い
ず

れ
も

全
文

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

8
月

2
6
日

部
分

公
開

・
被

告
準

備
書

面
（

１
）

・
反

訴
状

条
例

第
6
条

第
3
号

該
当

　
準

備
書

面
の

債
務

の
不

履
行

に
係

る
内

容
の

一
部

は
、

当
該

法
人

に
不

利
益

を
与

え
、

又
は

社
会

的
信

用
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
5
号

該
当

　
準

備
書

面
の

被
告

の
主

張
の

一
部

等
は

、
訴

訟
及

び
本

市
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
、

当
該

事
務

又
は

事
業

の
目

的
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
被

告
訴

訟
代

理
人

の
職

員
の

印
影

及
び

反
訴

原
告

訴
訟

代
理

人
の

職
員

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
公

印
が

偽
造

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
じ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

8
月

2
6
日

1
1
8

8
月

1
4
日

電
子

申
請

令
和

元
年

度
に

実
施

さ
れ

た
市

民
提

案
型

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

事
業

の
「

O
p
e
n
s
t
r
e
e
M
a
p
（

O
S
M
）

の
デ

ー
タ

整
備

と
ス

マ
フ

ォ
ゲ

ー
ム

（
イ

ン
グ

レ
ス

）
を

活
用

し
た

前
橋

の
観

光
資

源
活

性
化

（
ミ

ッ
シ

ョ
ン

・
デ

イ
開

催
）

」
に

つ
い

て
の

事
業

報
告

、
会

計
報

告
な

ど
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
生

活
課

8
月

1
8
日

部
分

公
開

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

事
業

報
告

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
ま

え
ば

し
市

民
提

案
型

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

事
業

提
案

書
に

押
印

さ
れ

た
団

体
の

代
表

者
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

す
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

8
月

2
8
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
1
9

8
月

1
4
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

8
月

1
2
日

～
8
月

1
4
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

8
月

1
8
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
2
0

8
月

1
4
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

8
月

1
2
日

～
8
月

1
4

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

8
月

1
8
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
2
1

8
月

1
4
日

窓
口

立
入

検
査

結
果

通
知

書
H
2
8
.
○

.
○

前
橋

市
○

○
町

○
○

○
○

写
し

の
交

付
個

人
消

防
局

総
務

課
8
月

1
9
日

部
分

公
開

立
入

検
査

結
果

通
知

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
立

入
検

査
結

果
通

知
書

に
記

載
さ

れ
た

個
人

の
職

名
及

び
氏

名
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
3
号

該
当

　
立

入
検

査
結

果
依

通
知

書
に

記
載

さ
れ

た
法

人
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
は

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

法
人

の
競

争
上

若
し

く
は

事
業

運
営

上
の

地
位

に
不

利
益

を
与

え
、

又
は

社
会

的
信

用
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

9
月

7
日

1
2
2

8
月

2
4
日

電
子

申
請

水
質

汚
濁

防
止

法
届

出
事

業
場

一
覧

写
し

の
交

付
個

人
環

境
森

林
課

9
月

3
日

公
開

水
質

事
業

所
一

覧
9
月

2
9
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
2
3

8
月

2
6
日

窓
口

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
2
0
2
0
年

3
月

決
算

書
類

前
橋

市
○

○
町

○
○

閲
覧

法
人

社
会

福
祉

課
9
月

8
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

公
開

の
請

求
に

係
る

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

本
市

に
お

い
て

取
得

し
て

お
ら

ず
、

存
在

し
な

い
た

め
。

1
2
4

8
月

2
7
日

電
子

申
請

前
橋

西
消

防
署

で
保

管
さ

れ
て

い
る

○
○

（
前

橋
市

○
○

町
○

○
）

Ａ
棟

、
Ｂ

棟
、

Ｃ
棟

の
1
階

及
び

2
階

平
面

図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
8
月

3
1
日

部
分

公
開

平
面

図

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
図

面
に

記
載

さ
れ

た
個

人
の

職
、

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

9
月

1
日

1
2
5

8
月

2
8
日

窓
口

前
橋

市
が

原
告

、
○

○
株

式
会

社
の

被
告

の
損

害
賠

償
請

求
事

件
に

お
け

る
訴

状
と

被
告

側
の

反
訴

状
及

び
被

告
準

備
書

面

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

9
月

7
日

部
分

公
開

・
訴

状
・

反
訴

状
・

被
告

準
備

書
面

（
1
）

条
例

第
6
条

第
3
号

該
当

　
準

備
書

面
の

債
務

の
不

履
行

に
係

る
内

容
の

一
部

等
は

、
当

該
法

人
に

不
利

益
を

与
え

、
又

は
社

会
的

信
用

が
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
5
号

該
当

　
準

備
書

面
の

被
告

の
主

張
の

一
部

等
は

、
訴

訟
及

び
本

市
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
、

当
該

事
務

又
は

事
業

の
目

的
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
被

告
訴

訟
代

理
人

の
職

員
の

印
影

及
び

反
訴

原
告

訴
訟

代
理

人
の

職
員

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
公

印
が

偽
造

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
じ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

9
月

1
0
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
2
6

8
月

2
8
日

窓
口

前
橋

市
と

○
○

の
民

事
訴

訟
（

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

Ｍ
Ｅ

Ｎ
Ｅ

Ｔ
へ

の
不

正
ア

ク
セ

ス
に

つ
い

て
）

に
お

け
る

○
○

側
の

準
備

書
面

と
反

訴
状

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

9
月

7
日

部
分

公
開

・
被

告
準

備
書

面
（

1
）

・
反

訴
状

条
例

第
6
条

第
3
号

該
当

　
準

備
書

面
の

債
務

の
不

履
行

に
係

る
内

容
の

一
部

は
、

当
該

法
人

に
不

利
益

を
与

え
、

又
は

社
会

的
信

用
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
5
号

該
当

　
準

備
書

面
の

被
告

の
主

張
の

一
部

等
は

、
訴

訟
及

び
本

市
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
、

当
該

事
務

又
は

事
業

の
目

的
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
被

告
訴

訟
代

理
人

の
職

員
の

印
影

及
び

反
訴

原
告

訴
訟

代
理

人
の

職
員

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
公

印
が

偽
造

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
じ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

9
月

8
日

1
2
7

8
月

2
8
日

窓
口

令
和

2年
度

第
1回

群
馬

県
教

科
用

図
書

採
択

中
毛

第
一

地
区

の
・

協
議

会
要

項
・

協
議

会
（

議
事

録
概

要
）

・
協

議
会

員
名

簿
（

第
1回

協
議

会
）

・
協

議
会

規
約

・
事

務
局

組
織

・
指

導
助

言
者

・
令

和
3年

度
使

用
教

科
用

図
書

の
採

択
関

係
の

日
程

・
令

和
2年

度
第

2回
群

馬
県

教
科

用
図

書
採

択
中

毛
第

一
地

区
協

議
会

要
項

・
協

議
会

（
議

事
録

概
要

）
・

協
議

会
名

簿
（

第
2回

協
議

会
）

・
令

和
3年

度
使

用
教

科
用

図
書

の
選

定
理

由
（

数
学

）
・

調
査

員
会

実
施

要
項

・
令

和
2年

度
中

毛
第

一
地

区
調

査
員

名
簿

（
全

教
科

全
科

目
）

・
令

和
3年

度
使

用
教

科
用

図
書

の
調

査
に

関
す

る
概

要
・

令
和

3年
度

使
用

教
科

用
図

書
調
査

研
究

の
観

点

写
し

の
交

付
法

人
総

合
教

育
プ

ラ
ザ

9
月

7
日

公
開

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
群
馬
県
教
科
用
図
書
採
択
中
毛

第
一
地
区
協
議
会
規
約

・
事
務
局
組
織

・
令
和
2
年
度
群
馬
県
教
科
用
図

書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議
会
指

導
助
言
者

・
令
和
3
年
度
使
用
教
科
用
図
書

の
採
択
関
係
の
日
程
等
に
つ
い
て

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

ほ
か

9
月

1
5
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
2
8

8
月

3
1
日

窓
口

前
橋

市
と

○
○

で
行

っ
て

い
る

前
橋

市
教

育
委

員
会

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

へ
の

不
正

ア
ク

セ
ス

に
関

す
る

裁
判

の
訴

状
、

反
訴

状
、

準
備

書
面

の
書

類

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

9
月

7
日

部
分

公
開

・
訴

状
・

反
訴

状
・

被
告

準
備

書
面

（
1
）

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
訴
状
中
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
請
求
の
内
容
の
一
部
及
び
準
備
書

面
の
債
務
の
不
履
行
に
係
る
内
容
の
一

部
等
は
、
当
該
法
人
に
不
利
益
を
与

え
、
又
は
社
会
的
信
用
が
損
な
わ
れ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
5
号
該
当

　
訴
状
中
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害

賠
償
請
求
の
内
容
の
一
部
及
び
準
備
書

面
の
被
告
の
主
張
の
一
部
等
は
、
訴
訟

及
び
本
市
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
事
務
又
は
事

業
の
目
的
が
損
な
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
原
告
訴
訟
代
理
人
の
職
員
の
印
影
、

被
告
訴
訟
代
理
人
の
職
員
の
印
影
及
び

反
訴
原
告
訴
訟
代
理
人
の
職
員
の
印
影

に
つ
い
て
は
、
公
印
が
偽
造
さ
れ
た
場

合
、
そ
の
者
の
財
産
を
保
護
す
る
上
で

支
障
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

9
月

8
日

1
2
9

9
月

3
日

電
子

申
請

令
和

3
年

度
使

用
中

学
校

用
教

科
用

図
書

採
択

関
連

資
料

一
式

（
音

楽
）

・
採

択
地

区
協

議
会

の
議

事
録

（
複

数
回

開
催

の
場

合
は

全
て

）
・

採
択

地
区

協
議

会
会

員
名

簿
・

調
査

員
名

簿
・

調
査

研
究

結
果

報
告

書
（

音
楽

の
み

）
・

調
査

研
究

の
観

点
・

教
科

用
図

書
採

択
関

係
事

務
書

類
（

日
程

を
含

む
）

写
し

の
交

付
法

人
総

合
教

育
プ

ラ
ザ

9
月

8
日

公
開

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
令
和
2
年
度
中
毛
第
一
地
区
調

査
員
名
簿

・
令
和
3
年
度
使
用
中
学
校
教
科

用
図
書
の
調
査
に
関
す
る
概
要

（
音
楽
）

・
令
和
3
年
度
使
用
教
科
用
図
書

調
査
研
究
の
観
点

・
令
和
3
年
度
使
用
教
科
用
図
書

の
採
択
関
係
の
日
程
等
に
つ
い
て

9
月

3
0
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
3
0

9
月

3
日

窓
口

一
括

交
付

金
申

請
書

類
一

式
自

治
会

長
報

酬
の

わ
か

る
物

　
○

○
町

自
治

会
写

し
の

交
付

個
人

生
活

課
9
月

7
日

部
分

公
開

・
交

付
申

請
書

・
実

績
報

告
書

・
算

定
基

準
表

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
交

付
申

請
書

及
び

実
績

報
告

書
に

押
印

さ
れ

て
い

る
自

治
会

長
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
等

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

9
月

1
6
日

1
3
1

9
月

3
日

窓
口

永
明

地
区

公
共

下
水

道
工

事
（

国
管

雨
水

第
1
号

及
び

第
2
号

）
建

込
簡

易
土

留
工

供
用

日
数

算
定

計
算

表

写
し

の
交

付
個

人
下

水
道

整
備

課
9
月

1
1
日

公
開

・
建

込
簡

易
土

留
工

　
共

用
日

数
算

定
表

9
月

1
6
日

1
3
2

9
月

7
日

窓
口

相
続

税
の

評
価

に
当

た
り

土
地

の
が

け
地

の
高

さ
、

幅
、

角
度

の
分

る
資

料
の

開
示

所
在

地
　

前
橋

市
○

○
町

○
○

写
し

の
交

付
法

人
資

産
税

課
9
月

1
0
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

書
に

記
載

さ
れ

た
よ

う
な

資
料

は
存

在
し

な
い

た
め

。

1
3
3

9
月

8
日

窓
口

・
第

1
回

協
議

会
要

項
・

第
1
回

議
事

録
・

第
1
回

協
議

会
名

簿
・

協
議

会
規

約
・

事
務

局
組

織
・

協
議

会
指

導
助

言
者

・
採

択
関

係
の

日
程

・
第

2
回

協
議

会
要

項
・

第
2
回

議
事

録
・

第
2
回

協
議

会
名

簿
・

令
和

3
年

度
中

学
校

教
科

用
図

書
一

覧
・

令
和

3
年

度
使

用
教

科
用

図
書

の
選

定
理

由
（

全
教

科
）

・
調

査
員

会
実

施
要

項
・

令
和

2
年

度
　

中
毛

第
一

地
区

調
査

員
名

簿
・

調
査

に
関

す
る

概
要

（
全

教
科

）
・

調
査

研
究

の
観

点

写
し

の
交

付
法

人
総

合
教

育
プ

ラ
ザ

9
月

1
0
日

公
開

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
群
馬
県
教
科
用
図
書
採
択
中
毛

第
一
地
区
協
議
会
規
約

・
事
務
局
組
織

・
令
和
2
年
度
群
馬
県
教
科
用
図

書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議
会
指

導
助
言
者

・
令
和
3
年
度
使
用
教
科
用
図
書

の
採
択
関
係
の
日
程
等
に
つ
い
て

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

ほ
か

9
月

1
6
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
3
4

9
月

8
日

電
子

申
請

2
0
1
8
年

ア
イ

ド
ル

マ
ス

タ
ー

シ
ン

デ
レ

ラ
ガ

ー
ル

ズ
S
S
3
A
 
L
i
v
e
 
S
o
u
n
d
 
B
o
o
t
h
開

催
に

お
け

る
前

橋
市

の
協

賛
及

び
予

算
歳

出
の

決
定

過
程

に
係

る
文

書
資

料
並

び
に

実
績

結
果

、
効

果
検

証
等

の
報

告
書

写
し

の
交

付
個

人
未

来
の

芽
創

造
課

9
月

1
6
日

部
分

公
開

ア
イ

ド
ル

マ
ス

タ
ー

シ
ン

デ
レ

ラ
ガ

ー
ル

ズ
S
S
3
A
連

携
企

画
　

効
果

・
検

証
報

告
書

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
次
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
特

定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ

れ
得
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

（
1
）
 
メ
ー
ル
、
礼
状
、
前
橋
市
へ
の

提
案
・
意
見
等
に
記
載
さ
れ
た
個
人
の

氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
ハ
ン
ド
ル

ネ
ー
ム
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
及
び
所
属
団

体 （
2
）
 
写
真
に
写
っ
た
肖
像

（
3
）
 
寄
附
者
の
コ
メ
ン
ト
一
覧
に
記

載
さ
れ
た
寄
附
者
の
住
所
・
生
年
月
日

条
例
第
6
条
第
8
号
該
当

　
寄
附
者
の
コ
メ
ン
ト
一
覧
の
う
ち
、

非
公
表
を
前
提
に
寄
附
者
か
ら
取
得
し

た
コ
メ
ン
ト
（
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
に

つ
い
て
は
、
本
市
の
依
頼
に
基
づ
い
て

個
人
か
ら
本
市
に
対
し
て
任
意
に
提
供

さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
て
、
公
開
す
る
こ

と
に
よ
り
当
該
個
人
と
の
協
力
関
係
又

は
信
頼
関
係
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
と

認
め
ら
れ
る
た
め
。

行
政
情
報
不
存
在

　
前
橋
市
の
協
賛
及
び
予
算
歳
出
の
決

定
過
程
に
係
る
文
書
資
料
に
つ
い
て

は
、
当
該
イ
ベ
ン
ト
に
関
し
本
市
は
協

賛
及
び
歳
出
を
し
て
い
な
い
。
こ
ろ
と

ん
P
R
隊
に
つ
い
て
は
、
他
の
業
務
も
含

め
た
年
間
の
委
託
契
約
と
な
っ
て
お

り
、
当
該
イ
ベ
ン
ト
の
た
め
の
予
算
歳

出
の
決
定
で
は
な
い
。

1
0
月

1
6
日

1
3
5

9
月

9
日

窓
口

新
議

会
棟

の
基

礎
工

法
の

図
面

全
て

写
し

の
交

付
法

人
建

築
住

宅
課

9
月

1
7
日

公
開

図
面

1
0
月

1
4
日

1
3
6

9
月

1
0
日

窓
口

社
会

福
祉

法
人

○
○

　
前

橋
市

○
○

町
○

○
2
0
2
0
年

3
月

決
算

書
類

の
う

ち
次

の
書

類
法

人
単

位
事

業
活

動
計

算
書

法
人

単
位

貸
借

対
照

表

閲
覧

法
人

社
会

福
祉

課
9
月

1
4
日

公
開

・
法

人
単

位
事

業
活

動
計

算
書 ・

法
人

単
位

貸
借

対
照

表
9
月

1
6
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
3
7

9
月

1
1
日

窓
口

令
和

2
年

に
実

施
さ

れ
た

「
令

和
3
年

度
用

中
学

校
教

科
用

図
書

採
択

（
全

教
科

）
」

に
関

す
る

資
料

。
（

公
開

で
き

る
資

料
一

式
）

・
採

択
協

議
会

員
名

簿
・

採
択

事
務

局
員

名
簿

・
調

査
員

名
簿

・
日

程
・

調
査

実
施

要
項

・
調

査
研

究
の

観
点

・
調

査
結

果
報

告
書

・
議

事
録

他

写
し

の
交

付
法

人
総

合
教

育
プ

ラ
ザ

9
月

1
7
日

公
開

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
群
馬
県
教
科
用
図
書
採
択
中
毛

第
一
地
区
協
議
会
規
約

・
事
務
局
組
織

・
令
和
2
年
度
群
馬
県
教
科
用
図

書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議
会
指

導
助
言
者

・
令
和
3
年
度
使
用
教
科
用
図
書

の
採
択
関
係
の
日
程
等
に
つ
い
て

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

ほ
か

1
0
月

7
日

1
3
8

9
月

1
5
日

窓
口

・
第

1
回

協
議

会
要

項
・

第
1
回

議
事

録
・

第
1
回

協
議

会
名

簿
・

協
議

会
規

約
・

事
務

局
組

織
・

協
議

会
指

導
助

言
者

・
採

択
関

係
の

日
程

・
第

2
回

協
議

会
要

項
・

第
2
回

議
事

録
・

第
2
回

協
議

会
名

簿
・

令
和

3
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
一

覧
・

令
和

3
年

度
使

用
中

学
校

教
科

用
図

書
一

覧
・

令
和

3
年

度
使

用
小

・
中

学
校

特
別

支
援

学
級

教
科

用
図

書
一

覧
・

選
定

理
由

・
調

査
員

会
実

施
要

項
・

調
査

員
名

簿
・

調
査

に
関

す
る

概
要

・
調

査
研

究
の

観
点

写
し

の
交

付
法

人
総

合
教

育
プ

ラ
ザ

9
月

2
4
日

公
開

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
群
馬
県
教
科
用
図
書
採
択
中
毛

第
一
地
区
協
議
会
規
約

・
事
務
局
組
織

・
令
和
2
年
度
群
馬
県
教
科
用
図

書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議
会
指

導
助
言
者

・
令
和
3
年
度
使
用
教
科
用
図
書

の
採
択
関
係
の
日
程
等
に
つ
い
て

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

ほ
か

9
月

2
8
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
3
9

9
月

1
8
日

窓
口

東
部

建
設

事
務

所
管

内
の

突
発

工
事

、
維

持
保

修
費

の
工

事
内

容
、

工
事

場
所

、
請

求
者

、
費

用
等

令
和

元
年

度
分

写
し

の
交

付
個

人
東

部
建

設
事

務
所

1
0
月

5
日

公
開

令
和

元
年

度
少

額
工

事
執

行
状

況
（

東
部

建
設

事
務

所
）

1
0
月

5
日

1
4
0

9
月

1
8
日

窓
口

令
和

2
年

度
（

○
）

第
○

号
損

害
賠

償
請

求
事

件
　

前
橋

市
反

訴
答

弁
書

　
全

文

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

9
月

3
0
日

部
分

公
開

反
訴

答
弁

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
M
E
N
E
T
推

進
委

員
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
3
号

該
当

　
反

訴
請

求
の

原
因

に
対

す
る

認
否

の
一

部
に

つ
い

て
は

、
当

該
法

人
に

不
利

益
を

与
え

、
又

は
社

会
的

信
用

が
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
原

告
訴

訟
代

理
人

の
職

員
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

じ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
0
月

1
日

1
4
1

9
月

2
5
日

窓
口

　
開

発
許

可
（

平
成

3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

8
月

1
5
日

～
9
月

2
5

日
）

（
1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
0
月

6
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
4
2

9
月

2
5
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

8
月

1
5
日

～
9
月

2
5
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
0
月

7
日

部
分

公
開

・
建

築
パ

ト
ロ

ー
ル

報
告

書
・

処
分

等
の

求
め

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
報

告
書

に
記

載
の

現
場

の
地

番
、

報
告

書
に

添
付

さ
れ

た
地

図
及

び
写

真
、

処
分

等
の

求
め

の
申

出
人

の
郵

便
番

号
、

住
所

、
氏

名
、

電
話

番
号

等
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

た
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
処

分
等

の
求

め
の

申
出

人
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

行
政

情
報

不
存

在
　

決
裁

書
類

及
び

是
正

指
導

措
置

の
結

果
を

示
す

書
類

等
に

係
る

行
政

書
類

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
0
月

9
日

1
4
3

9
月

2
5
日

窓
口

○
○

町
老

人
ク

ラ
ブ

活
動

報
告

書
類

（
令

和
元

年
度

分
）

写
し

の
交

付
個

人
長

寿
包

括
ケ

ア
課

1
0
月

7
日

部
分

公
開

・
令

和
元

年
度

単
位

老
人

ク
ラ

ブ
補

助
金

交
付

申
請

書
・

令
和

元
年

度
単

位
老

人
ク

ラ
ブ

補
助

金
交

付
決

定
書

・
令

和
元

年
度

補
助

事
業

実
績

報
告

書
・

令
和

元
年

度
単

位
老

人
ク

ラ
ブ

収
支

決
算

書
・

令
和

元
年

度
事

業
実

績
書

・
平

成
3
1
年

度
前

橋
市

単
位

老
人

ク
ラ

ブ
補

助
金

交
付

要
綱

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
申

請
書

類
等

に
記

載
さ

れ
た

代
表

者
の

郵
便

番
号

、
住

所
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

電
話

番
号

及
び

会
員

名
簿

の
住

所
、

氏
名

、
生

年
月

日
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
押

印
欄

及
び

捺
印

欄
に

押
印

さ
れ

た
代

表
者

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
0
月

1
4
日

1
4
4

9
月

2
9
日

F
A
X

令
和

2
年

9
月

1
0
日

に
環

境
部

清
掃

施
設

課
で

行
わ

れ
た

荻
窪

清
掃

工
場

・
富

士
見

ク
リ

ー
ン

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

精
密

機
能

検
査

業
務

の
入

札
結

果
（

指
名

業
者

、
落

札
業

者
、

予
定

価
格

等
）

閲
覧

法
人

清
掃

施
設

課
1
0
月

2
日

公
開

・
入

札
執

行
調

書
・

予
定

価
格

調
書

1
0
月

1
2
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
4
5

9
月

2
9
日

窓
口

○
○

㈱
の

下
記

図
面

（
計

6
枚

）
①

火
災

報
知

設
備

図
　

事
務

所
棟

　
図

面
№

2
2
5
、

2
2
6
、

2
2
7
.
2
2
8

②
自

動
火

災
設

備
平

面
図

　
低

温
倉

庫
③

自
火

報
設

備
図

　
荷

降
ろ

し
場

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
0
月

5
日

部
分

公
開

・
火

災
報

知
設

備
図

・
平

面
図

・
梁

伏
図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
個

人
及

び
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
0
月

6
日

1
4
6

9
月

3
0
日

窓
口

・
第

1
回

協
議

会
要

項
・

第
1
回

議
事

録
・

第
1
回

協
議

会
名

簿
・

協
議

会
規

約
・

事
務

局
組

織
・

協
議

会
指

導
助

言
者

・
採

択
関

係
の

日
程

・
第

2
回

協
議

会
要

項
・

第
2
回

議
事

録
・

第
2
回

協
議

会
名

簿
・

令
和

3
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
一

覧
・

令
和

3
年

度
使

用
中

学
校

教
科

用
図

書
一

覧
・

令
和

3
年

度
使

用
小

・
中

学
校

特
別

支
援

学
級

教
科

用
図

書
一

覧
・

令
和

3
年

度
使

用
特

別
支

援
学

校
用

の
文

部
科

学
省

著
作

教
科

書
一

覧
・

令
和

3
年

度
使

用
教

科
用

図
書

の
選

定
理

由
・

調
査

員
会

実
施

要
項

・
調

査
員

名
簿

・
調

査
に

関
す

る
概

要
・

調
査

研
究

の
観

点

写
し

の
交

付
法

人
総

合
教

育
プ

ラ
ザ

1
0
月

5
日

公
開

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
群
馬
県
教
科
用
図
書
採
択
中
毛

第
一
地
区
協
議
会
規
約

・
事
務
局
組
織

・
令
和
2
年
度
群
馬
県
教
科
用
図

書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議
会
指

導
助
言
者

・
令
和
3
年
度
使
用
教
科
用
図
書

の
採
択
関
係
の
日
程
等
に
つ
い
て

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
令
和
3
年
度
使
用
小
学
校
教
科

用
図
書
一
覧

ほ
か

1
0
月

1
2
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
4
7

1
0
月

5
日

窓
口

株
式

会
社

○
○

住
所

：
群

馬
県

前
橋

市
○

○
町

○
○

屋
外

消
火

栓
設

備
に

係
る

設
置

届
書

の
表

紙
配

置
図

配
管

平
面

図
圧

力
損

失
計

算
書

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
0
月

9
日

部
分

公
開

・
消

防
用

設
備

等
設

置
届

出
書 ・

配
置

図
・

配
管

平
面

図
・

圧
力

損
失

計
算

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
消

防
用

設
設

備
等

設
置

届
出

書
に

記
載

さ
れ

た
個

人
の

職
、

氏
名

及
び

住
所

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
消

防
用

設
備

等
設

備
届

出
書

の
押

印
さ

れ
た

法
人

及
び

個
人

の
印

並
び

に
図

面
に

押
印

さ
れ

た
個

人
の

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

9
月

9
日

1
4
8

1
0
月

6
日

窓
口

小
相

木
町

1
3
7
他

公
園

計
画

図
面

写
し

の
交

付
法

人
公

園
緑

地
課

1
0
月

9
日

公
開

小
相

木
町

緑
地

緑
地

整
備

工
事

（
分

割
1
号

）
設

計
図

面
一

式
1
0
月

9
日

1
4
9

1
0
月

7
日

窓
口

少
量

危
険

物
貯

蔵
届

出
書

　
届

出
H
2
7
.
○

.
○

○
第

○
号

　
書

類
一

式
写

し
の

交
付

法
人

消
防

局
総

務
課

1
0
月

9
日

部
分

公
開

少
量

危
険

物
貯

蔵
届

出
書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
危

険
物

貯
蔵

所
完

成
検

査
前

検
査

申
請

書
に

記
載

さ
れ

た
個

人
の

職
及

び
氏

名
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
危

険
物

貯
蔵

所
完

成
検

査
前

検
査

申
請

書
に

押
印

さ
れ

た
法

人
及

び
個

人
の

印
並

び
に

少
量

危
険

物
貯

蔵
届

出
書

に
押

印
さ

れ
た

個
人

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
0
月

1
6
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
5
0

1
0
月

7
日

窓
口

・
第

1
回

議
事

録
・

第
1
回

協
議

会
名

簿
・

採
択

関
係

の
日

程
・

第
2
回

議
事

録
・

選
定

理
由

・
調

査
員

会
実

施
要

項
・

調
査

員
名

簿
・

調
査

に
関

す
る

概
要

・
調

査
研

究
の

観
点

写
し

の
交

付
法

人
総

合
教

育
プ

ラ
ザ

1
0
月

1
6
日

公
開

・
令

和
2
年

度
第

1
回

群
馬

県
教

科
用

図
書

採
択

中
毛

第
一

地
区

協
議

会
（

議
事

録
概

要
）

・
令

和
2
年

度
第

1
回

群
馬

県
教

科
用

図
書

採
択

中
毛

第
一

地
区

協
議

会
員

名
簿

・
令

和
3
年

度
使

用
教

科
用

図
書

の
採

択
関

係
の

日
程

等
に

つ
い

て
・

令
和

2
年

度
第

2
回

群
馬

県
教

科
用

図
書

採
択

中
毛

第
一

地
区

協
議

会
（

議
事

録
概

要
）

・
令

和
3
年

度
使

用
教

科
用

図
書

の
選

定
理

由
・

調
査

員
会

実
施

要
項

・
令

和
2
年

度
中

毛
第

一
地

区
調

査
員

名
簿

・
令

和
3
年

度
使

用
中

学
校

教
科

用
図

書
の

調
査

に
関

す
る

概
要

・
令

和
3
年

度
使

用
教

科
用

図
書

調
査

研
究

の
観

点

1
1
月

1
6
日

1
5
1

1
0
月

9
日

窓
口

鶴
光

路
公

園
の

整
備

に
関

す
る

資
料

写
し

の
交

付
法

人
公

園
管

理
事

務
所

1
0
月

1
9
日

部
分

公
開

・
数

量
総

括
表

・
平

面
図

・
展

開
図

・
横

断
図

・
構

造
図

・
配

置
拡

大
図

・
敷

地
求

積
図

・
立

面
図

・
配

置
図

・
断

面
図

・
浄

化
槽

仕
様

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
配

置
図

、
配

置
拡

大
図

、
敷

地
求

積
図

、
平

面
図

及
び

立
面

図
に

押
印

さ
れ

た
法

人
の

代
表

者
（

事
業

を
営

む
個

人
の

）
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
0
月

2
1
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
5
2

1
0
月

9
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

9
月

2
6
日

～
1
0
月

9
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
0
月

2
2
日

部
分

公
開

パ
ト

ロ
ー

ル
報

告
書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
パ

ト
ロ

ー
ル

報
告

書
中

現
場

の
地

番
、

地
図

及
び

現
地

写
真

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
う

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
行

政
情

報
不

存
在

　
決

裁
書

類
及

び
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
等

に
係

る
行

政
資

料
に

つ
い

て
は

、
作

成
さ

れ
て

い
な

い
た

め
。

1
0
月

2
3
日

1
5
3

1
0
月

9
日

窓
口

　
開

発
許

可
（

平
成

3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

9
月

2
6
日

～
1
0
月

9
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
0
月

2
0
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
5
4

1
0
月

9
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
提

出
し

た
「

処
分

等
の

求
め

」
の

一
連

の
下

記
行

政
資

料
（

1
）

処
分

等
の

求
め

の
供

覧
文

書
（

2
）

現
地

調
査

報
告

書
（

3
）

処
分

及
び

是
正

指
導

結
果

及
び

所
有

者
提

出
資

料
等

（
4
）

そ
の

他
関

連
し

た
行

政
資

料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
0
月

2
2
日

部
分

公
開

処
分

等
の

求
め

の
供

覧
文

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
申

出
人

の
郵

便
番

号
、

住
所

、
氏

名
及

び
電

話
番

号
、

法
令

に
違

反
す

る
建

築
物

の
所

在
、

所
有

者
の

氏
名

及
び

住
所

並
び

に
申

出
人

の
所

有
地

地
番

等
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
申

出
人

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
行

政
情

報
不

存
在

　
処

分
及

び
是

正
指

導
結

果
及

び
所

有
者

提
出

資
料

等
及

び
そ

の
他

関
連

し
た

行
政

資
料

に
つ

い
て

は
、

作
成

し
て

い
な

い
た

め
。

1
0
月

2
3
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
5
5

1
0
月

9
日

郵
送

2
0
2
0
年

5
月

1
日

か
ら

2
0
2
0
年

8
月

3
1
日

ま
で

に
付

定
さ

れ
た

住
居

表
示

受
付

簿
該

当
の

住
居

表
示

台
帳

写
し

の
交

付
法

人
市

民
課

1
0
月

2
0
日

部
分

公
開

・
街

区
符

号
及

び
住

居
番

号
付

定
通

知
整

理
兼

報
告

簿
・

街
区

図
面

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
街

区
符

号
及

び
住

居
番

号
付

定
通

知
整

理
兼

報
告

簿
（

住
居

表
示

受
付

簿
）

に
記

載
さ

れ
た

個
人

の
氏

名
、

住
所

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。

1
0
月

3
0
日

1
5
6

1
0
月

1
2
日

窓
口

過
去

5
年

間
に

事
業

所
か

ら
提

出
さ

れ
た

自
主

点
検

表
　

老
健

×
2
　

特
養

×
2
　

小
多

機
×

2
　

定
巡

×
2
　

居
宅

介
護

支
援

×
2
　

訪
リ

ハ
×

2
　

訪
問

入
浴

×
2

閲
覧

個
人

指
導

監
査

課
1
1
月

5
日

部
分

公
開

・
介

護
老

人
保

健
施

設
自

主
点

検
表

・
介

護
老

人
福

祉
施

設
自

主
点

検
表

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
開
設
者
名
、
管
理
者
の
年
齢
、
医

師
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
、
作

業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
苦
情
解
決

責
任
者
、
苦
情
受
付
担
当
者
並
び
に
防

火
管
理
者
の
職
及
び
氏
名
等
に
つ
い
て

は
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は

識
別
さ
れ
得
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
前
年
度
収
支
状
況
、
評
価
項
目
の
う

ち
勤
務
体
制
の
確
保
、
辞
令
の
交
付

等
、
医
師
、
薬
剤
師
、
介
護
職
員
又
は

看
護
職
員
等
に
つ
い
て
は
公
開
す
る
こ

と
に
よ
り
、
内
容
に
よ
っ
て
は
法
人
の

信
用
力
、
社
会
的
評
価
が
損
な
わ
れ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
5
号
該
当

　
前
年
度
収
支
状
況
、
評
価
項
目
の
う

ち
勤
務
体
制
の
確
保
、
辞
令
の
交
付

等
、
医
師
、
薬
剤
師
、
介
護
職
員
又
は

看
護
職
員
等
に
つ
い
て
は
公
開
す
る
こ

と
に
よ
り
、
内
容
に
よ
っ
て
は
特
定
の

法
人
に
不
利
益
を
与
え
、
事
実
を
記
載

し
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
な
ど
、
今
後

の
事
業
の
執
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず

る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

行
政
情
報
不
存
在

　
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
、
看
護

居
宅
介
護
支
援
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
、
訪
問
入
浴
介
護
を
運
営
す
る

事
業
者
に
対
し
て
は
自
主
点
検
表
の
提

出
を
求
め
て
お
ら
ず
、
当
該
行
政
情
報

を
保
有
し
て
い
な
い
た
め
。

1
1
月

9
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
5
7

1
0
月

1
2
日

窓
口

・
第

1
回

協
議

会
要

項
・

第
1
回

議
事

録
・

第
1
回

協
議

会
名

簿
・

協
議

会
規

約
・

事
務

局
組

織
・

協
議

会
指

導
助

言
者

・
採

択
関

係
の

日
程

・
第

2
回

協
議

会
要

項
・

第
2
回

議
事

録
・

第
2
回

協
議

会
名

簿
・

令
和

3
年

度
使

用
中

学
校

教
科

用
図

書
一

覧
・

令
和

3
年

度
使

用
小

・
中

学
校

特
別

支
援

学
級

教
科

用
図

書
一

覧
・

令
和

3
年

度
使

用
特

別
支

援
学

校
用

の
文

部
科

学
省

著
作

教
科

書
一

覧
・

選
定

理
由

・
調

査
員

会
実

施
要

項
・

調
査

員
名

簿
・

調
査

に
関

す
る

概
要

・
調

査
研

究
の

観
点

写
し

の
交

付
法

人
総

合
教

育
プ

ラ
ザ

1
0
月

1
9
日

公
開

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
群
馬
県
教
科
用
図
書
採
択
中
毛

第
一
地
区
協
議
会
規
約

・
事
務
局
組
織

・
令
和
2
年
度
群
馬
県
教
科
用
図

書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議
会
指

導
助
言
者

・
令
和
3
年
度
使
用
教
科
用
図
書

の
採
択
関
係
の
日
程
等
に
つ
い
て

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

ほ
か

1
0
月

2
1
日

1
5
8

1
0
月

1
3
日

窓
口

前
橋

市
内

の
特

定
建

築
物

一
覧

（
名

称
、

住
所

、
延

床
面

積
記

載
）

写
し

の
交

付
法

人
衛

生
検

査
課

1
0
月

2
0
日

公
開

前
橋

市
内

の
特

定
建

築
物

の
一

覧
1
0
月

2
6
日

1
5
9

1
0
月

1
3
日

窓
口

○
○

（
前

橋
市

○
○

町
○

○
）

の
下

記
図

面
H
1
5
.
○

.
○

　
誘

導
灯

設
置

面
の

図
面

　
１

～
7
F

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
0
月

2
0
日

公
開

平
面

図
1
0
月

2
2
日

1
6
0

1
0
月

1
3
日

電
子

申
請

サ
テ

ラ
イ

ト
名

古
屋

・
市

営
前

橋
競

輪
場

業
務

委
託

一
覧

（
H
2
9
年

度
、

H
3
0
年

度
、

R
元

年
度

）
写

し
の

交
付

法
人

公
営

事
業

課
1
0
月

2
2
日

公
開

前
橋

市
営

競
輪

に
係

る
サ

テ
ラ

イ
ト

名
古

屋
　

業
務

委
託

料
支

払
一

覧
1
0
月

2
6
日

1
6
1

1
0
月

1
4
日

窓
口

前
橋

市
亀

里
町

1
番

地
群

馬
県

立
前

橋
南

高
等

学
校

消
防

用
設

備
等

設
置

届
出

書
（

自
動

火
災

報
知

設
備

）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
0
月

1
9
日

部
分

公
開

・
火

災
報

知
機

警
戒

区
域

一
覧

図
・

平
面

図
・

梁
伏

図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
個

人
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
0
月

2
2
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
6
2

1
0
月

1
6
日

F
A
X

永
明

公
民

館
移

転
新

築
工

事
入

札
参

加
工

事
事

業
者

全
社

の
積

算
内

訳
書

写
し

の
交

付
法

人
契

約
監

理
課

1
0
月

2
2
日

部
分

公
開

永
明

公
民

館
移

転
新

築
建

築
工

事
積

算
内

訳
書

条
例

第
6
条

第
3
号

該
当

　
積

算
金

額
（

工
事

価
格

）
以

外
の

金
額

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
、

法
人

の
競

争
上

若
し

く
は

事
業

の
運

営
上

の
地

位
に

不
利

益
を

与
え

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
0
月

2
2
日

1
6
3

1
0
月

1
6
日

窓
口

・
第

1
回

協
議

会
要

項
・

第
1
回

議
事

録
・

第
1
回

協
議

会
名

簿
・

協
議

会
規

約
・

事
務

局
組

織
・

協
議

会
指

導
助

言
者

・
第

2
回

協
議

会
要

項
・

第
2
回

議
事

録
・

第
2
回

協
議

会
名

簿
・

令
和

3
年

度
使

用
中

学
校

教
科

用
図

書
一

覧
・

選
定

理
由

・
調

査
員

会
実

施
要

項
・

調
査

員
名

簿
・

調
査

に
関

す
る

概
要

・
調

査
研

究
の

観
点

写
し

の
交

付
法

人
総

合
教

育
プ

ラ
ザ

1
0
月

2
3
日

公
開

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
1
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
群
馬
県
教
科
用
図
書
採
択
中
毛

第
一
地
区
協
議
会
規
約

・
事
務
局
組
織

・
令
和
2
年
度
群
馬
県
教
科
用
図

書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議
会
指

導
助
言
者

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
要
項

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
（
議
事
録
概
要
）

・
令
和
2
年
度
第
2
回
群
馬
県
教
科

用
図
書
採
択
中
毛
第
一
地
区
協
議

会
員
名
簿

・
令
和
3
年
度
使
用
中
学
校
教
科

用
図
書
一
覧

・
令
和
3
年
度
使
用
中
学
校
教
科

用
図
書
の
選
定
理
由

・
調
査
員
会
実
施
要
項

ほ
か

1
0
月

2
9
日

1
6
4

1
0
月

1
9
日

電
子

申
請

○
○

株
式

会
社

・
前

橋
市

○
○

町
○

○
の

自
動

火
災

放
火

設
備

の
平

面
図

及
び

立
面

図
写

し
の

交
付

法
人

消
防

局
総

務
課

1
0
月

2
3
日

公
開

・
平

面
図

・
立

面
図

1
0
月

2
3
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
6
5

1
0
月

2
0
日

電
子

申
請

前
橋

市
の

国
籍

別
外

国
人

住
民

数
（

令
和

元
年

1
2

月
末

時
点

）
写

し
の

交
付

法
人

市
民

課
1
0
月

2
9
日

取
下

げ

1
6
6

1
0
月

2
0
日

電
子

申
請

・
路

線
バ

ス
の

運
行

状
況

・
マ

イ
タ

ク
の

登
録

者
数

、
利

用
者

数
、

１
日

当
た

り
の

利
用

者
数

・
マ

イ
タ

ク
の

登
録

者
数

の
所

在
地

・
デ

マ
ン

ド
バ

ス
の

利
用

者
数

写
し

の
交

付
個

人
交

通
政

策
課

1
0
月

3
0
日

公
開

・
前

橋
市

内
委

託
路

線
バ

ス
の

輸
送

人
員

・
平

成
2
7
年

度
マ

イ
タ

ク
利

用
実

績
に

つ
い

て
・

平
成

2
8
年

度
マ

イ
タ

ク
利

用
実

績
に

つ
い

て
・

平
成

2
9
年

度
マ

イ
タ

ク
利

用
実

績
に

つ
い

て
・

平
成

3
0
年

度
マ

イ
タ

ク
利

用
実

績
に

つ
い

て
・

令
和

元
年

度
マ

イ
タ

ク
利

用
実

績
に

つ
い

て

1
1
月

5
日

1
6
7

1
0
月

2
2
日

窓
口

○
○

株
式

会
社

　
○

○
店

防
火

計
画

図
2
（

2
0
.
○

.
○

）
建

具
キ

ー
プ

ラ
ン

（
2
0
.
○

.
○

）
建

具
表

1
（

2
0
.
○

.
○

）
建

具
表

5
（

2
0
.
○

.
○

）
立

面
図

1
（

2
0
.
○

.
○

）
立

面
図

2
（

2
0
.
○

.
○

）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
0
月

2
7
日

部
分

公
開

・
防

火
計

画
図

・
建

具
キ

ー
プ

ラ
ン

・
建

具
表

・
立

面
図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
個

人
の

印
及

び
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
0
月

2
8
日

1
6
8

1
0
月

2
3
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
提

出
し

た
「

処
分

等
の

求
め

」
の

一
連

の
下

記
行

政
資

料
（

令
和

2
年

1
0
月

1
0

日
～

1
0
月

2
3
日

）
（

1
）

法
令

に
定

め
る

必
要

な
調

査
結

果
（

2
）

法
令

に
定

め
る

処
分

及
び

是
正

指
導

結
果

、
所

有
者

提
出

資
料

等
（

3
）

そ
の

他
関

連
し

た
行

政
資

料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
1
月

4
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
6
9

1
0
月

2
3
日

窓
口

　
開

発
許

可
（

平
成

3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
0
月

1
0
日

～
1
0
月

2
3
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
0
月

2
9
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
7
0

1
0
月

2
3
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
0
月

1
0
日

～
1
0
月

2
3
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
1
月

4
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
7
1

1
0
月

2
3
日

窓
口

○
○

株
式

会
社

　
○

○
店

整
備

工
場

（
建

具
キ

ー
プ

ラ
ン

、
建

具
表

1
、

建
具

表
2
）

本
社

（
1
F
平

面
図

）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
0
月

2
9
日

部
分

公
開

・
建

具
表

1
・

建
具

表
2

・
平

面
図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
1
月

2
日

1
7
2

1
0
月

2
3
日

窓
口

○
○

行
き

の
○

○
バ

ス
に

つ
い

て
、

一
日

平
均

何
人

乗
っ

て
い

る
か

、
年

間
何

人
使

っ
て

い
る

か
、

そ
の

バ
ス

は
何

人
乗

り
な

の
か

が
わ

か
る

資
料

そ
の

バ
ス

は
運

行
に

い
く

ら
か

か
っ

て
い

る
の

か
が

わ
か

る
資

料

写
し

の
交

付
個

人
長

寿
包

括
ケ

ア
課

1
0
月

3
0
日

部
分

公
開

・
令

和
元

年
度

○
○

バ
ス

運
行

記
録

集
計

表
・

○
○

巡
回

バ
ス

仕
様

書
・

巡
回

バ
ス

運
行

契
約

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
巡

回
バ

ス
運

行
契

約
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

法
人

の
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
じ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
1
月

6
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
7
3

1
0
月

2
7
日

F
A
X

平
成

3
0
年

度
か

ら
の

役
務

業
務

（
清

掃
、

設
備

、
警

備
、

受
付

、
電

話
交

換
、

総
合

管
理

業
務

）
に

お
け

る
契

約
金

額
2
0
0
万

円
（

税
抜

）
以

上
の

指
名

入
札

結
果

（
複

数
年

及
び

単
年

契
約

）
参

加
業

者
一

覧
と

金
額

写
し

の
交

付
法

人
行

政
管

理
課

1
1
月

2
0
日

部
分

公
開

・
業

務
委

託
契

約
書

・
入

札
執

行
調

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
契

約
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
1
月

3
0
日

1
7
4

1
0
月

2
7
日

窓
口

病
院

・
医

科
診

療
所

名
前

・
住

所
の

一
覧

最
新

の
物

写
し

の
交

付
法

人
保

健
総

務
課

1
1
月

2
日

公
開

・
前

橋
市

保
健

所
管

内
病

院
名

簿
<
令

和
2
年

1
0
月

2
7
日

現
在

>
・

前
橋

市
保

健
所

管
内

有
床

診
療

所
名

簿
<
令

和
2
年

1
0
月

2
7
日

現
在

>
・

前
橋

市
保

健
所

管
内

無
床

診
療

所
名

簿
<
令

和
2
年

1
0
月

2
7
日

現
在

>

1
1
月

4
日

1
7
5

1
0
月

2
7
日

F
A
X

平
成

3
0
年

度
か

ら
の

役
務

業
務

（
清

掃
、

設
備

、
警

備
、

受
付

、
電

話
交

換
、

総
合

管
理

業
務

）
に

お
け

る
契

約
金

額
2
0
0
万

円
（

税
抜

）
以

上
の

指
名

入
札

結
果

（
複

数
年

及
び

単
年

契
約

）
参

加
業

者
一

覧
と

金
額

写
し

の
交

付
法

人

教
育

委
員

会
事

務
局

総
務

課

1
1
月

1
2
日

部
分

公
開

・
業

務
委

託
契

約
書

・
入

札
執

行
調

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
契

約
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
1
月

1
6
日

1
7
6

1
0
月

2
7
日

F
A
X

平
成

3
0
年

度
か

ら
の

役
務

業
務

（
清

掃
、

設
備

、
警

備
、

受
付

、
電

話
交

換
、

総
合

管
理

業
務

）
に

お
け

る
契

約
金

額
2
0
0
万

円
（

税
抜

）
以

上
の

指
名

入
札

結
果

（
複

数
年

及
び

単
年

契
約

）
参

加
業

者
一

覧
と

金
額

写
し

の
交

付
法

人
経

営
企

画
課

1
1
月

1
1
日

部
分

公
開

・
業

務
委

託
契

約
書

・
入

札
執

行
調

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
契

約
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
1
月

1
6
日

1
7
7

1
0
月

2
7
日

F
A
X

平
成

3
0
年

度
か

ら
の

役
務

業
務

（
清

掃
、

設
備

、
警

備
、

受
付

、
電

話
交

換
、

総
合

管
理

業
務

）
に

お
け

る
契

約
金

額
2
0
0
万

円
（

税
抜

）
以

上
の

指
名

入
札

結
果

（
複

数
年

及
び

単
年

契
約

）
参

加
業

者
一

覧
と

金
額

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
1
月

4
日

部
分

公
開

・
業

務
委

託
契

約
書

・
入

札
執

行
調

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
契

約
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
1
月

9
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
7
8

1
0
月

2
8
日

郵
送

前
橋

市
に

お
け

る
大

気
汚

染
防

止
法

に
基

づ
く

煤
煙

発
生

施
設

の
届

出
履

歴
（

ボ
イ

ラ
ー

設
備

に
限

る
）

届
出

事
業

者
名

・
届

出
事

業
者

所
在

地
、

設
備

設
置

年
月

日
の

記
載

が
あ

る
も

の

写
し

の
交

付
法

人
環

境
森

林
課

1
1
月

6
日

公
開

ば
い

煙
発

生
施

設
一

覧
1
2
月

8
日

1
7
9

1
0
月

2
9
日

郵
送

群
馬

県
前

橋
市

○
○

町
○

○
に

存
在

す
る

市
道

が
交

差
す

る
交

差
点

内
を

囲
む

よ
う

に
四

角
形

の
赤

い
ラ

イ
ン

が
設

置
さ

れ
、

交
差

し
て

い
る

道
路

の
う

ち
、

優
先

道
路

で
は

な
い

市
道

の
路

線
上

に
設

置
さ

れ
て

い
る

「
止

ま
れ

」
の

標
識

に
も

赤
い

模
様

が
追

加
さ

れ
て

い
る

が
、

こ
の

よ
う

な
道

路
標

識
又

は
道

路
標

示
が

道
路

上
に

設
置

さ
れ

る
に

至
っ

た
経

緯
、

理
由

等
が

わ
か

る
決

定
、

議
事

録
、

図
面

等
の

全
て

写
し

の
交

付
法

人
道

路
管

理
課

1
1
月

9
日

部
分

公
開

・
令

和
2
年

度
道

水
路

整
備

に
関

す
る

要
望

書
・

少
額

工
事

完
了

届
・

少
額

工
事

請
負

請
書

・
課

税
事

業
者

届
出

書
・

支
出

負
担

行
為

状
況

書
・

見
積

書
・

少
額

工
事

（
簡

易
工

事
）

の
施

工
及

び
契

約
に

つ
い

て
（

伺
）

・
予

算
状

況
書

・
設

計
内

訳
明

細
書

・
少

額
工

事
（

簡
易

工
事

）
見

積
合

わ
せ

通
知

書
・

簡
易

工
事

仕
様

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
要

望
書

鏡
に

記
載

さ
れ

た
自

治
会

長
の

郵
便

番
号

、
住

所
及

び
電

話
番

号
並

び
に

自
治

会
長

を
除

く
個

人
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
要

望
書

鏡
に

押
印

さ
れ

た
代

表
者

印
及

び
自

治
会

長
印

並
び

に
少

額
工

事
完

了
届

、
少

額
工

事
請

負
請

書
、

課
税

事
業

者
届

出
書

、
見

積
書

及
び

見
積

書
の

入
っ

た
封

筒
に

押
印

さ
れ

た
法

人
の

代
表

者
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
1
月

1
3
日

1
8
0

1
1
月

4
日

F
A
X

第
一

動
物

取
扱

業
者

登
録

名
簿

一
覧

写
し

の
交

付
個

人
衛

生
検

査
課

1
1
月

1
1
日

公
開

前
橋

市
第

一
種

動
物

取
扱

業
一

覧
（

R
2
.
1
1
.
6
現

在
）

未
実

施

1
8
1

1
1
月

5
日

F
A
X

令
和

2
年

度
建

設
コ

ン
サ

ル
前

橋
市

地
形

図
デ

ー
タ

修
正

業
務

金
額

入
り

設
計

書

写
し

の
交

付
法

人
都

市
計

画
課

1
1
月

9
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
1
1
月

2
0
日

1
8
2

1
1
月

5
日

F
A
X

令
和

2
年

度
建

設
コ

ン
サ

ル
・

六
供

土
地

区
画

整
理

事
業

　
出

来
形

確
認

測
量

業
務

・
駒

形
第

一
土

地
区

画
整

理
事

業
　

道
路

管
理

引
継

書
作

成
業

務
（

第
4
号

）
金

額
入

り
設

計
書

写
し

の
交

付
法

人
区

画
整

理
課

1
1
月

1
0
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
1
1
月

2
0
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
8
3

1
1
月

5
日

F
A
X

令
和

2
年

度
建

設
コ

ン
サ

ル
総

社
地

区
測

量
業

務
（

第
1
号

）
金

額
入

り
設

計
書

写
し

の
交

付
法

人
市

街
地

整
備

課
1
1
月

1
3
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
1
1
月

2
0
日

1
8
4

1
1
月

5
日

F
A
X

令
和

2
年

度
建

設
コ

ン
サ

ル
道

路
台

帳
補

正
業

務
金

額
入

り
設

計
書

写
し

の
交

付
法

人
道

路
管

理
課

1
1
月

1
6
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
1
1
月

2
0
日

1
8
5

1
1
月

5
日

F
A
X

令
和

2
年

度
建

設
コ

ン
サ

ル
・

社
資

交
（

狭
あ

い
）

測
量

業
務

（
道

建
第

1
号

）
・

社
資

交
（

狭
あ

い
）

測
量

業
務

（
道

建
第

2
号

）
金

額
入

り
設

計
書

写
し

の
交

付
法

人
道

路
建

設
課

1
1
月

1
1
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
1
1
月

2
0
日

1
8
6

1
1
月

5
日

F
A
X

令
和

2
年

度
建

設
コ

ン
サ

ル
・

社
資

交
（

狭
あ

い
）

路
線

及
び

用
地

測
量

業
務

委
託

（
東

建
第

3
号

）
・

大
胡

地
区

路
線

及
び

用
地

測
量

業
務

委
託

（
第

2
号

）
金

額
入

り
設

計
書

写
し

の
交

付
法

人
東

部
建

設
事

務
所

1
1
月

1
2
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
1
1
月

2
0
日

1
8
7

1
1
月

5
日

F
A
X

令
和

2
年

度
建

設
コ

ン
サ

ル
芳

賀
地

区
境

界
確

認
測

量
業

務
（

第
1
号

）
金

額
入

り
設

計
書

写
し

の
交

付
法

人
農

村
整

備
課

1
1
月

1
1
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
1
1
月

2
0
日

1
8
8

1
1
月

6
日

F
A
X

令
和

元
年

度
（

令
和

2
年

2
月

入
札

）
火

葬
残

骨
灰

の
売

却
に

伴
う

入
札

の
全

入
札

価
格

（
金

額
、

業
者

名
）

が
分

か
る

書
類

閲
覧

法
人

市
民

課
1
1
月

9
日

公
開

入
札

執
行

調
書

1
1
月

1
3
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
8
9

1
1
月

6
日

窓
口

　
令

和
2
年

（
○

）
第

○
号

損
害

賠
償

請
求

事
件

に
関

す
る

・
○

○
　

○
/
○

付
準

備
書

面
・

前
橋

市
　

○
/
○

付
答

弁
書

　
と

も
に

全
文

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

1
1
月

1
9
日

部
分

公
開

・
被

告
準

備
書

面
(
2
)

・
第

1
準

備
書

面

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
被
告
準
備
書
面
中
の
氏
名
に
つ
い
て

は
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
る
情
報

で
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
原
告
準
備
書
面
の
一
部
に
つ
い
て

は
、
当
該
法
人
に
不
利
益
を
与
え
、
又

は
社
会
的
信
用
が
損
な
わ
れ
る
と
認
め

ら
れ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
5
号
該
当

　
原
告
準
備
書
面
の
一
部
に
つ
い
て

は
、
本
市
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
事
務
又
は
事

業
の
目
的
が
損
な
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
被
告
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
及
び
原
告

訴
訟
代
理
人
弁
護
士
の
印
の
印
影
に
つ

い
て
は
、
印
影
が
偽
造
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
者
の
財
産
を
保
護
す
る
上
で
支
障

が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

1
1
月

1
9
日

1
9
0

1
1
月

9
日

窓
口

　
開

発
許

可
（

平
成

3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
0
月

2
4
日

～
1
1
月

9
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
1
月

1
3
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
9
1

1
1
月

9
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
0
月

2
4
日

～
1
1
月

9
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
1
月

1
3
日

部
分

公
開

・
違

反
開

発
行

為
等

調
査

カ
ー

ド
・

違
反

開
発

行
為

等
処

理
経

過

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
土
地
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
電

話
番
号
、
土
地
の
所
在
地
並
び
に
通
報

者
及
び
立
会
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、

特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
若
し
く
は

識
別
さ
れ
得
る
情
報
又
は
特
定
の
個
人

は
識
別
さ
れ
な
い
が
、
公
開
す
る
こ
と

に
よ
り
な
お
個
人
の
権
利
を
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

行
政
情
報
不
存
在

　
現
地
調
査
報
告
書
、
決
裁
書
類
及
び

是
正
指
導
措
置
の
結
果
を
示
す
書
類
等

に
係
る
行
政
資
料
に
つ
い
て
は
、
作
成

さ
れ
て
い
な
い
た
め
。

1
1
月

1
9
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
9
2

1
1
月

9
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
提

出
し

た
「

処
分

等
の

求
め

」
の

一
連

の
下

記
行

政
資

料
（

令
和

2
年

1
0
月

2
4

日
～

1
1
月

9
日

）
（

1
）

法
令

に
定

め
る

必
要

な
調

査
結

果
（

2
）

法
令

に
定

め
る

処
分

及
び

是
正

指
導

結
果

、
所

有
者

か
ら

の
提

出
資

料
等

（
3
）

そ
の

他
関

連
し

た
行

政
資

料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
1
月

1
8
日

部
分

公
開

・
違

反
開

発
行

為
等

調
査

カ
ー

ド
・

違
反

開
発

行
為

等
処

理
経

過

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
土

地
所

有
者

の
住

所
、

氏
名

及
び

電
話

番
号

、
土

地
の

所
在

地
並

び
に

通
報

者
及

び
立

会
者

の
氏

名
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

若
し

く
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

又
は

特
定

の
個

人
は

識
別

さ
れ

な
い

が
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
な

お
個

人
の

権
利

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

行
政

情
報

不
存

在
　

法
令

に
定

め
る

必
要

な
調

査
結

果
並

び
に

法
令

に
定

め
る

処
分

及
び

是
正

指
導

結
果

、
所

有
者

か
ら

の
提

出
資

料
等

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
1
月

1
9
日

1
9
3

1
1
月

9
日

窓
口

平
成

3
0
年

1
月

か
ら

（
本

日
R
2
.
1
1
.
9
）

ま
で

の
期

間
で

「
○

○
」

に
係

る
「

新
規

契
約

者
」

あ
る

い
は

「
新

規
受

け
入

れ
者

」
の

月
ご

と
の

人
数

閲
覧

個
人

介
護

保
険

課
1
1
月

1
1
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

本
市

に
お

い
て

、
当

該
情

報
を

取
得

し
て

い
な

い
た

め
。

1
9
4

1
1
月

9
日

F
A
X

平
成

3
0
年

8
月

2
7
日

、
令

和
元

年
6
月

2
8
日

、
令

和
2

年
2
月

2
0
日

に
行

わ
れ

た
火

葬
残

骨
灰

の
入

札
に

つ
い

て
・

参
加

業
者

数
お

よ
び

参
加

業
者

名
・

各
業

者
入

札
金

額
・

落
札

金
額

写
し

の
交

付
法

人
市

民
課

1
1
月

1
0
日

公
開

入
札

執
行

調
書

1
1
月

1
7
日

1
9
5

1
1
月

1
0
日

窓
口

駒
形

地
区

の
区

画
整

理
事

業
の

施
工

図
（

区
域

全
体

）
写

し
の

交
付

法
人

区
画

整
理

課
1
1
月

1
3
日

公
開

前
橋

都
市

計
画

事
業

駒
形

第
一

土
地

区
画

整
理

事
業

施
工

図
1
1
月

1
6
日

- 62 -



N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
9
6

1
1
月

1
1
日

窓
口

・
前

農
委

指
令

第
4
3
1
0
1
3
4
9
号

の
申

請
書

及
び

添
付

書
類

一
式

・
前

農
委

指
令

第
4
3
1
0
1
4
3
5
号

の
申

請
書

及
び

添
付

書
類

一
式

写
し

の
交

付
法

人
農

業
委

員
会

事
務

局
1
1
月

1
7
日

部
分

公
開

・
農

地
法

第
5
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

申
請

書
及

び
添

付
書

類
・

農
地

法
第

3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

申
請

書
及

び
添

付
書

類

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
農

地
法

第
5
条

第
1
項

及
び

農
地

法
第

3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

申
請

書
及

び
添

付
書

類
に

記
載

さ
れ

た
氏

名
、

住
所

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
農

地
法

第
5
条

第
1
項

及
び

農
地

法
第

3
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

申
請

書
及

び
添

付
書

類
に

押
印

さ
れ

た
法

人
等

の
代

表
者

印
及

び
社

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

ま
た

、
申

請
書

及
び

資
金

計
画

書
並

び
に

融
資

証
明

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
は

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
1
月

1
7
日

1
9
7

1
1
月

1
3
日

窓
口

建
築

基
準

法
第

1
2
条

に
も

と
づ

く
点

検
対

象
施

設
一

覧
（

建
築

、
建

築
設

備
、

防
火

設
備

）
写

し
の

交
付

法
人

資
産

経
営

課
1
1
月

1
8
日

公
開

・
建

築
物

点
検

対
象

施
設

一
覧 ・

建
築

設
備

点
検

対
象

施
設

一
覧

・
防

火
設

備
点

検
対

象
施

設
一

覧

1
1
月

2
0
日

1
9
8

1
1
月

1
9
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
提

出
し

た
「

処
分

等
の

求
め

」
の

一
連

の
下

記
行

政
資

料
（

令
和

2
年

1
1
月

1
0

日
～

1
1
月

1
9
日

）
（

1
）

法
令

に
定

め
る

必
要

な
調

査
結

果
（

2
）

法
令

に
定

め
る

処
分

及
び

是
正

指
導

結
果

、
所

有
者

か
ら

の
提

出
資

料
等

（
3
）

そ
の

他
関

連
し

た
行

政
資

料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
1
月

2
6
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

1
9
9

1
1
月

1
9
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
1
月

1
0
日

～
1
1
月

1
9
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
1
月

2
6
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

2
0
0

1
1
月

1
9
日

窓
口

　
開

発
許

可
（

平
成

3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
1
月

1
0
日

～
1
1
月

1
9
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
1
月

2
6
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

2
0
1

1
1
月

1
9
日

F
A
X

3
0
0
0
㎡

以
上

の
土

地
を

形
質

変
更

す
る

場
合

の
届

出
の

件
場

所
：

○
○

町
○

○
（

地
番

、
住

所
と

も
）

現
況

：
○

○
㈱

H
2
9
.
○

.
○

の
届

出
で

、
土

壌
汚

染
が

な
い

旨
。

前
所

有
者

が
土

壌
汚

染
を

除
去

し
た

旨
。

以
上

が
分

か
る

も
の

。

写
し

の
交

付
個

人
環

境
森

林
課

1
1
月

2
7
日

部
分

公
開

一
定

の
規

模
以

上
の

土
地

の
形

質
変

更
届

出
書

の
受

理
に

つ
い

て
（

報
告

）

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
「

一
定

の
規

模
以

上
の

土
地

の
形

質
の

変
更

届
出

書
」

、
「

開
発

行
為

の
施

行
等

の
同

意
書

」
、

「
土

壌
汚

染
状

況
調

査
結

果
報

告
書

」
及

び
「

措
置

完
了

報
告

書
」

に
押

印
さ

れ
た

事
業

者
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
2
月

4
日

2
0
2

1
1
月

2
5
日

窓
口

2
0
2
0
年

9
月

3
0
日

に
行

わ
れ

た
「

そ
う

じ
ゃ

児
童

ク
ラ

ブ
・

か
つ

や
ま

児
童

ク
ラ

ブ
運

営
者

公
募

に
係

る
選

定
」

に
お

け
る

審
査

内
容

・
応

募
事

業
者

評
価

に
つ

い
て

（
公

表
部

分
を

除
く

）

写
し

の
交

付
法

人
子

育
て

施
設

課
1
1
月

2
7
日

部
分

公
開

採
点

集
計

表

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
最
高
得
点
者
以
外
の
応
募
者
の
名
称

に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
各
評
価
項
目

に
対
す
る
採
点
評
価
が
公
開
さ
れ
る
こ

と
で
競
争
上
若
し
く
は
事
業
運
営
上
の

地
位
に
不
利
益
を
与
え
、
又
は
社
会
的

信
用
が
損
な
わ
れ
る
た
め
。

1
2
月

4
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

条
例
第
6
条
第
4
号
該
当

　
採
点
者
種
別
（
役
職
）
に
つ
い
て

は
、
公
設
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
者
の
公

募
審
査
過
程
に
お
け
る
情
報
で
あ
っ

て
、
公
開
す
こ
と
に
よ
り
、
別
途
公
表

済
み
の
審
査
委
員
名
簿
と
合
わ
せ
る
こ

と
で
次
年
度
以
降
の
同
種
の
事
業
に
お

け
る
公
正
又
は
適
正
な
意
思
決
定
に
著

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た

め
。

条
例
第
6
条
第
5
号
該
当

　
採
点
者
種
別
（
役
職
）
に
つ
い
て

は
、
公
設
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
者
公
募

審
査
事
務
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
別
途
公
表
済

み
の
審
査
委
員
名
簿
と
合
わ
せ
る
こ
と

で
次
年
度
以
降
の
同
種
の
事
務
の
公
正

又
は
適
正
な
執
行
に
著
し
い
支
障
が
生

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

2
0
3

1
1
月

2
6
日

窓
口

2
0
2
0
年

2
月

の
前

橋
市

長
選

に
関

わ
る

公
費

負
担

に
つ

い
て

の
資

料
　

全
て

写
し

の
交

付
法

人

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

1
2
月

4
日

部
分

公
開

・
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
出
書

・
車
両
賃
貸
借
契
約
書

・
自
動
車
運
転
契
約
書

・
選
挙
運
動
用
自
動
車
燃
料
供
給

契
約
書

・
自
動
車
燃
料
代
確
認
申
請
書

・
請
求
書
（
選
挙
運
動
用
自
動
車

の
使
用
（
自
動
車
）
）

・
選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
証
明

書
（
自
動
車
）

・
請
求
明
細
書
（
そ
の
他
契
約
に

よ
り
自
動
車
を
使
用
し
た
場
合
）

借
入
契
約

・
請
求
書
（
選
挙
運
動
用
自
動
車

の
使
用
（
運
転
手
）
）

・
選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
証
明

書
（
運
転
手
）

・
請
求
明
細
書
（
そ
の
他
契
約
に

よ
り
自
動
車
を
使
用
し
た
場
合
）

運
転
手

・
請
求
書
（
選
挙
運
動
用
自
動
車

の
使
用
（
燃
料
）
）

・
選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
証
明

書
（
燃
料
）

ほ
か

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
選
挙
公
営
関
係
書
類
に
記
載
さ
れ
た

候
補
者
及
び
法
人
代
表
者
を
除
く
者
の

住
所
及
び
氏
名
に
つ
い
て
は
、
特
定
の

個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ
得

る
情
報
で
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
「
選
挙
公
営
関
係
書
類
」
、
「
請
求

書
」
、
及
び
「
日
本
郵
便
株
式
会
社
へ

の
振
り
込
み
に
関
す
る
書
類
」
に
記
載

さ
れ
て
い
る
次
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
財
産
等
の
保
護

及
び
犯
罪
の
予
防
に
支
障
が
生
ず
る
と

認
め
ら
れ
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

（
1
）
 
選
挙
公
営
関
係
書
類

　
ア
　
候
補
者
及
び
法
人
代
表
者
を
除

く
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
イ
　
個
人
印
及
び
法
人
代
表
者
印

（
2
）
 
請
求
書

　
銀
行
名
、
店
名
、
預
金
種
目
、
口
座

番
号
、
個
人
の
口
座
名
義
、
個
人
の
連

絡
先

（
3
）
 
日
本
郵
便
株
式
会
社
へ
の
振
り

込
み
に
関
す
る
書
類

　
口
座
記
号
番
号
、
機
械
読
取
部
分
の

口
座
記
号
番
号
、
銀
行
名
、
支
店
名
、

預
金
種
目
、
口
座
番
号

1
2
月

4
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
0
4

1
1
月

2
7
日

窓
口

○
○

町
○

○
　

令
和

元
年

の
航

空
写

真
写

し
の

交
付

個
人

資
産

税
課

1
2
月

2
日

公
開

航
空

写
真

1
2
月

1
0
日

2
0
5

1
1
月

2
7
日

窓
口

1
　

市
内

の
全

施
設

（
市

庁
舎

、
小

学
校

、
病

院
、

公
民

館
、

等
の

全
て

）
に

お
け

る
テ

レ
ビ

の
台

数
が

分
か

る
文

書
と

テ
レ

ビ
購

入
時

の
購

入
契

約
書

、
若

し
く

は
購

入
日

の
分

か
る

文
書

2
　

1
の

テ
レ

ビ
の

う
ち

Ｎ
Ｈ

Ｋ
と

受
信

契
約

を
し

て
い

る
も

の
が

あ
る

場
合

、
契

約
し

て
い

る
テ

レ
ビ

全
て

の
Ｎ

Ｈ
Ｋ

と
の

放
送

受
信

契
約

の
契

約
書

若
し

く
は

申
込

書
3
　

市
名

義
で

所
有

又
は

契
約

し
て

い
る

ワ
ン

セ
グ

機
能

の
付

い
た

携
帯

電
話

及
び

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

契
約

書
、

若
し

く
は

台
数

・
購

入
（

契
約

）
年

月
日

が
わ

か
る

文
書

4
　

市
が

保
有

す
る

全
公

用
車

の
う

ち
、

ワ
ン

セ
グ

・
フ

ル
セ

グ
機

能
の

付
い

た
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

が
付

い
て

い
る

車
両

の
台

数
及

び
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

の
購

入
日

が
分

か
る

文
書

5
　

3
と

4
に

つ
い

て
、

現
在

Ｎ
Ｈ

Ｋ
と

ワ
ン

セ
グ

・
フ

ル
セ

グ
で

の
受

信
に

つ
い

て
受

信
契

約
が

さ
れ

て
い

る
も

の
が

あ
る

場
合

、
そ

の
全

て
に

お
い

て
の

契
約

書
若

し
く

は
申

込
書

写
し

の
交

付
個

人
行

政
管

理
課

1
月

1
9
日

部
分

公
開

・
備

品
台

帳
・

納
品

書
・

Ｎ
Ｈ

Ｋ
放

送
受

信
契

約
書

・
契

約
申

込
書

・
請

求
書

・
請

求
書

兼
領

収
書

・
令

和
2
年

度
テ

レ
ビ

設
置

状
況

調
査

表
・

公
用

車
賃

貸
借

契
約

書
・

公
用

車
賃

貸
借

変
更

契
約

書 ・
自

動
車

検
査

証
・

Ｎ
Ｈ

Ｋ
放

送
受

信
料

請
求

書

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
契
約
申
込
書
に
記
載
さ
れ
た
担
当
者

名
及
び
担
当
者
の
携
帯
電
話
の
電
話
番

号
、
令
和
2
年
度
テ
レ
ビ
設
置
状
況
調

査
表
に
記
載
さ
れ
た
担
当
者
名
に
つ
い

て
は
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
又

は
識
別
さ
れ
う
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
5
号
該
当

　
契
約
申
込
書
及
び
請
求
書
に
記
載
さ

れ
た
市
で
保
有
す
る
携
帯
電
話
の
電
話

番
号
に
つ
い
て
は
、
公
開
す
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
携
帯
電
話
を
使
用
す
る
事

務
の
円
滑
な
執
行
に
著
し
い
支
障
が
生

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
納
品
書
、
請
求
書
兼
領
収
証
、
公
用

車
賃
貸
借
契
約
書
及
び
公
用
車
賃
貸
借

変
更
契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
法
人
等
の

印
影
に
つ
い
て
は
、
印
影
が
偽
造
等
さ

れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
を
保
護
す

る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る

た
め
。

契
約
申
込
書
中
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
暗
証
番

号
及
び
P
I
N
ロ
ッ
ク
解
除
コ
ー
ド
に
つ

い
て
は
、
不
正
に
利
用
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
者
の
財
産
を
保
護
し
、
犯
罪
を
予

防
す
る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら

れ
る
た
め
。

行
政
情
報
不
存
在

　
市
で
所
有
し
て
い
る
ワ
ン
セ
グ
機
能

の
付
い
た
携
帯
電
話
及
び
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
の
受
信

契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
た
め
。

1
月

2
5
日

2
0
6

1
1
月

3
0
日

電
子

申
請

下
記

建
物

の
最

新
の

消
防

点
検

報
告

書
写

し
請

求
前

橋
市

○
○

町
○

○
　

○
○

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
2
月

3
日

部
分

公
開

・
消

防
用

設
備

等
（

特
殊

消
防

用
設

備
等

）
点

検
結

果
報

告
書

・
消

防
用

設
備

等
（

特
殊

消
防

用
設

備
等

）
点

検
結

果
総

括
表

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
消

防
用

設
備

等
点

検
結

果
報

告
書

等
に

記
載

さ
れ

た
点

検
者

、
点

検
実

施
責

任
者

及
び

立
会

者
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。

1
2
月

1
1
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

・
消

防
用

設
備

等
（

特
殊

消
防

用
設

備
等

）
点

検
者

一
覧

表 ・
消

火
器

具
点

検
票

・
消

火
器

一
覧

表
・

自
動

火
災

報
知

設
備

点
検

票 ・
配

線
点

検
票

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
消

防
用

設
備

等
点

検
結

果
報

告
書

等
に

押
印

さ
れ

た
届

出
者

、
点

検
者

及
び

立
会

者
の

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

2
0
7

1
2
月

1
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
1
月

2
0
日

～
1
2
月

1
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
2
月

4
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

2
0
8

1
2
月

1
日

窓
口

　
開

発
許

可
（

平
成

3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
1
月

2
0
日

～
1
2
月

1
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
2
月

4
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

2
0
9

1
2
月

1
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
提

出
し

た
「

処
分

等
の

求
め

」
の

一
連

の
下

記
行

政
資

料
（

令
和

2
年

1
1
月

2
0

日
～

1
2
月

1
日

）
（

1
）

法
令

に
定

め
る

必
要

な
調

査
結

果
（

2
）

法
令

に
定

め
る

処
分

及
び

是
正

指
導

結
果

、
所

有
者

か
ら

の
提

出
資

料
等

（
3
）

そ
の

他
関

連
し

た
行

政
資

料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
2
月

9
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
1
0

1
2
月

1
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

付
け

審
査

請
求

に
係

る
行

政
資

料 （
1
）

令
和

2
年

○
月

○
日

付
け

審
査

請
求

の
供

覧
書

類
（

2
）

令
和

2
年

○
月

○
日

付
け

弁
明

書
の

起
案

決
裁

書
類

（
添

付
資

料
を

含
む

。
）

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
2
月

1
5
日

部
分

公
開

行
政

情
報

部
分

公
開

決
定

に
対

す
る

審
査

請
求

に
係

る
弁

明
書

の
作

成
に

つ
い

て
（

伺
）

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
審

査
請

求
人

の
住

所
、

氏
名

及
び

電
話

番
号

、
行

政
情

報
部

分
公

開
決

定
通

知
書

の
宛

名
及

び
車

庫
の

所
在

、
土

地
の

所
在

、
土

地
所

有
者

住
所

及
び

氏
名

並
び

に
通

報
者

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
3
号

該
当

　
法

人
名

、
土

地
所

有
者

の
住

所
及

び
氏

名
、

開
発

主
（

建
築

主
）

住
所

及
び

氏
名

、
調

査
対

象
者

並
び

に
用

途
に

つ
い

て
は

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

法
人

の
競

争
上

若
し

く
は

事
業

運
営

上
の

地
位

に
不

利
益

を
与

え
、

又
は

社
会

的
信

用
が

損
な

わ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
審

査
請

求
人

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
2
月

1
6
日

2
1
1

1
2
月

1
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

付
け

前
橋

市
第

○
号

の
部

分
公

開
決

定
通

知
書

中
「

資
料

の
名

称
」

に
関

連
し

た
行

政
資

料
（

1
）

状
況

写
真

　
黒

塗
り

さ
れ

た
個

別
の

写
真

（
2
）

土
地

・
建

物
全

部
事

項
証

明
書

　
取

得
の

状
況

が
判

明
す

る
メ

モ
及

び
伺

い
決

裁
書

類
（

3
）

調
査

対
象

者
の

名
刺

　
受

領
年

月
日

、
時

刻
、

場
所

、
役

職
等

が
判

明
す

る
メ

モ
等

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
2
月

1
5
日

部
分

公
開

・
土

地
全

部
事

項
証

明
書

・
建

物
全

部
事

項
証

明
書

・
登

記
事

項
証

明
書

申
請

書
・

名
刺

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
土
地
全
部
事
項
証
明
書
の
う
ち
地

番
、
表
題
部
（
土
地
の
表
示
）
不
動
産

番
号
、
所
在
、
地
番
、
権
利
部
（
甲

区
）
所
有
者
住
所
・
氏
名
及
び
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
並
び
に
登
記
事
項
証
明
書
申
請

書
の
う
ち
町
名
及
び
地
番
に
つ
い
て

は
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は

識
別
さ
れ
得
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
状
況
写
真
、
土
地
全
部
事
項
証
明
書

の
う
ち
、
権
利
部
（
甲
区
）
所
有
者
住

所
及
び
氏
名
、
建
物
全
部
事
項
証
明
書

の
う
ち
、
地
番
、
表
題
部
（
主
で
あ
る

建
物
の
表
示
）
不
動
産
番
号
、
所
在
、

家
屋
番
号
、
所
有
者
住
所
、
氏
名
、
権

利
部
（
甲
区
）
所
有
者
住
所
・
氏
名
及

び
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
、
登
記
事
項
証
明
書
申

1
2
月

1
6
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

請
書
の
う
ち
町
名
及
び
地
番
並
び
に
名

刺
の
う
ち
、
ロ
ゴ
マ
ー
ク
、
法
人
の
名

称
、
代
表
取
締
役
氏
名
、
郵
便
番
号
、

法
人
所
在
地
、
電
話
番
号
、
フ
ァ
ッ
ク

ス
番
号
、
携
帯
電
話
番
号
及
び
Ｅ
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
公
開
す
る

こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
の
競
争
上
若
し

く
は
事
業
運
営
上
の
地
位
に
不
利
益
を

与
え
、
又
は
社
会
的
信
頼
が
損
な
わ
れ

る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

行
政
情
報
不
存
在

　
状
況
写
真
中
撮
影
年
月
日
及
び
時
刻

の
記
録
の
表
示
は
存
在
し
て
い
な
い
。

2
1
2

1
2
月

1
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

付
け

審
査

請
求

に
係

る
行

政
資

料 （
1
）

現
在

の
前

橋
市

情
報

公
開

審
査

会
委

員
名

簿
（

会
長

、
副

会
長

、
委

員
別

に
職

業
、

任
期

が
分

か
る

も
の

。
）

（
2
）

令
和

2
年

○
月

○
日

付
け

審
査

会
へ

の
諮

問
に

基
づ

く
審

査
会

開
催

の
伺

い
決

裁
書

類
（

3
）

上
記

（
2
）

の
議

事
録

の
写

し

写
し

の
交

付
個

人
行

政
管

理
課

1
2
月

8
日

部
分

公
開

・
前

橋
市

情
報

公
開

審
査

会
委

員
名

簿
・

情
報

公
開

審
査

会
等

の
委

員
の

選
任

状
況

・
前

橋
市

情
報

公
開

審
査

会
（

第
4
5
回

）
の

開
催

に
つ

い
て

（
伺

）

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
情

報
公

開
審

査
会

開
催

伺
の

添
付

資
料

中
、

審
査

請
求

人
の

住
所

、
氏

名
及

び
電

話
番

号
、

行
政

情
報

部
分

公
開

決
定

通
知

書
の

宛
名

並
び

に
通

報
者

の
郵

便
番

号
、

住
所

、
氏

名
及

び
年

齢
等

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
3
号

該
当

　
情

報
公

開
審

査
会

開
催

伺
の

添
付

資
料

中
、

法
人

の
名

称
、

屋
号

代
表

者
名

及
び

店
舗

形
態

並
び

に
関

連
広

告
等

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
法

人
の

競
争

上
若

し
く

は
事

業
運

営
上

の
地

位
に

不
利

益
を

与
え

、
又

は
社

会
的

信
頼

が
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
情

報
公

開
審

査
会

会
長

及
び

口
座

振
替

申
出

者
の

署
名

並
び

に
審

査
請

求
人

、
法

人
及

び
口

座
振

替
申

出
者

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
行

政
情

報
不

存
在

　
請

求
内

容
（

3
）

の
議

事
録

に
つ

い
て

は
、

現
在

作
成

中
の

た
め

。

1
2
月

9
日

- 69 -



N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
1
3

1
2
月

2
日

窓
口

㈱
○

○
か

ら
任

意
で

提
出

さ
れ

た
土

壌
汚

染
が

除
去

さ
れ

た
旨

が
分

か
る

書
類

写
し

の
交

付
法

人
環

境
森

林
課

1
2
月

7
日

部
分

公
開

措
置

完
了

報
告

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
「

措
置

完
了

報
告

書
」

に
押

印
さ

れ
た

業
者

名
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
2
月

2
1
日

2
1
4

1
2
月

3
日

窓
口

令
和

2
年

1
2
月

2
日

付
け

上
毛

新
聞

掲
載

記
事

（
2
1

面
）

中
の

公
園

職
員

が
不

正
業

務
を

行
っ

た
こ

と
に

伴
い

「
業

務
の

適
正

執
行

を
全

庁
的

に
通

知
。

」
し

た
と

す
る

通
知

文
書

写
し

の
交

付
個

人
職

員
課

1
2
月

7
日

公
開

法
令

の
遵

守
及

び
服

務
規

律
の

確
保

の
徹

底
に

つ
い

て
（

通
知

）
1
2
月

9
日

2
1
5

1
1
月

2
7
日

窓
口

1
　

市
内

の
全

施
設

（
市

庁
舎

、
小

学
校

、
病

院
、

公
民

館
、

等
の

全
て

）
に

お
け

る
テ

レ
ビ

の
台

数
が

分
か

る
文

書
と

テ
レ

ビ
購

入
時

の
購

入
契

約
書

、
若

し
く

は
購

入
日

の
分

か
る

文
書

2
　

1
の

テ
レ

ビ
の

う
ち

Ｎ
Ｈ

Ｋ
と

受
信

契
約

を
し

て
い

る
も

の
が

あ
る

場
合

、
契

約
し

て
い

る
テ

レ
ビ

全
て

の
Ｎ

Ｈ
Ｋ

と
の

放
送

受
信

契
約

の
契

約
書

若
し

く
は

申
込

書
3
　

市
名

義
で

所
有

又
は

契
約

し
て

い
る

ワ
ン

セ
グ

機
能

の
付

い
た

携
帯

電
話

及
び

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

契
約

書
、

若
し

く
は

台
数

・
購

入
（

契
約

）
年

月
日

が
わ

か
る

文
書

4
　

市
が

保
有

す
る

全
公

用
車

の
う

ち
、

ワ
ン

セ
グ

・
フ

ル
セ

グ
機

能
の

付
い

た
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

が
付

い
て

い
る

車
両

の
台

数
及

び
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

の
購

入
日

が
分

か
る

文
書

5
　

3
と

4
に

つ
い

て
、

現
在

Ｎ
Ｈ

Ｋ
と

ワ
ン

セ
グ

・
フ

ル
セ

グ
で

の
受

信
に

つ
い

て
受

信
契

約
が

さ
れ

て
い

る
も

の
が

あ
る

場
合

、
そ

の
全

て
に

お
い

て
の

契
約

書
若

し
く

は
申

込
書

写
し

の
交

付
個

人

教
育

委
員

会
事

務
局

総
務

課

1
月

1
8
日

部
分

公
開

・
備

品
台

帳
・

納
品

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
納

品
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
及

び
代

理
人

の
個

人
印

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
じ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

行
政

情
報

不
存

在
・

テ
レ

ビ
の

台
数

が
分

か
る

文
書

及
び

Ｎ
Ｈ

Ｋ
と

の
放

送
受

信
契

約
の

契
約

書
若

し
く

は
申

込
書

に
つ

い
て

は
、

市
長

部
局

が
一

括
し

て
行

政
情

報
を

管
理

し
て

い
る

た
め

。
・

テ
レ

ビ
購

入
時

の
購

入
契

約
書

若
し

く
は

購
入

日
の

分
か

る
文

書
に

つ
い

て
、

納
品

書
が

存
在

し
な

い
も

の
が

あ
る

た
め

。
・

教
育

委
員

会
で

は
ワ

ン
セ

グ
機

能
の

付
い

た
携

帯
電

話
及

び
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

は
契

約
し

て
い

な
い

た
め

。
・

教
育

委
員

会
で

は
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

を
購

入
し

て
い

な
い

た
め

。

1
月

2
5
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
1
6

1
1
月

2
7
日

窓
口

1
　

市
内

の
全

施
設

（
市

庁
舎

、
小

学
校

、
病

院
、

公
民

館
、

等
の

全
て

）
に

お
け

る
テ

レ
ビ

の
台

数
が

分
か

る
文

書
と

テ
レ

ビ
購

入
時

の
購

入
契

約
書

、
若

し
く

は
購

入
日

の
分

か
る

文
書

2
　

1
の

テ
レ

ビ
の

う
ち

Ｎ
Ｈ

Ｋ
と

受
信

契
約

を
し

て
い

る
も

の
が

あ
る

場
合

、
契

約
し

て
い

る
テ

レ
ビ

全
て

の
Ｎ

Ｈ
Ｋ

と
の

放
送

受
信

契
約

の
契

約
書

若
し

く
は

申
込

書
3
　

市
名

義
で

所
有

又
は

契
約

し
て

い
る

ワ
ン

セ
グ

機
能

の
付

い
た

携
帯

電
話

及
び

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

契
約

書
、

若
し

く
は

台
数

・
購

入
（

契
約

）
年

月
日

が
わ

か
る

文
書

4
　

市
が

保
有

す
る

全
公

用
車

の
う

ち
、

ワ
ン

セ
グ

・
フ

ル
セ

グ
機

能
の

付
い

た
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

が
付

い
て

い
る

車
両

の
台

数
及

び
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

の
購

入
日

が
分

か
る

文
書

5
　

3
と

4
に

つ
い

て
、

現
在

Ｎ
Ｈ

Ｋ
と

ワ
ン

セ
グ

・
フ

ル
セ

グ
で

の
受

信
に

つ
い

て
受

信
契

約
が

さ
れ

て
い

る
も

の
が

あ
る

場
合

、
そ

の
全

て
に

お
い

て
の

契
約

書
若

し
く

は
申

込
書

写
し

の
交

付
個

人
経

営
企

画
課

1
2
月

1
1
日

部
分

公
開

・
納

品
書

・
車

両
台

帳

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
納
品
書
に
押
印
さ
れ
た
法
人
の
代
表

者
印
及
び
代
理
人
の
個
人
印
は
、
印
影

が
偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財

産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
生
じ
る
と

認
め
ら
れ
る
た
め
。

行
政
情
報
不
存
在

・
テ
レ
ビ
の
台
数
が
分
か
る
文
書
及
び

Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
の
放
送
受
信
契
約
の
契
約
書

若
し
く
は
申
込
書
に
つ
い
て
は
、
市
長

部
局
が
一
括
し
て
行
政
情
報
を
管
理
し

て
い
る
た
め
。

・
テ
レ
ビ
購
入
時
の
購
入
契
約
書
若
し

く
は
購
入
日
の
分
か
る
文
書
に
つ
い

て
、
保
存
年
限
の
経
過
に
よ
り
納
品
書

が
存
在
し
な
い
も
の
が
あ
る
た
め
。

・
ワ
ン
セ
グ
機
能
の
付
い
た
携
帯
電
話

及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
契
約
し
て
い

な
い
た
め
。

・
ワ
ン
セ
グ
機
能
の
付
い
た
カ
ー
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
購
入
時
の
購
入
契
約
書
若

し
く
は
購
入
日
の
分
か
る
文
書
に
つ
い

て
、
保
存
年
限
の
経
過
に
よ
り
納
品
書

が
存
在
し
な
い
も
の
が
あ
る
た
め
。

・
携
帯
電
話
及
び
公
用
車
に
つ
い
て
Ｎ

Ｈ
Ｋ
と
の
契
約
書
若
し
く
は
申
込
書
に

つ
い
て
は
、
市
長
部
局
が
一
括
し
て
行

政
情
報
を
管
理
し
て
い
る
た
め
。

1
月

2
5
日

2
1
7

1
1
月

2
7
日

窓
口

1
　

市
内

の
全

施
設

（
市

庁
舎

、
小

学
校

、
病

院
、

公
民

館
、

等
の

全
て

）
に

お
け

る
テ

レ
ビ

の
台

数
が

分
か

る
文

書
と

テ
レ

ビ
購

入
時

の
購

入
契

約
書

、
若

し
く

は
購

入
日

の
分

か
る

文
書

2
　

1
の

テ
レ

ビ
の

う
ち

Ｎ
Ｈ

Ｋ
と

受
信

契
約

を
し

て
い

る
も

の
が

あ
る

場
合

、
契

約
し

て
い

る
テ

レ
ビ

全
て

の
Ｎ

Ｈ
Ｋ

と
の

放
送

受
信

契
約

の
契

約
書

若
し

く
は

申
込

書
3
　

市
名

義
で

所
有

又
は

契
約

し
て

い
る

ワ
ン

セ
グ

機
能

の
付

い
た

携
帯

電
話

及
び

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

契
約

書
、

若
し

く
は

台
数

・
購

入
（

契
約

）
年

月
日

が
わ

か
る

文
書

4
　

市
が

保
有

す
る

全
公

用
車

の
う

ち
、

ワ
ン

セ
グ

・
フ

ル
セ

グ
機

能
の

付
い

た
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

が
付

い
て

い
る

車
両

の
台

数
及

び
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

の
購

入
日

が
分

か
る

文
書

写
し

の
交

付
個

人
消

防
局

総
務

課
1
2
月

1
0
日

部
分

公
開

・
納

品
書

・
指

令
装

置
等

契
約

金
額

内
訳

書
・

自
動

車
検

査
証

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
指
令
装
置
等
の
契
約
金
額
内
訳
書
に

記
載
さ
れ
て
い
る
各
機
器
の
単
価
及
び

合
計
は
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該

法
人
の
競
争
上
の
地
位
に
不
利
益
を
与

え
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
納
品
書
及
び
契
約
金
額
内
訳
書
に
押

印
さ
れ
た
法
人
及
び
法
人
の
代
表
者
印

の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印
影
が
偽
造
等

さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
を
保
護

す
る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
。

行
政
情
報
不
存
在

・
テ
レ
ビ
の
台
数
が
分
か
る
文
書

　
消
防
局
で
作
成
し
て
い
な
い
文
書
の

た
め
（
行
政
管
理
課
で
一
括
公
開
）
。

1
月

2
5
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

5
　

3
と

4
に

つ
い

て
、

現
在

Ｎ
Ｈ

Ｋ
と

ワ
ン

セ
グ

・
フ

ル
セ

グ
で

の
受

信
に

つ
い

て
受

信
契

約
が

さ
れ

て
い

る
も

の
が

あ
る

場
合

、
そ

の
全

て
に

お
い

て
の

契
約

書
若

し
く

は
申

込
書

・
N
H
K
と
の
放
送
受
信
契
約
の
契
約
書

若
し
く
は
申
込
書

　
担
当
課
が
一
括
で
契
約
し
て
お
り
、

消
防
局
で
保
管
し
て
い
な
い
た
め
（
行

政
管
理
課
で
一
括
公
開
）
。

・
N
H
K
と
ワ
ン
セ
グ
・
フ
ル
セ
グ
で
の

受
信
に
つ
い
て
受
信
契
約
が
さ
れ
て
い

る
も
の
が
あ
る
場
合
、
そ
の
全
て
に
お

い
て
の
契
約
書
も
し
く
は
申
込
書

　
担
当
課
が
一
括
で
契
約
し
て
お
り
、

消
防
局
で
保
管
し
て
い
な
い
た
め
（
行

政
管
理
課
で
一
括
公
開
）
。

2
1
8

1
2
月

7
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
2
月

2
日

～
1
2
月

7
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
2
月

2
8
日

部
分

公
開

処
分

等
の

求
め

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
申

出
人

の
郵

便
番

号
、

住
所

、
氏

名
及

び
電

話
番

号
、

土
地

の
所

在
、

航
空

写
真

並
び

に
写

真
番

号
等

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
申

出
人

の
印

影
及

び
法

人
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

行
政

情
報

不
存

在
　

現
地

調
査

報
告

書
、

許
可

・
届

出
の

有
無

を
確

認
し

た
決

裁
書

類
及

び
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
資

料
は

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

1
月

5
日

2
1
9

1
2
月

7
日

窓
口

開
発

許
可

（
平

成
3
0
年

○
月

○
日

第
○

－
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
1
）

令
和

2
年

○
月

○
日

の
現

地
調

査
に

当
た

っ
て

の
実

施
伺

い
及

び
調

査
対

象
者

へ
の

通
知

に
関

す
る

決
裁

文
書

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
2
月

1
8
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
2
0

1
2
月

7
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

付
け

前
建

指
の

裁
決

書
謄

本
送

付
書

に
係

る
次

の
行

政
資

料
（

1
）

裁
決

書
の

起
案

決
裁

文
書

（
2
）

裁
決

に
当

た
っ

て
前

橋
市

顧
問

弁
護

士
へ

の
照

会
伺

い
の

決
裁

文
書

（
3
）

上
記

（
2
）

の
回

答
文

書
（

4
）

裁
決

に
当

た
っ

て
関

係
各

課
と

の
打

ち
合

わ
せ

会
議

の
配

布
資

料
及

び
検

討
結

果
の

ま
と

め
文

書

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
2
月

1
8
日

部
分

公
開

・
行

政
情

報
部

分
公

開
決

定
に

対
す

る
審

査
請

求
の

対
応

に
つ

い
て

（
伺

）

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
審

査
請

求
人

の
住

所
、

氏
名

及
び

電
話

番
号

、
土

地
の

所
在

、
行

政
情

報
部

分
公

開
決

定
通

知
書

の
宛

名
氏

名
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
審

査
請

求
人

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
行

政
情

報
不

存
在

　
顧

問
弁

護
士

へ
の

照
会

伺
い

の
決

裁
文

書
、

回
答

文
書

、
打

ち
合

わ
せ

会
議

の
配

布
資

料
及

び
検

討
結

果
の

ま
と

め
資

料
は

存
在

し
な

い
た

め
。

1
2
月

2
2
日

2
2
1

1
2
月

7
日

窓
口

　
開

発
許

可
（

平
成

3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
2
月

2
日

～
1
2
月

7
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
2
月

1
8
日

部
分

公
開

・
違

反
開

発
行

為
等

調
査

カ
ー

ド
・

違
反

開
発

行
為

等
処

理
経

過

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
土

地
の

所
在

、
土

地
所

有
者

住
所

及
び

氏
名

並
び

に
通

報
者

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
3
号

該
当

　
土

地
所

有
者

の
住

所
及

び
氏

名
、

開
発

主
（

建
築

主
）

住
所

、
氏

名
及

び
用

途
、

調
査

対
象

者
及

び
用

途
並

び
に

状
況

写
真

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
法

人
の

競
争

上
若

し
く

は
事

業
運

営
上

の
地

位
に

不
利

益
を

与
え

、
又

は
社

会
的

信
用

が
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
行

政
情

報
不

存
在

　
是

正
指

導
資

料
、

そ
の

他
関

連
の

資
料

は
存

在
し

て
い

な
い

た
め

。

1
2
月

2
2
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
2
2

1
2
月

4
日

F
A
X

永
明

地
区

　
公

共
下

水
道

工
事

（
国

管
汚

水
第

1
7

号
）

※
土

留
賃

料
計

算

写
し

の
交

付
個

人
下

水
道

整
備

課
1
2
月

1
1
日

公
開

建
込

簡
易

土
留

工
賃

料
算

定
表

1
2
月

1
7
日

2
2
3

1
2
月

4
日

F
A
X

駒
形

第
一

土
地

区
画

整
理

事
業

　
公

共
下

水
道

工
事

（
第

1
0
工

区
）

※
土

留
賃

料
計

算

写
し

の
交

付
個

人
区

画
整

理
課

1
2
月

1
1
日

公
開

建
込

簡
易

土
留

工
賃

料
算

定
表

1
2
月

1
7
日

2
2
4

1
2
月

2
5
日

窓
口

前
橋

市
の

各
市

営
住

宅
に

住
む

居
住

年
数

毎
の

人
数

、
国

籍
別

　
特

に
○

○
市

営
住

宅
写

し
の

交
付

個
人

建
築

住
宅

課
1
月

5
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

書
に

記
載

さ
れ

た
よ

う
な

資
料

は
存

在
し

な
い

た
め

。

2
2
5

1
月

5
日

窓
口

1
　

令
和

2
年

1
1
月

5
日

開
催

の
前

橋
市

情
報

公
開

審
査

会
（

第
4
5
回

）
の

議
事

録
2
　

上
記

に
基

づ
き

作
成

さ
れ

た
答

申
書

写
し

の
交

付
個

人
行

政
管

理
課

1
月

7
日

部
分

公
開

・
情

報
公

開
審

査
会

（
第

4
5

回
）

会
議

議
事

録
・

答
申

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
答
申
に
記
載
さ
れ
た
法
人
の
名
称
及

び
屋
号
に
つ
い
て
は
、
公
開
す
る
こ
と

に
よ
り
当
該
法
人
の
競
争
上
若
し
く
は

事
業
運
営
上
の
地
位
に
不
利
益
を
与

え
、
又
は
社
会
的
信
頼
が
損
な
わ
れ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
4
号
該
当

　
情
報
公
開
審
査
会
（
第
4
5
回
）
会
議

議
事
録
の
う
ち
質
疑
応
答
及
び
審
議
の

部
分
に
つ
い
て
は
、
実
施
機
関
内
部
の

意
思
決
定
過
程
に
お
け
る
情
報
で
あ
っ

て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
将
来
に
お

け
る
実
施
機
関
の
同
種
の
審
議
等
に
不

当
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
、

公
正
又
は
適
正
な
意
思
決
定
に
著
し
い

支
障
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
情
報
公
開
審
査
会
（
第
4
5
回
）
会
議

議
事
録
に
記
載
さ
れ
た
会
長
及
び
委
員

の
署
名
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
模
倣
さ

れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
等
の
保
護

に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た

め
。

1
月

8
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
2
6

1
月

5
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

に
通

報
し

た
一

連
の

下
記

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
2
月

8
日

～
令

和
3
年

1
月

5
日

）
（

1
）

現
地

調
査

報
告

書
（

2
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
建

設
さ

れ
て

い
る

車
庫

に
係

る
建

築
確

認
の

有
無

及
び

建
築

に
関

係
す

る
許

可
・

届
出

の
有

無
を

確
認

し
た

決
裁

書
類

（
3
）

（
2
）

の
書

類
が

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

対
す

る
是

正
指

導
措

置
の

結
果

を
示

す
書

類
（

4
）

所
有

者
か

ら
の

回
答

の
書

類
及

び
そ

の
他

関
連

資
料

全
て

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
月

1
4
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

2
2
7

1
月

5
日

窓
口

　
開

発
許

可
（

平
成

3
0
年

○
月

○
日

第
○

-
○

）
に

係
る

次
の

行
政

資
料

（
令

和
2
年

1
2
月

8
日

～
令

和
3

年
1
月

5
日

）
（

1
）

現
地

調
査

結
果

報
告

書
（

2
）

是
正

指
導

資
料

（
3
）

そ
の

他
関

連
の

資
料

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
月

1
4
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

請
求

内
容

に
係

る
一

連
の

行
政

情
報

に
つ

い
て

は
、

作
成

さ
れ

て
い

な
い

た
め

。

2
2
8

1
月

7
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

介
護

保
険

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
内

で
発

生
し

た
事

故
報

告
書

写
し

の
交

付
個

人
介

護
保

険
課

1
月

8
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

本
市

に
お

い
て

、
当

該
情

報
を

取
得

し
て

い
な

い
た

め
。

2
2
9

1
月

8
日

窓
口

令
和

2
年

（
○

）
第

○
号

損
害

賠
償

請
求

事
件

に
関

し
て

・
○

○
　

被
告

準
備

書
面

（
3
）

（
4
）

（
5
）

・
前

橋
市

　
第

2
、

3
準

備
書

面

写
し

の
交

付
個

人
学

校
教

育
課

1
月

2
0
日

部
分

公
開

・
被

告
準

備
書

面
（

3
）

・
被

告
準

備
書

面
（

4
）

・
被

告
準

備
書

面
（

5
）

・
第

2
準

備
書

面
・

第
3
準

備
書

面

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
各

準
備

書
面

訴
訟

代
理

人
弁

護
士

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
月

2
0
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
3
0

1
月

1
2
日

窓
口

株
式

会
社

○
○

群
馬

県
前

橋
市

○
○

町
○

○
自

動
火

災
報

知
設

備
の

図
面

閲
覧

及
び

写
し

の
交

付

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
月

1
8
日

部
分

公
開

自
動

火
災

報
知

設
備

図

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
図

面
に

押
印

さ
れ

た
一

級
建

築
士

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

1
月

1
9
日

2
3
1

1
月

1
2
日

F
A
X

令
和

2
年

度
入

札
結

果
東

・
元

総
社

地
区

　
グ

リ
ー

ン
ベ

ル
ト

管
理

業
務

（
第

2
0
号

）
金

額
入

り
設

計
書

写
し

の
交

付
法

人
公

園
管

理
事

務
所

1
月

1
5
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
2
月

1
5
日

2
3
2

1
月

1
3
日

窓
口

1
　

ネ
ッ

ト
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
「

前
橋

市
行

政
不

服
審

査
制

度
」

中
の

「
標

準
審

査
期

間
」

を
定

め
て

い
る

根
拠

規
定

又
は

決
裁

文
書

の
写

し
2
　

平
成

2
4
年

○
月

○
日

開
催

の
前

橋
市

情
報

公
開

審
査

会
議

事
録

の
写

し

写
し

の
交

付
個

人
行

政
管

理
課

1
月

1
5
日

部
分

公
開

・
行

政
不

服
審

査
制

度
に

係
る

標
準

審
理

期
間

の
設

定
及

び
審

理
員

候
補

者
名

簿
の

作
成

に
つ

い
て

（
伺

）
・

情
報

公
開

審
査

会
（

第
2
4

回
）

会
議

議
事

録

条
例

第
6
条

第
4
号

該
当

　
情

報
公

開
審

査
会

（
第

2
4
回

）
会

議
議

事
録

の
う

ち
審

議
の

内
容

（
1
ペ

ー
ジ

目
の

一
部

、
2
ペ

ー
ジ

目
か

ら
3
3
ペ

ー
ジ

目
の

全
部

及
び

3
4
ペ

ー
ジ

目
の

一
部

）
に

つ
い

て
は

、
実

施
機

関
内

部
の

意
思

決
定

過
程

に
お

け
る

情
報

で
あ

っ
て

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

将
来

に
お

け
る

実
施

機
関

の
同

種
の

審
議

等
に

不
当

な
影

響
を

与
え

る
お

そ
れ

が
あ

り
、

公
正

又
は

適
正

な
意

思
決

定
に

著
し

い
支

障
が

生
じ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
情

報
公

開
審

査
会

（
第

2
4
回

）
会

議
議

事
録

に
記

載
さ

れ
た

会
長

及
び

委
員

の
署

名
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
を

模
倣

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

等
の

保
護

に
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

1
月

1
8
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
3
3

1
月

1
3
日

F
A
X

水
質

汚
濁

防
止

法
施

行
令

別
表

1
の

1
-
2
の

届
け

出
を

し
て

い
る

・
事

業
所

名
・

住
所

※
畜

産
（

特
に

豚
、

馬
関

係
）

の
事

業
所

写
し

の
交

付
法

人
環

境
森

林
課

1
月

2
2
日

公
開

・
水

質
事

業
所

一
覧

2
月

2
日

2
3
4

1
月

1
5
日

郵
送

2
0
2
0
年

9
月

1
日

か
ら

2
0
2
0
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
付

定
さ

れ
た

住
居

表
示

受
付

簿
該

当
の

住
居

表
示

台
帳

写
し

の
交

付
法

人
市

民
課

1
月

2
5
日

部
分

公
開

・
街

区
符

号
及

び
住

居
番

号
付

定
通

知
整

理
兼

報
告

簿
・

街
区

図
面

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
街

区
符

号
及

び
住

居
番

号
付

定
通

知
整

理
兼

報
告

簿
（

住
居

表
示

受
付

簿
）

に
記

載
さ

れ
た

個
人

の
氏

名
、

住
所

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。

2
月

4
日

2
3
5

1
月

1
3
日

郵
送

令
和

2
年

1
1
月

2
日

付
で

案
内

頂
い

た
火

葬
残

骨
灰

売
却

の
入

札
結

果
に

つ
い

て
・

参
加

業
者

名
及

び
応

札
額

・
落

札
業

者
名

及
び

落
札

金
額

写
し

の
交

付
法

人
市

民
課

1
月

1
9
日

取
下

げ

2
3
6

1
月

1
9
日

窓
口

固
定

資
産

税
路

線
価

に
係

る
評

価
書

（
R
2
）

○
○

町
№

○
○

○
町

○
丁

目
№

○

写
し

の
交

付
法

人
資

産
税

課
1
月

2
7
日

部
分

公
開

鑑
定

評
価

書

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
鑑

定
評

価
書

に
押

印
さ

れ
た

不
動

産
鑑

定
士

及
び

不
動

産
鑑

定
事

務
所

の
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

2
月

1
日

2
3
7

1
月

2
0
日

F
A
X

第
一

種
動

物
取

扱
業

登
録

簿
（

可
能

な
限

り
最

新
の

も
の

）
写

し
の

交
付

個
人

衛
生

検
査

課
1
月

2
7
日

公
開

前
橋

市
第

一
種

動
物

取
扱

業
業

者
一

覧
（

R
3
.
1
.
2
2
現

在
）

2
月

1
2
日

2
3
8

1
月

2
6
日

窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
お

け
る

戸
建

て
ア

パ
ー

ト
の

建
築

確
認

申
請

書
に

添
付

さ
れ

た
平

面
図

の
写

し
の

交
付

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

1
月

2
9
日

取
下

げ
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
3
9

1
月

2
5
日

窓
口

令
和

2
年

○
月

○
日

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
内

で
発

生
し

た
事

故
の

報
告

写
し

の
交

付
個

人
介

護
保

険
課

1
月

2
9
日

部
分

公
開

社
会

福
祉

施
設

等
事

故
報

告
書

（
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
用

）

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
当

該
文

書
に

記
載

さ
れ

た
下

記
1

及
び

2
の

情
報

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
も

の
で

あ
る

た
め

。
1
　

事
故

対
象

者
の

氏
名

、
被

保
険

者
番

号
、

生
年

月
日

、
年

齢
、

性
別

、
住

所
、

介
護

度
、

家
族

の
続

柄
、

心
身

の
状

況
及

び
治

療
の

状
況

（
病

院
名

を
含

む
）

2
　

事
故

対
象

者
に

関
連

す
る

法
人

名
称

、
代

表
者

、
事

業
所

名
、

事
業

所
在

地
、

電
話

番
号

、
Ｆ

Ａ
Ｘ

番
号

、
管

理
者

氏
名

及
び

記
載

者
職

氏
名

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
当

該
文

書
に

押
印

さ
れ

た
法

人
の

代
表

者
印

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

法
人

の
財

産
の

保
護

に
支

障
を

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

2
月

5
日

2
4
0

1
月

2
6
日

窓
口

「
消

防
用

設
備

等
点

検
結

果
報

告
書

一
式

」
（

令
和

元
年

○
月

○
日

の
も

の
）

建
物

住
所

　
前

橋
市

○
○

町
○

○
名

称
　

○
○

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1
月

2
8
日

部
分

公
開

消
防

用
設

備
等

（
特

殊
消

防
用

設
備

等
）

点
検

結
果

報
告

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
消

防
用

設
備

等
点

検
結

果
報

告
書

等
に

記
載

さ
れ

た
点

検
者

、
点

検
実

施
責

任
者

及
び

立
会

者
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。
条

例
第

6
条

第
7
号

該
当

　
消

防
用

設
備

等
点

検
結

果
報

告
書

等
に

押
印

さ
れ

た
届

出
者

、
点

検
者

及
び

立
会

人
の

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

2
月

1
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
4
1

1
月

2
8
日

F
A
X

　
弊

社
の

運
営

す
る

共
同

生
活

援
助

に
つ

い
て

、
指

定
を

受
け

る
際

の
障

害
福

祉
課

の
指

定
担

当
者

様
と

○
○

氏
と

の
手

続
き

内
容

（
行

政
へ

の
来

訪
記

録
や

メ
ー

ル
で

の
や

り
取

り
等

、
そ

の
際

ど
う

い
っ

た
手

続
き

を
行

っ
て

い
た

か
）

写
し

の
交

付
法

人
障

害
福

祉
課

2
月

8
日

公
開

新
規

等
事

業
所

一
覧

（
令

和
元

年
度

）
2
月

2
2
日

2
4
2

2
月

2
日

窓
口

二
中

地
区

（
第

三
）

土
地

区
画

整
理

事
業

の
換

地
図

写
し

の
交

付
法

人
市

街
地

整
備

課
2
月

5
日

非
公

開

条
例

第
6
条

第
4
号

該
当

　
関

係
機

関
と

協
議

中
で

あ
り

、
意

思
決

定
過

程
に

お
け

る
情

報
で

あ
る

こ
と

か
ら

非
公

開
。

2
4
3

2
月

1
6
日

電
子

申
請

物
件

名
○

○
（

現
○

○
）

平
成

2
5
年

○
月

○
日

受
付

の
設

置
届

の
S
P
図

面
写

し
の

交
付

法
人

消
防

局
総

務
課

2
月

1
7
日

公
開

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
図

2
月

1
8
日

2
4
4

2
月

1
6
日

窓
口

平
成

1
9
年

　
社

会
福

祉
法

人
○

○
　

設
立

認
可

申
請

書
写

し
の

交
付

個
人

社
会

福
祉

課
3
月

1
日

非
公

開

行
政

情
報

不
存

在
　

平
成

2
0
年

度
ま

で
群

馬
県

が
保

有
し

て
お

り
、

そ
の

後
の

経
過

が
不

明
で

存
在

し
な

い
た

め
。

2
4
5

2
月

1
7
日

窓
口

2
0
1
9
年

1
0
月

以
降

の
○

○
又

は
○

○
の

産
業

廃
棄

物
の

焼
却

に
関

す
る

、
私

か
ら

の
要

望
事

項
・

改
善

要
請

の
内

容
と

市
の

対
応

状
況

及
び

先
方

の
反

応
に

関
す

る
全

て
の

記
録

。

写
し

の
交

付
個

人
廃

棄
物

対
策

課
3
月

1
日

非
公

開

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
苦
情
申
立
者
の
要
望
事
項
・
改
善
要

請
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
個
人
が
識
別

さ
れ
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。
実
施

機
関
の
事
務
又
は
事
業
に
よ
り
取
得
し

た
行
政
情
報
は
、
対
象
法
人
の
従
業
員

の
特
定
に
繋
が
る
と
認
め
ら
れ
る
た

め
。

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
当
該
要
望
事
項
・
改
善
要
請
に
は
事

実
が
確
認
で
き
な
い
情
報
が
含
ま
れ
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
法
人
の
競
争
上

若
し
く
は
事
業
運
営
上
の
地
位
に
不
利

益
を
与
え
、
又
は
社
会
的
信
用
が
損
な

わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

条
例
第
6
条
第
5
号
該
当

　
苦
情
申
立
事
項
を
開
示
し
た
場
合
、

苦
情
申
立
人
が
安
心
し
て
苦
情
申
出
が

で
き
る
環
境
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
当
該
業
務
の
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
。
本
件
苦
情
申
立
に

お
い
て
、
事
実
を
確
認
で
き
な
い
情
報

に
基
づ
い
て
苦
情
対
象
者
の
評
価
が
貶

め
ら
れ
る
等
、
業
務
の
遂
行
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

た
め
。

　
実
施
機
関
の
対
応
状
況
は
、
請
求
時

点
に
お
い
て
完
了
し
て
い
な
い
事
務
又

は
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
当
該

情
報
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
今
後
の

事
務
又
は
事
業
の
方
向
性
に
影
響
を
与

え
、
ま
た
、
将
来
の
同
種
の
事
務
若
し

く
は
事
業
の
公
正
又
は
適
正
な
執
行
に

著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る

た
め
。

　
情
報
公
開
の
対
象
と
な
る
行
政
情
報

に
は
、
上
記
の
内
容
が
、
連
続
的
に
一

体
不
可
分
の
情
報
と
し
て
混
在
す
る
こ

と
か
ら
、
全
部
非
公
開
と
す
る
。

2
4
6

2
月

1
8
日

窓
口

文
京

町
四

丁
目

地
区

土
地

区
画

整
理

事
業

の
重

ね
図

（
全

街
区

分
）

文
京

町
四

丁
目

地
区

土
地

区
画

整
理

事
業

の
施

行
図

（
区

域
全

体
）

写
し

の
交

付
個

人
区

画
整

理
課

2
月

2
4
日

公
開

・
仮

換
地

重
ね

図
・

文
京

町
四

丁
目

土
地

区
画

整
理

事
業

施
工

図
2
月

2
5
日

2
4
7

2
月

1
7
日

窓
口

本
庁

管
内

　
配

水
管

布
設

工
事

（
耐

震
第

1
号

）
変

更
設

計
書

写
し

の
交

付
法

人
水

道
整

備
課

2
月

2
5
日

公
開

変
更

設
計

書
2
月

2
6
日

2
4
8

3
月

3
日

窓
口

前
橋

市
男

女
共

同
参

画
基

本
計

画
ま

え
ば

し
Ｗ

Ｉ
Ｎ

Ｄ
プ

ラ
ン

　
2
0
0
4

写
し

の
交

付
個

人
生

活
課

3
月

4
日

取
下

げ
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
4
9

3
月

4
日

窓
口

群
馬

県
前

橋
市

○
○

町
○

○
○

○
　

平
面

図
写

し
の

交
付

法
人

消
防

局
総

務
課

3
月

8
日

部
分

公
開

平
面

図

条
例

第
6
条

第
7
号

に
該

当
　

図
面

に
押

印
さ

れ
た

一
級

建
築

士
の

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

印
影

が
偽

造
等

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

3
月

1
2
日

2
5
0

3
月

6
日

F
A
X

令
和

2
年

度
入

札
結

果
　

役
務

令
和

2
年

度
学

校
樹

木
剪

定
業

務
（

元
総

社
小

学
校

ほ
か

2
校

）
の

金
額

入
り

設
計

書

写
し

の
交

付
法

人
教

育
施

設
課

3
月

1
6
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
3
月

2
2
日

2
5
1

3
月

6
日

F
A
X

令
和

2
年

度
入

札
結

果
　

役
務

令
和

2
年

度
学

校
樹

木
剪

定
業

務
（

元
総

社
南

小
学

校
ほ

か
1
校

）
の

金
額

入
り

設
計

書

写
し

の
交

付
法

人
教

育
施

設
課

3
月

1
6
日

公
開

金
額

入
り

設
計

書
3
月

2
2
日

2
5
2

3
月

9
日

電
子

申
請

　
前

橋
市

消
防

局
管

轄
区

域
内

に
お

け
る

、
統

括
防

火
管

理
者

選
任

義
務

対
象

物
の

う
ち

、
選

任
の

届
が

さ
れ

て
い

な
い

防
火

対
象

物
の

建
物

名
称

お
よ

び
所

在
地

の
デ

ー
タ

を
取

り
ま

と
め

た
一

覧
表

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
3
月

1
6
日

公
開

統
括

防
火

管
理

者
選

任
届

な
し

建
物

一
覧

3
月

1
8
日

2
5
3

3
月

1
5
日

窓
口

　
検

便
、

食
品

検
査

、
水

質
検

査
に

係
る

業
務

委
託

契
約

書
、

平
成

2
8
年

～
令

和
2
年

度
の

も
の

（
分

か
る

範
囲

の
も

の
）

写
し

の
交

付
法

人
保

健
総

務
課

3
月

1
9
日

部
分

公
開

業
務

委
託

請
書

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
業
務
委
託
請
書
に
押
印
さ
れ
た
法
人

の
代
表
者
（
業
務
を
営
む
個
人
の
）
印

の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印
影
が
偽
造
等

さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
を
保
護

す
る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
。

4
月

2
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
5
4

3
月

1
5
日

窓
口

　
検

便
、

食
品

検
査

、
水

質
検

査
に

係
る

業
務

委
託

契
約

書
、

平
成

2
8
年

～
令

和
2
年

度
の

も
の

（
分

か
る

範
囲

の
も

の
）

写
し

の
交

付
法

人
経

営
企

画
課

3
月

2
6
日

部
分

公
開

業
務

委
託

契
約

書

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
契
約
書
に
押
印
さ
れ
た
法
人
の
代
表

者
印
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印
影
が
偽

造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
を

保
護
す
る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め

ら
れ
る
た
め
。

4
月

2
日

2
5
5

3
月

1
5
日

窓
口

　
検

便
、

食
品

検
査

、
水

質
検

査
に

係
る

業
務

委
託

契
約

書
、

平
成

2
8
年

～
令

和
2
年

度
の

も
の

（
分

か
る

範
囲

の
も

の
）

写
し

の
交

付
法

人
環

境
森

林
課

3
月

3
0
日

部
分

公
開

業
務

委
託

契
約

書

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
各
業
務
契
約
書
に
押
印
さ
れ
た
受
託

者
及
び
そ
の
代
表
者
の
印
影
に
つ
い
て

は
、
印
影
が
偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ

の
者
の
財
産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が

生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

4
月

2
日

2
5
6

3
月

1
5
日

窓
口

　
検

便
、

食
品

検
査

、
水

質
検

査
に

係
る

業
務

委
託

契
約

書
、

平
成

2
8
年

～
令

和
2
年

度
の

も
の

（
分

か
る

範
囲

の
も

の
）

写
し

の
交

付
法

人
清

掃
施

設
課

3
月

2
2
日

部
分

公
開

・
業

務
委

託
契

約
書

・
業

務
委

託
請

書

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
契
約
書
に
押
印
さ
れ
た
法
人
の
代
表

者
印
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印
影
が
偽

造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
を

保
護
す
る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め

ら
れ
る
た
め
。

4
月

2
日

2
5
7

3
月

1
5
日

窓
口

　
検

便
、

食
品

検
査

、
水

質
検

査
に

係
る

業
務

委
託

契
約

書
、

平
成

2
8
年

～
令

和
2
年

度
の

も
の

（
分

か
る

範
囲

の
も

の
）

写
し

の
交

付
法

人
公

営
事

業
課

3
月

1
7
日

部
分

公
開

・
業

務
委

託
契

約
書

・
業

務
委

託
請

書

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
契
約
書
及
び
請
書
に
押
印
さ
れ
た
法

人
及
び
法
人
の
従
業
員
の
印
影
に
つ
い

て
は
、
印
影
が
偽
造
さ
れ
た
場
合
そ
の

者
の
財
産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
生

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

4
月

2
日

2
5
8

3
月

1
5
日

窓
口

　
検

便
、

食
品

検
査

、
水

質
検

検
査

に
係

る
業

務
委

託
契

約
書

、
平

成
2
8
年

～
令

和
2
年

度
の

も
の

（
分

か
る

範
囲

の
も

の
）

、
令

和
3
年

3
月

1
0
日

に
行

わ
れ

た
学

校
給

食
共

同
調

理
場

職
員

等
腸

内
細

菌
検

査
業

務
以

降
に

行
わ

れ
た

検
便

、
食

品
検

査
、

水
質

検
検

査
に

係
る

業
務

委
託

契
約

書

写
し

の
交

付
法

人

教
育

委
員

会
事

務
局

総
務

課

3
月

1
8
日

部
分

公
開

・
学
校
給
食
共
同
調
理
場
職
員
等

腸
内
細
菌
検
査
業
務
　
単
価
契
約

書 ・
学
校
給
食
共
同
調
理
場
等
拭
き

取
り
検
査
業
務
　
単
価
契
約
書

・
学
校
給
食
共
同
調
理
場
学
校
給

食
用
食
品
食
材
検
査
業
務
　
単
価

契
約
書

・
学
校
給
食
用
物
資
残
留
農
薬
検

査
業
務
　
単
価
契
約
書

・
学
校
給
食
共
同
調
理
場
職
員
等

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
検
査
業
務
　
単
価

契
約
書

ほ
か

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
契

約
書

に
押

印
さ

れ
た

法
人

の
代

表
者

印
は

、
印

影
が

偽
造

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

者
の

財
産

を
保

護
す

る
上

で
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

4
月

2
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
5
9

3
月

1
8
日

窓
口

当
社

の
・

指
定

可
燃

物
貯

蔵
取

扱
届

・
消

防
用

設
備

設
置

届
・

防
火

対
象

物
使

用
開

始
届

・
変

電
設

備
設

置
届

・
発

電
設

備
設

置
届

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
3
月

1
9
日

部
分

公
開

・
指

定
可

燃
物

貯
蔵

（
取

扱
い

）
届

出
書

・
消

防
用

設
備

等
（

特
殊

消
防

用
設

備
等

）
設

置
届

出
書

・
防

火
対

象
物

使
用

開
始

届
出

書
・

変
電

設
備

設
置

届
出

書
・

発
電

設
備

設
置

届
出

書

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
次
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
の

氏
名
等
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
個
人
が

識
別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ
得
る
情
報

で
あ
る
た
め
。

1
　
消
防
用
設
備
設
等
（
特
殊
消
防
用

設
備
等
）
設
置
届
出
書

　
消
防
整
備
士
の
住
所
及
び
氏
名

2
　
変
電
設
備
設
置
届
出
書

　
主
任
技
術
者
の
氏
名
、
工
事
施
工
者

の
氏
名

3
　
変
電
設
備
設
置
届
出
書

　
主
任
技
術
者
の
氏
名
及
び
電
話
番

号
、
工
事
施
工
者
の
氏
名

条
例
第
6
条
第
7
号
に
該
当

　
次
の
届
出
書
に
押
印
さ
れ
た
法
人
の

代
表
者
印
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印
影

が
偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財

産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と

認
め
ら
れ
る
た
め
。

1
　
指
定
可
燃
物
貯
蔵
（
取
扱
い
）
届

出
書

2
　
消
防
用
設
備
等
（
特
殊
消
防
用
設

備
等
）
設
置
届
出
書

3
　
防
火
対
象
物
使
用
開
始
届
出
書

4
　
変
電
設
備
設
置
届
出
書

5
　
発
電
設
備
設
置
届
出
書

未
実

施

2
6
0

3
月

2
3
日

メ
ー

ル

　
前

橋
市

（
都

市
計

画
部

建
築

指
導

課
建

築
安

全
係

等
）

か
ら

当
社

に
対

し
、

下
記

不
動

産
に

つ
き

、
下

記
期

間
に

な
さ

れ
た

行
政

指
導

に
関

す
る

情
報

全
て

（
指

導
内

容
、

指
導

内
容

に
関

す
る

書
面

及
び

、
当

該
書

面
を

当
社

に
交

付
し

た
年

月
日

も
含

む
。

）
及

び
、

行
政

指
導

に
対

し
、

当
社

が
提

出
し

た
報

告
書

等
資

料
全

て
不

動
産

：
（

建
物

名
称

）
○

○
（

所
在

地
）

前
橋

市
○

○
町

○
○

、
○

○
、

○
○

（
建

物
用

途
）

事
務

所
及

び
共

同
住

宅
期

間
：

平
成

3
0
年

1
月

～
平

成
3
1
年

2
月

末

写
し

の
交

付
法

人
建

築
指

導
課

4
月

6
日

部
分

公
開

・
建

築
基

準
法

第
1
2
条

第
5
項

の
規

定
に

基
づ

く
報

告
を

求
め

る
こ

と
に

つ
い

て
（

伺
）

・
建

築
基

準
法

第
1
2
条

第
5
項

の
規

定
に

基
づ

く
報

告
に

つ
い

て
（

依
頼

）
・

建
築

関
係

法
令

違
反

通
知

書 ・
報

告
書

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
建
築
基
準
法
第
1
2
条
第
5
項
の
規
定

に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
（
伺
）
及
び
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た

法
人
の
担
当
者
名
に
つ
い
て
は
、
特
定

の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ

得
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
建
築
基
準
法
第
1
2
条
第
5
項
の
規
定

に
基
づ
く
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
（
伺
）
、
建
築
基
準
法
第
1
2
条
第
5

項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
に
つ
い
て

（
依
頼
）
及
び
建
築
関
係
法
令
違
反
通

知
書
に
記
載
さ
れ
た
法
人
の
住
所
、
名

称
及
び
代
表
者
名
に
つ
い
て
は
、
公
開

す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
の
競
争
上

若
し
く
は
事
業
運
営
上
の
地
位
に
不
利

4
月

1
4
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

益
を
与
え
、
又
は
社
会
的
信
用
が
損
な

わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

行
政
情
報
不
存
在

　
指
導
を
受
け
た
業
者
が
提
出
し
た
報

告
書
等
資
料
は
、
指
定
期
間
に
お
い
て

資
料
の
提
出
が
な
い
た
め
。

2
6
1

3
月

2
4
日

窓
口

・
前

橋
市

固
定

資
産

税
等

過
誤

納
金

返
還

金
支

払
要

綱
・

前
橋

市
固

定
資

産
税

等
過

誤
納

金
返

還
金

に
関

す
る

事
務

取
扱

要
領

（
様

式
は

除
く

）

写
し

の
交

付
法

人
資

産
税

課
3
月

2
5
日

公
開

・
前

橋
市

固
定

資
産

税
等

過
誤

納
金

返
還

金
支

払
要

綱
・

前
橋

市
固

定
資

産
税

等
過

誤
納

金
返

還
金

に
関

す
る

事
務

取
扱

要
領

4
月

2
0
日

2
6
2

3
月

2
6
日

電
子

申
請

　
ア

ー
ツ

前
橋

作
品

紛
失

調
査

委
員

会
に

よ
る

調
査

報
告

書
（

2
0
2
1
年

3
月

）
に

お
け

る
「

3
　

著
作

権
者

等
へ

の
報

告
の

遅
れ

の
原

因
に

つ
い

て
（

1
）

著
作

権
者

等
へ

の
事

実
を

伝
え

る
こ

と
を

避
け

る
か

、
遅

ら
せ

る
こ

と
を

検
討

し
て

い
た

」
こ

と
の

根
拠

写
し

の
交

付
個

人
文

化
国

際
課

4
月

3
0
日

部
分

公
開

・
ア
ー
ツ
前
橋
作
品
紛
失
調
査
委

員
会
設
置
起
案

・
ア
ー
ツ
前
橋
作
品
紛
失
調
査
委

員
会
開
催
伺
い
及
び
会
議
結
果

（
第
1
回
～
第
3
回
）

・
調
査
報
告
書
（
R
3
.
3
.
2
4
記
者

レ
ク
チ
ャ
ー
）

・
ア
ー
ツ
前
橋
作
品
紛
失
調
査
委

員
会
へ
の
書
類
提
出
伺
い

・
現
副
館
長
の
事
案
に
対
す
る
見

解 ・
前
橋
市
収
蔵
美
術
品
専
門
委
員

会
開
催
伺
い
及
び
開
催
結
果

・
【
書
起
こ
し
】
2
0
2
0
.
0
2
.
0
3

ア
ー
ツ
前
橋
借
用
作
品
紛
失
に
係

る
副
館
長
及
び
調
査
担
当
学
芸
員

の
会
話
録

・
旧
二
中
○
○
作
品
寄
託
の
経
緯

20
2
0
.
2
.
1
2
版
及
び
2
0
2
0
.
2
.
2
1
修

正
版

・
○
○
作
品
ご
遺
族
と
の
関
係
等

（
調
査
学
芸
員
作
成
資
料
）

20
2
0
.
3
.
1
7

・
作
品
リ
ス
ト
2
0
2
0
.
3
.
1
7
更
新

・
【
要
点
メ
モ
】
2
0
2
0
.
3
.
1
3
文

化
国
際
課
長
（
当
時
）
と
○
○
館

長
面
談
録

・
旧
二
中
保
管
の
寄
託
資
料
紛
失

に
つ
い
て
（
作
品
分
別
作
業
実
施

学
芸
員
作
成
資
料
）

・
作
品
寄
贈
に
係
る
書
類
提
出
の

お
願
い
伺
い
（
抜
粋
）

ほ
か

条
例

第
6条

第
2号

該
当

　
ア

ー
ツ

前
橋

作
品

紛
失

調
査

委
員

会
等

に
係

る
外

部
委

員
氏

名
、

作
家

氏
名

、
作

品
名

等
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
又

は
さ

れ
得

る
情

報
で

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
個

人
の

権
利

利
益

を
害

す
る

恐
れ

が
あ

る
た

め
。

条
例

第
6条

第
3号

該
当

　
事

故
報

告
書

中
の

記
載

内
容

の
一

部
は

、
事

業
を

営
む

法
人

の
競

争
上

の
地

位
そ

の
他

正
当

な
利

益
を

害
す

る
恐

れ
が

あ
る

た
め

。
条

例
第

6条
第

4号
該

当
　

調
査

委
員

会
会

議
録

の
全

て
、

ア
ー

ツ
前

橋
作

品
紛

失
時

系
列

表
の

一
部

は
実

施
機

関
内

部
に

お
け

る
調

査
過

程
の

情
報

で
あ

り
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
市

民
に

不
正

確
な

理
解

や
誤

解
を

与
え

る
恐

れ
が

あ
る

た
め

。
条

例
6条

第
5号

該
当

　
起

案
、

打
合

せ
記

録
、

会
議

録
、

相
談

資
料

の
一

部
の

内
容

は
、

著
作

権
者

よ
り

非
公

開
の

依
頼

の
あ

っ
た

内
容

で
あ

り
、

公
開

に
よ

っ
て

今
後

の
遺

族
と

の
交

渉
の

目
的

そ
の

も
の

を
毀

損
す

る
恐

れ
が

あ
る

た
め

。
条

例
第

6条
第

7号
該

当
　

事
故

報
告

書
中

、
承

諾
書

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
公

開
し

た
場

合
、

当
該

個
人

の
財

産
等

の
保

護
に

支
障

が
生

じ
る

た
め

。
条

例
第

6条
第

8号
該

当
　

ヒ
ア

リ
ン

グ
調

書
は

、
実

施
機

関
の

依
頼

に
基

づ
い

て
任

意
に

提
供

さ
れ

た
情

報
で

あ
っ

て
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
個

人
と

の
信

頼
関

係
が

著
し

く
損

な
わ

れ
る

た
め

。

5
月

1
1
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
6
3

3
月

2
6
日

窓
口

D
V
D
破

損
に

対
す

る
私

の
お

願
い

に
対

す
る

図
書

館
の

対
応

に
関

す
る

図
書

館
の

決
裁

の
文

書
の

全
て

写
し

の
交

付
個

人
図

書
館

3
月

3
1
日

取
下

げ

2
6
4

3
月

2
6
日

窓
口

　
ア

ー
ツ

前
橋

作
品

紛
失

調
査

委
員

会
に

よ
る

調
査

報
告

書
作

成
に

あ
た

り
集

め
ら

れ
た

資
料

や
メ

ー
ル

な
ど

の
分

析
、

関
係

者
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

な
ど

の
1
次

資
料

写
し

の
交

付
個

人
文

化
国

際
課

4
月

3
0
日

部
分

公
開

・
ア

ー
ツ

前
橋

作
品

紛
失

調
査

委
員

会
会

議
報

告
書

（
第

1
回

～
第

3
回

）
・

調
査

報
告

書
・

前
橋

市
収

蔵
美

術
品

専
門

委
員

会
開

催
結

果
・

【
書

起
こ

し
】

副
館

長
及

び
調

査
担

当
学

芸
員

会
話

録
・

副
館

長
（

当
時

）
と

担
当

学
芸

員
メ

ー
ル

・
調

査
担

当
学

芸
員

と
著

作
権

者
通

話
録

・
文

化
国

際
課

長
と

館
長

面
談

録
・

作
品

紛
失

事
故

に
係

る
関

係
者

ヒ
ア

リ
ン

グ
調

書
・

事
故

報
告

書
・

文
化

ス
ポ

ー
ツ

観
光

部
長

・
文

化
国

際
課

長
、

館
長

、
副

館
長

に
よ

る
作

品
紛

失
に

係
る

打
ち

合
せ

記
録

・
担

当
学

芸
員

と
遺

族
と

の
メ

ー
ル

（
抜

粋
）

・
副

館
長

と
遺

族
と

の
メ

ー
ル

（
抜

粋
）

・
著

作
権

者
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
回

答
書

・
現

副
館

長
の

事
案

に
対

す
る

見
解

ほ
か

条
例

第
6条

第
2号

該
当

　
ア

ー
ツ

前
橋

作
品

紛
失

調
査

委
員

会
等

に
係

る
外

部
委

員
氏

名
、

作
家

氏
名

、
作

品
名

等
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
又

は
さ

れ
得

る
情

報
で

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
個

人
の

権
利

利
益

を
害

す
る

恐
れ

が
あ

る
た

め
。

条
例

第
6条

第
3号

該
当

　
事

故
報

告
書

中
の

記
載

内
容

の
一

部
は

、
事

業
を

営
む

法
人

の
競

争
上

の
地

位
そ

の
他

正
当

な
利

益
を

害
す

る
恐

れ
が

あ
る

た
め

。
条

例
第

6条
第

4号
該

当
　

調
査

委
員

会
会

議
録

の
全

て
、

ア
ー

ツ
前

橋
作

品
紛

失
時

系
列

表
の

一
部

は
実

施
機

関
内

部
に

お
け

る
調

査
過

程
の

情
報

で
あ

り
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
市

民
に

不
正

確
な

理
解

や
誤

解
を

与
え

る
恐

れ
が

あ
る

た
め

。
条

例
6条

第
5号

該
当

　
起

案
、

打
合

せ
記

録
、

会
議

録
、

相
談

資
料

の
一

部
の

内
容

は
、

著
作

権
者

よ
り

非
公

開
の

依
頼

の
あ

っ
た

内
容

で
あ

り
、

公
開

に
よ

っ
て

今
後

の
遺

族
と

の
交

渉
の

目
的

そ
の

も
の

を
毀

損
す

る
恐

れ
が

あ
る

た
め

。
条

例
第

6条
第

7号
該

当
　

事
故

報
告

書
中

、
承

諾
書

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
公

開
し

た
場

合
、

当
該

個
人

の
財

産
等

の
保

護
に

支
障

が
生

じ
る

た
め

。
条

例
第

6条
第

8号
該

当
　

ヒ
ア

リ
ン

グ
調

書
は

、
実

施
機

関
の

依
頼

に
基

づ
い

て
任

意
に

提
供

さ
れ

た
情

報
で

あ
っ

て
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
個

人
と

の
信

頼
関

係
が

著
し

く
損

な
わ

れ
る

た
め

。

5
月

1
1
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
6
5

3
月

2
9
日

窓
口

建
築

主
等

住
所

氏
名

：
前

橋
市

○
○

町
○

○
○

○
株

式
会

社
代

表
取

締
役

　
○

○
に

て
申

請
の

制
限

建
築

物
調

書
（

平
成

1
6
年

○
月

申
請

）
の

全
て

の
も

の

写
し

の
交

付
法

人
建

築
指

導
課

4
月

1
2
日

部
分

公
開

・
制

限
建

築
物

調
書

・
経

過
報

告
書

・
確

認
通

知
書

（
建

築
物

）
・

確
認

申
請

書
（

建
築

物
）

・
確

認
済

証
・

配
置

図
・

平
面

図

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
確
認
通
知
書
（
建
築
物
）
に
記
載
さ

れ
た
個
人
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
特
定

の
個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ

得
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
制
限
建
築
物
調
書
、
経
過
報
告
書
、

確
認
通
知
書
（
建
築
物
）
、
確
認
申
請

書
（
建
築
物
）
、
配
置
図
及
び
平
面
図

に
押
印
さ
れ
た
建
築
主
等
の
印
影
並
び

に
建
物
の
平
面
図
に
つ
い
て
は
、
公
開

す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
申
請
者
が
犯

罪
の
被
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
た

め
。

4
月

1
3
日

2
6
6

3
月

3
0
日

窓
口

　
平

成
2
8
（

2
0
1
6
）

年
度

か
ら

平
成

3
1
（

2
0
1
9
）

年
度

に
か

け
て

実
施

さ
れ

た
「

上
泉

信
綱

を
活

用
し

た
歴

史
空

間
の

創
生

事
業

」
に

関
す

る
次

の
こ

と
が

分
か

る
情

報
・

2
0
1
7
年

3
月

3
日

午
後

7
時

か
ら

B
S
朝

日
で

放
送

さ
れ

た
上

泉
信

綱
を

描
い

た
特

別
ド

ラ
マ

「
新

陰
流

上
泉

伊
勢

守
信

綱
」

の
制

作
の

た
め

に
2
0
1
6
年

8
月

に
設

立
さ

れ
た

「
剣

聖
上

泉
伊

勢
野

守
信

綱
物

語
番

組
制

作
実

行
委

員
会

」
の

組
織

（
代

表
者

名
、

参
加

団
体

の
法

人
名

・
個

人
名

、
組

織
表

、
定

款
、

会
則

な
ど

を
含

む
）

・
上

記
実

行
委

員
会

に
対

し
て

前
橋

市
が

支
出

し
た

負
担

金
等

（
年

度
毎

の
番

組
制

作
費

・
放

映
料

・
広

告
活

動
費

用
、

新
企

画
取

組
み

事
業

費
用

等
そ

れ
ぞ

れ
の

費
目

ご
と

の
支

出
額

を
含

む
）

・
上

泉
伊

勢
野

守
顕

彰
会

の
組

織
（

代
表

者
名

、
会

員
リ

ス
ト

、
組

織
表

、
定

款
、

会
則

な
ど

を
含

む
）

・
本

件
事

業
に

関
し

て
支

出
し

た
公

金
に

関
し

て
、

こ
れ

ま
で

に
前

橋
市

が
支

出
先

か
ら

受
領

し
た

領
収

書
、

活
動

計
画

書
、

活
動

報
告

書
な

ど
の

文
書

類

写
し

の
交

付
法

人
文

化
国

際
課

4
月

1
3
日

部
分

公
開

・
剣

聖
上

泉
伊

勢
守

信
綱

番
組

制
作

実
行

委
員

会
発

起
人

及
び

委
員

名
簿

・
剣

聖
上

泉
伊

勢
守

信
綱

番
組

制
作

実
行

委
員

会
会

則
・

負
担

金
交

付
申

請
書

・
映

像
作

品
製

作
業

務
委

託
契

約
書

・
剣

聖
上

泉
伊

勢
守

信
綱

番
組

制
作

実
行

委
員

会
の

負
担

金
に

関
す

る
協

定
書

・
予

算
整

理
簿

・
流

祖
祭

費
用

負
担

に
関

す
る

協
定

書
・

各
種

振
込

金
受

取
書

、
請

求
書

、
領

収
書

・
第

1
回

新
陰

流
流

祖
祭

実
施

報
告

書
・

第
2
回

新
陰

流
流

祖
祭

実
施

報
告

書

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
発

起
人

氏
名

及
び

役
職

等
、

個
人

名
及

び
住

所
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
法

人
の

代
表

者
印

印
影

、
振

込
先

銀
行

名
及

び
口

座
番

号
、

領
収

書
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

法
人

等
の

財
産

保
護

や
犯

罪
の

予
防

に
支

障
が

生
じ

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

4
月

1
6
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

2
6
7

欠
番

2
6
8

3
月

3
0
日

窓
口

・
本

事
業

と
一

緒
に

実
施

さ
れ

た
「

朔
太

郎
を

活
用

し
た

に
ぎ

わ
い

創
出

事
業

」
「

広
瀬

川
魅

力
創

造
に

よ
る

ま
ち

な
か

回
遊

促
進

事
業

」
の

計
3
事

業
に

対
し

て
、

平
成

2
8
～

3
1
年

度
に

か
け

て
そ

れ
ぞ

れ
の

年
度

・
事

業
毎

に
投

入
さ

れ
た

ふ
る

さ
と

納
税

金
額

、
お

よ
び

そ
の

期
間

中
に

当
該

事
業

限
定

付
き

で
寄

せ
ら

れ
た

ふ
る

さ
と

納
税

額
・

本
件

事
業

に
関

し
て

支
出

し
た

公
金

に
関

し
て

、
こ

れ
ま

で
に

前
橋

市
が

支
出

先
か

ら
受

領
し

た
領

収
書

、
活

動
計

画
書

、
活

動
報

告
書

な
ど

の
文

書
類

写
し

の
交

付
法

人
未

来
の

芽
創

造
課

4
月

1
3
日

部
分

公
開

・
平

成
2
8
年

度
分

の
寄

附
金

の
受

入
に

つ
い

て
（

伺
）

・
剣

聖
・

上
泉

伊
勢

守
を

通
じ

た
本

市
の

歴
史

文
化

振
興

事
業

・
観

光
P
R
な

ど
寄

付
者

一
覧

・
ふ

る
さ

と
前

橋
応

援
基

金
事

業
別

内
訳

書
・

決
算

の
大

要

条
例

第
6
条

第
2
号

該
当

　
氏

名
及

び
ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ｽ
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

個
人

が
識

別
さ

れ
、

又
は

識
別

さ
れ

得
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
7
号

該
当

　
代

表
者

印
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
人

の
生

命
、

身
体

、
健

康
、

財
産

等
の

保
護

、
犯

罪
の

予
防

そ
の

他
公

共
の

安
全

と
秩

序
の

維
持

に
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

条
例

第
6
条

第
8
号

該
当

　
寄

付
者

一
覧

中
、

公
表

を
承

認
し

て
い

な
い

[
そ

の
他

]
応

援
メ

ッ
セ

ー
ジ

及
び

氏
名

に
つ

い
て

は
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
個

人
と

の
協

力
関

係
又

は
信

頼
関

係
を

著
し

く
損

な
わ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

4
月

1
6
日

2
6
9

3
月

3
1
日

電
子

申
請

「
ア

ー
ツ

前
橋

作
品

紛
失

調
査

委
員

会
」

の
報

告
書

に
関

わ
る

一
切

の
文

書
写

し
の

交
付

個
人

文
化

国
際

課
4
月

3
0
日

部
分

公
開

・
ア
ー
ツ
前
橋
作
品
紛
失
調
査
委

員
会
設
置
起
案

・
紛
失
調
査
委
員
会
会
議
結
果

（
第
1
回
～
３
回
）

・
調
査
報
告
書
（
R
3
.
3
.
2
4
）

・
前
橋
市
収
蔵
美
術
品
専
門
委
員

会
開
催
結
果

・
【
書
起
こ
し
】
借
用
作
品
紛
失

に
係
る
副
館
長
及
び
調
査
担
当
学

芸
員
の
会
話
録

・
【
要
点
メ
モ
】
2
0
2
0
.
3
.
1
3
文

化
国
際
課
長
（
当
時
）
と
○
○
館

長
面
談
録

・
【
書
起
こ
し
】
2
0
2
0
.
3
.
2
0
調

査
担
当
学
芸
員
と
著
作
権
者
と
の

通
話
録

・
○
○
作
品
紛
失
事
故
に
係
る
関

係
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
書

条
例
第
6
条
第
2
号
該
当

　
ア
ー
ツ
前
橋
作
品
紛
失
調
査
委
員
会

等
に
係
る
外
部
委
員
氏
名
、
作
家
氏

名
、
作
品
名
等
に
つ
い
て
は
、
特
定
の

個
人
が
識
別
さ
れ
又
は
さ
れ
得
る
情
報

で
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
個
人
の
権
利

利
益
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
3
号
該
当

　
事
故
報
告
書
中
の
記
載
内
容
の
一
部

は
、
事
業
を
営
む
法
人
の
競
争
上
の
地

位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
恐
れ

が
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
4
号
該
当

　
調
査
委
員
会
会
議
録
の
全
て
、
ア
ー

ツ
前
橋
作
品
紛
失
時
系
列
表
の
一
部
は

実
施
機
関
内
部
に
お
け
る
調
査
過
程
の

情
報
で
あ
り
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り

市
民
に
不
正
確
な
理
解
や
誤
解
を
与
え

る
恐
れ
が
あ
る
た
め
。

5
月

1
1
日
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N
o
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

請
求

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
公

 
開

 
の

決
 
定

 
日

決
定

区
分

公
開

し
た

行
政

情
報

の
件

名
非

公
開

の
理

由
公

 
開

 
の

実
 
施

 
日

・
【
要
点
メ
モ
】
2
0
2
0
.
0
5
.
1
2
文

化
国
際
課
長
、
館
長
、
副
館
長
に

よ
る
作
品
紛
失
事
案
に
係
る
打
ち

合
せ

・
事
故
報
告
書
（
ア
ー
ツ
前
橋
借

用
作
品
（
○
○
作
品
）
紛
失
事

故
）

ほ
か

条
例
6
条
第
5
号
該
当

　
起
案
、
打
合
せ
記
録
、
会
議
録
、
相

談
資
料
の
一
部
の
内
容
は
、
著
作
権
者

よ
り
非
公
開
の
依
頼
の
あ
っ
た
内
容
で

あ
り
、
公
開
に
よ
っ
て
今
後
の
遺
族
と

の
交
渉
の
目
的
そ
の
も
の
を
毀
損
す
る

恐
れ
が
あ
る
た
め
。

条
例
第
6
条
第
7
号
該
当

　
事
故
報
告
書
中
、
承
諾
書
の
印
影
に

つ
い
て
は
、
公
開
し
た
場
合
、
当
該
個

人
の
財
産
等
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る

た
め
。

条
例
第
6
条
第
8
号
該
当

　
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
書
は
、
実
施
機
関
の

依
頼
に
基
づ
い
て
任
意
に
提
供
さ
れ
た

情
報
で
あ
っ
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ

り
個
人
と
の
信
頼
関
係
が
著
し
く
損
な

わ
れ
る
た
め
。

2
7
0

3
月

2
6
日

窓
口

高
齢

化
が

進
む

○
○

団
地

（
約

4
0
％

）
に

お
け

る
推

移
（

令
和

3
年

3
月

分
も

含
む

）
写

し
の

交
付

個
人

市
民

課
4
月

9
日

公
開

・
群

馬
県

年
齢

別
人

口
調

査
報

告
書

・
町

別
世

帯
数

・
人

口
・

住
民

基
本

台
帳

記
録

人
口

表 ・
行

政
区

別
人

口
世

帯
数

表

4
月

1
2
日

※
N
o
.
4
1
、

N
o
.
2
6
7
が

欠
番

の
た

め
、

表
の

終
N
o
.
(
N
o
.
2
7
0
)
と

公
開

の
請

求
に

係
る

合
計

件
数

(
2
6
8
件

)
は

、
一

致
し

ま
せ

ん
。
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No
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

申
出

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

申
出

者
区

　
分

所
管

課
公

 開
 の

決
 定

 日
決

定
区

分
公
開
し
た
行
政
情
報
の
件
名

非
公
開
の
理
由

公
 
開
 
の

実
 
施
 
日

1
4月

1日
窓

口

前
橋

市
○

○
町

○
○

　
株

式
会

社
○
○

の
自

動
火

災
報

知
設

備
の

系
統

図
、

各
階

平
面

図
及
び

配
置

図
（

H9
年

○
月

○
日

付
消

防
用

設
備

等
設

置
届
、

E-
12
、

E-
13
）

（
A-

07
）

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
4月

6日
公

開
・
系
統
図

・
平
面
図

・
配
置
図

4
月
8
日

2
4月

2日
窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

　
○

○
株

式
会
社

○
○

自
動

火
災

報
知

設
備

の
平

面
図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
4月

6日
公

開
平
面
図

4
月
7
日

3
4月

8日
窓

口
○

○
自

治
会

の
歴

代
会

長
名

簿
（

初
代

～
平

成
20
年

ま
で

）
写

し
の

交
付

個
人

生
活

課
4月

14
日

部
分

公
開

歴
代
会
長
名
簿

　
自
治
会
長
の
住
所
及
び
連
絡
先
に

つ
い
て
は
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ

れ
、
又
は
識
別
さ
れ
得
る
情
報
で
あ

り
、
か
つ
、
公
表
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
本
人
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報

で
は
な
い
た
め
。

4
月
1
5
日

4
5月

27
日

窓
口

○
○

に
関

す
る

下
記

の
届

出
・

S4
9.

○
.○

受
理

　
特

定
施

設
設

置
届

出
（

使
用

届
）

書
添

付
図

面
一

式
・

S5
9.

○
.○

受
理

　
特

定
施

設
設

置
（

使
用

）
届

出
書

一
式

写
し

の
交

付
法

人
環

境
森

林
課

6月
8日

部
分

公
開

・
特
定
施
設
設
置
届
出
書

・
産
業
廃
棄
物
処
理
証
明
書

・
実
験
廃
水
分
析
報
告
書

・
重
金
属
廃
水
処
理
装
置
、

実
験
廃
液
取
扱
報
告
書

　
特

定
施

設
設

置
届

出
書

、
産

業
廃

棄
物

処
理

証
明

書
、

実
験

廃
水

分
析

報
告

書
及

び
図

面
に

押
印

さ
れ

た
、

事
業

者
及

び
事

業
者

の
従

業
員

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
　

重
金

属
廃

水
処

理
装

置
、

実
験

廃
液

取
扱

報
告

書
及

び
実

験
廃

水
分

析
報

告
書

に
記

載
さ

れ
た

著
者

、
処

理
者

、
分

析
者

及
び

事
業

者
の

従
業

員
の

氏
名

に
つ

い
て

は
、

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。

6
月
8
日

5
6月

4日
郵
送

前
橋

市
南

町
一

丁
目

23
番

7号
前

橋
刑

務
所

内
の

収
容

者
用

食
事

（
食

料
）

の
調

理
施

設
（

炊
場

）
の

前
橋

市
保

健
所

に
対

す
る

各
種

届
出

書
、

許
可
申

請
書

、
認

可
申

請
書

等
の

文
書

及
び

栄
養

士
氏

名
の
判

る
文

書

写
し

の
交

付
個

人
衛

生
検

査
課

6月
16
日

部
分

公
開

給
食
開
始
届

　
給

食
開

始
届

に
押

印
さ

れ
た

管
理

者
の

代
表

者
印

の
印

影
に

つ
い

て
は

、
印

影
が

偽
造

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
者

の
財

産
を

保
護

す
る

上
で

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。
　

給
食

開
始

届
に

記
載

さ
れ

た
刑

務
所

職
員

の
氏

名
及

び
給

食
施

設
の

平
面

図
に

つ
い

て
は

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

、
公

共
の

安
全

と
秩

序
の

維
持

に
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
た

め
。

未
実
施

表
１

０
　

個
別

の
処

理
状

況
（

公
開

の
申

出
）
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No
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

申
出

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

申
出

者
区

　
分

所
管

課
公

 開
 の

決
 定

 日
決

定
区

分
公
開
し
た
行
政
情
報
の
件
名

非
公
開
の
理
由

公
 
開
 
の

実
 
施
 
日

6
6月

15
日

窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

　
○

○
の

建
築
図

面
（

平
面

図
、

立
面

図
、

矩
形

図
、

仕
上

表
、

面
積
表

）
写

し
の

交
付

法
人

消
防

局
総

務
課

6月
17
日

部
分

公
開

・
平
面
図

・
立
面
図

・
矩
形
図

・
仕
上
表

・
面
積
表

　
図
面
に
押
印
さ
れ
た
一
級
建
築
士

の
印
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印
影
が

偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財

産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

6
月
1
8
日

7
8月

19
日

窓
口

施
設

：
危

険
物

一
般

取
扱

所
（

○
○
）

場
所

：
前

橋
市

○
○

町
○

○
設

置
者

：
○

○
昭

和
55

年
○

月
○

日
　

第
○

号
で

設
置

許
可

を
受

け
た

一
般

取
扱

所
の

・
地

下
タ

ン
ク

の
埋

設
図

・
地

下
タ

ン
ク

の
構

造
明

細
・

地
下

タ
ン

ク
の

製
作

図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
8月

25
日

公
開

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
構
造
構

造
設
備
明
細
書

8
月
2
6
日

8
9月

7日
窓
口

群
馬

県
前

橋
市

○
○

町
○

○
○

○
平

成
5年

○
月

○
日

付
（

自
動

火
災

報
知

設
備

）
・

平
面

図
・

設
備

図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
9月

9日
部

分
公

開
・
自
火
報
系
統
図

・
自
火
報
設
備
図

　
図
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
の
職
、

氏
名
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
個
人
が

識
別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ
得
る
情

報
で
あ
る
た
め
。

　
図
面
に
押
印
さ
れ
た
個
人
の
印
影

に
つ
い
て
は
、
印
影
が
偽
造
等
さ
れ

た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
を
保
護
す

る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
。

9
月
1
5
日

9
9月

9日
窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

　
○

○
・

非
常

警
報

設
備

の
平

面
図

・
誘

導
灯

設
備

の
平

面
図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
9月

14
日

公
開

平
面
図

9
月
1
5
日

10
9月

10
日

窓
口

○
○

（
株

）
1 

地
下

タ
ン

ク
貯

蔵
所

地
下

槽
断

面
図

2 
サ

ー
ビ

ス
タ

ン
ク

図
防

油
堤

基
礎
図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
9月

14
日

公
開

・
地
下
槽
断
面
図

・
防
油
堤
基
礎
図

未
実
施
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No
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

申
出

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

申
出

者
区

　
分

所
管

課
公

 開
 の

決
 定

 日
決

定
区

分
公
開
し
た
行
政
情
報
の
件
名

非
公
開
の
理
由

公
 
開
 
の

実
 
施
 
日

11
10

月
12

日
窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

に
係

る
下

記
行
政

資
料

（
昭

和
45

年
1月

1日
～

昭
和

49
年

12
月

31
日

）
（

1）
建

築
確

認
申

請
書

（
2）

確
認

収
受

台
帳

登
載

記
録

写
し

の
交

付
個

人
建

築
指

導
課

10
月

22
日

非
公 開

行
政
情
報
不
存
在

　
（
1
）
に
つ
い
て
は
、
文
書
保
存
期

限
が
経
過
し
廃
棄
し
て
い
る
た
め
。

　
（
2
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
に

関
す
る
確
認
収
受
台
帳
へ
の
登
載
記

録
が
無
か
っ
た
た
め
。

12
10

月
13

日
窓
口

○
○

（
前

橋
市

○
○

町
○

○
）

の
下
記

図
面

①
H5

.○
.○

　
屋

内
消

火
栓

設
置

面
の

図
面

　
配

管
統

計
図

、
消

火
栓

用
受

水
槽
・

機
械

室
断

面
図

、
1F

～
RF

平
面

図
②

H5
.○

.○
　

自
動

火
災

報
知

設
備
設

置
面

の
図

面
　

系
統

図
、

1～
RF

平
面

図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
10
月

20
日

公
開

・
配
管
統
計
図

・
消
火
栓
用
受
水
槽
・
機
械

室
断
面
図

・
平
面
図

・
系
統
図

1
0
月
2
2
日

13
10

月
26

日
窓
口

前
橋

市
消

防
局

　
危

険
物

取
扱

所
設
置

許
可

書
大

渡
自

動
車

学
校

自
家

用
給

油
取

扱
所

・
タ

ン
ク

埋
設

図
・

タ
ン

ク
構

造
図

・
地

下
タ

ン
ク

地
耐

力
計

算
及

び
浮
力

計
算

書

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
10
月

28
日

公
開

・
タ
ン
ク
埋
設
図

・
タ
ン
ク
構
造
図

・
地
下
タ
ン
ク
地
耐
力
計
算

及
び
浮
力
計
算
書

1
0
月
3
0
日

14
10

月
26

日
窓
口

前
橋

市
消

防
局

　
危

険
物

取
扱

所
設
置

許
可

書
前

橋
天

川
自

動
車

教
習

所
自

家
用

給
油

取
扱

所
・

1O
KL

タ
ン

ク
埋

設
図

・
タ

ン
ク

構
造

図
・

地
下

タ
ン

ク
地

耐
力

計
算

及
び

浮
力

計
算

書

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
10
月

28
日

公
開

・
タ
ン
ク
埋
設
図

・
タ
ン
ク
構
造
図

・
地
下
タ
ン
ク
地
耐
力
計
算

及
び
浮
力
計
算
書

1
0
月
3
0
日

15
11

月
10

日
窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

○
○

　
図

面
一

式
写

し
の

交
付

個
人

消
防

局
総

務
課

11
月

16
日

部
分

公
開

・
平
面
図

・
立
面
図

・
断
面
図

・
矩
形
詳
細
図

・
外
部
仕
上
表

・
内
部
仕
上
表

・
採
光
・
換
気
・
排
煙
検
討

図 ・
自
動
火
災
報
知
設
備
系
統

図 ・
照
明
器
見
姿
図

　
図
面
に
押
印
さ
れ
た
一
級
建
築
士

の
印
及
び
個
人
の
印
影
に
つ
い
て

は
、
印
影
が
偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
者
の
財
産
を
保
護
す
る
上
で
支

障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

1
1
月
1
7
日
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No
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

申
出

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

申
出

者
区

　
分

所
管

課
公

 開
 の

決
 定

 日
決

定
区

分
公
開
し
た
行
政
情
報
の
件
名

非
公
開
の
理
由

公
 
開
 
の

実
 
施
 
日

16
11

月
10

日
窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

○
○

　
建

物
各

階
平

面
図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
11
月

16
日

部
分

公
開

平
面
図

　
図
面
に
押
印
さ
れ
た
個
人
の
印
影

に
つ
い
て
は
、
印
影
が
偽
造
等
さ
れ

た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
を
保
護
す

る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
。

1
1
月
1
8
日

17
11

月
30

日
窓
口

対
象

：
株

式
会

社
○

○
（

前
橋

市
○
○

町
○

○
）

自
動

火
災

報
知

設
備

設
備

図
（

系
統

図
、

事
務

棟
1階

及
び

2階
）

理
由

：
消

防
用

設
備

等
機

器
工

事
（
自

動
火

災
報

知
設

備
受

信
機

取
替

）
に

係
る

各
届

出
書
類

に
添

付
す

る
為

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
12
月

4日
公

開
自
動
火
災
報
知
設
備
設
備
図

1
2
月
1
1
日

18
12

月
11

日
FA
X

19
81

年
5月

に
竣

工
さ

れ
た

前
橋

市
役

所
の

基
本

計
画

書
若

し
く

は
基

本
構

想
写

し
の

交
付

個
人

資
産

経
営

課
12
月

18
日

公
開

前
橋
市
新
庁
舎
建
設
設
計
・

基
本
設
計
説
明
書

未
実
施

19
1月

15
日

窓
口

○
○

事
務

所
棟

①
配

置
図

、
案

内
図

②
1階

平
面

図
③

2階
～

4階
平

面
図

④
工

場
棟

　
平

面
図

、
立

面
図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1月

22
日

部
分

公
開

・
配
置
図

・
案
内
図

・
平
面
図

・
立
面
図

　
図
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
の
氏
名

に
つ
い
て
は
、
特
定
の
個
人
が
識
別

さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ
得
る
情
報
で

あ
る
た
め
。

　
図
面
に
押
印
さ
れ
た
一
級
建
築
士

及
び
個
人
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印

影
が
偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者

の
財
産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
生

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

1
月
2
5
日

20
1月

21
日

窓
口

対
象

物
：

株
式

会
社

○
○

群
馬

県
前

橋
市

○
○

町
○

○
株

式
会

社
○

○
（

○
○

株
式

会
社

）
必

要
な

情
報

：
平

面
図

1階
か

ら
3階

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
1月

25
日

部
分

公
開

平
面
図

　
図
面
に
押
印
さ
れ
た
一
級
建
築
士

及
び
個
人
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印

影
が
偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者

の
財
産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
生

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

1
月
2
9
日

21
1月

29
日

窓
口

下
記

建
物

の
消

防
で

保
管

し
て

い
る
査

察
対

象
物

台
帳

に
綴

じ
て

あ
る

連
結

送
水

管
の

消
防
用

設
備

設
置

届
出

書
他

一
式

建
物

名
：

○
○

住
　

所
：

前
橋

市
○

○
町

○
○

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
2月

2日
部

分
公

開

・
消
防
用
設
備
設
置
届
出
書

・
連
結
送
水
管
試
験
結
果
報

告
書

・
連
結
送
水
管
系
統
図

・
平
面
図

　
各
書
類
に
記
載
さ
れ
た
消
防
整
備

士
又
は
試
験
実
施
者
の
住
所
及
び
氏

名
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
個
人
が
識

別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ
得
る
情
報

で
あ
る
た
め
。

　
連
結
送
水
管
試
験
結
果
報
告
書
の

押
印
さ
れ
た
試
験
実
施
者
の
印
の
印

影
に
つ
い
て
は
、
印
影
が
偽
造
等
さ

れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
を
保
護

す
る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら

れ
る
た
め
。

2
月
5
日
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No
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

申
出

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

申
出

者
区

　
分

所
管

課
公

 開
 の

決
 定

 日
決

定
区

分
公
開
し
た
行
政
情
報
の
件
名

非
公
開
の
理
由

公
 
開
 
の

実
 
施
 
日

22
2月

2日
FA

X
前

橋
こ

ど
も

公
園

に
展

示
さ

れ
て

い
る

Ｓ
Ｌ

　
Ｄ

51
91
6

の
前

橋
駅

か
ら

こ
ど

も
公

園
ま

で
の
搬

送
・

搬
入

に
関

す
る

資
料

（
写

真
含

む
）

写
し

の
交

付
個

人
青

少
年

課
2月

8日
部

分
公

開

・
搬
送
・
搬
入
に
係
る
写
真

・
D
5
1
蒸
気
機
関
車
輸
送
経
路

及
び
注
意
事
項

　
輸
送
・
搬
入
に
係
る
写
真
に
写
っ

た
個
人
肖
像
は
、
特
定
の
個
人
が
識

別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ
得
る
情
報

で
あ
る
た
め
。

　
ま
た
、
搬
送
・
搬
入
に
係
る
写
真

及
び
Ｓ
Ｌ
の
輸
送
経
路
を
記
し
た
地

図
の
写
し
以
外
の
公
開
の
申
出
に
係

る
行
政
情
報
に
つ
い
て
は
、
不
在
で

あ
る
た
め
。

3
月
1
5
日

23
2月

5日
窓

口

自
家

用
給

油
取

扱
所

　
昭

和
58

年
○
月

○
日

　
第

○
号

書
類

一
式

危
険

物
取

扱
所

設
置

許
可

証
一

式
設

備
明

細
書

（
給

油
取

扱
所

、
地

下
タ

ン
ク

貯
蔵

所
）

平
面

図
（

油
配

管
図

）
地

下
タ

ン
ク

埋
設

図
タ

ン
ク

検
査

済
証

一
式

（
○

号
、

○
号

）
完

成
検

査
済

証
一

式

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
2月

9日
部

分
公

開

・
危
険
物
取
扱
所
設
置
許
可

申
請
書

・
危
険
物
取
扱
所
設
置
許
可

証 ・
給
油
取
扱
所
構
造
設
備
明

細
書

・
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
構
造

設
備
明
細
書

・
平
面
図

・
立
面
図

・
地
下
タ
ン
ク
埋
設
図

・
完
成
検
査
済
証
一
式

・
地
下
タ
ン
ク
本
体
図

・
危
険
物
取
扱
所
完
成
検
査

申
請
書

・
完
成
検
査
済
証

　
各
申
請
書
に
押
印
さ
れ
た
法
人
の

代
表
者
印
又
は
給
油
取
扱
所
構
造
設

備
明
細
書
及
び
図
面
に
押
印
さ
れ
た

個
人
の
印
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印

影
が
偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者

の
財
産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
生

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

2
月
1
0
日

24
2月

12
日

窓
口

前
橋

市
○

○
町

○
○

○
○

（
株

）
（

旧
○

○
（

株
）

）
・

自
動

火
災

報
知

設
備

　
感

知
器

平
面

図
写

し
の

交
付

法
人

消
防

局
総

務
課

2月
19
日

公
開

自
動
火
災
報
知
設
備
図

2
月
2
2
日

25
2月

16
日

窓
口

（
株

）
○

○
（

前
橋

市
○

○
町

○
○

）
自

動
火

災
報

知
設

備
平

面
図

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
2月

19
日

公
開

・
系
統
図

・
平
面
図

2
月
2
2
日

26
2月

16
日

窓
口

○
○

（
前

橋
市

○
○

町
○

○
）

自
動

火
災

報
知

設
備

平
面

図
写

し
の

交
付

法
人

消
防

局
総

務
課

2月
19
日

公
開

平
面
図

2
月
2
2
日
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No
.

請
求

日
請

求
方

法
公

開
の

申
出

に
係

る
行

政
情

報
の

内
容

公
　

開
方

　
法

申
出

者
区

　
分

所
管

課
公

 開
 の

決
 定

 日
決

定
区

分
公
開
し
た
行
政
情
報
の
件
名

非
公
開
の
理
由

公
 
開
 
の

実
 
施
 
日

27
2月

17
日

窓
口

下
記

物
件

の
資

料
前

橋
市

○
○

町
○

○
○

○
庫

裏
棟

　
自

動
火

災
報

知
設

備
の

各
階

平
面

図
等

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
2月

19
日

部
分

公
開

・
自
動
火
災
報
知
設
備
図

・
平
面
図

・
求
積
図

・
面
積
表

・
建
物
概
要

・
配
置
概
略
図

　
図
面
に
記
載
さ
れ
た
個
人
の
氏
名

に
つ
い
て
は
、
印
影
が
偽
造
等
さ
れ

た
場
合
、
そ
の
者
の
財
産
を
保
護
す

る
上
で
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
。

2
月
2
2
日

28
2月

26
日

窓
口

①
我

社
敷

地
の

、
既

存
不

適
格

が
適
用

さ
れ

て
い

る
土

地
の

詳
細

②
既

存
不

適
格

の
決

定
が

さ
れ

た
タ
イ

ミ
ン

グ
③

既
存

不
適

格
が

適
用

さ
れ

て
い

な
い

土
地

は
、

摘
要

さ
れ

る
こ

と
は

出
来

な
い

の
か

。
以

上
の

3点
が

判
る

資
料

写
し

の
交

付
法

人
建

築
指

導
課

3月
4日

部
分

公
開

・
公
図
写
（
縮
図
)

・
配
置
図

・
取
下
げ
届

　
公
図
写
（
縮
図
）
に
記
載
さ
れ
た

個
人
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
特
定
の

個
人
が
識
別
さ
れ
、
又
は
識
別
さ
れ

得
る
情
報
で
あ
る
た
め
。

　
取
下
げ
届
に
押
印
さ
れ
た
法
人
の

代
表
者
印
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印

影
が
偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者

の
財
産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
生

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

3
月
5
日

29
3月

3日
窓

口
○

○
（

株
）

○
○

の
屋

内
・

外
消

火
栓

配
置

図
の

コ
ピ

ー
前

橋
市

○
○

町
○

○

写
し

の
交

付
法

人
消

防
局

総
務

課
3月

4日
部

分
公

開
・
配
置
図

　
図
面
に
押
印
さ
れ
た
一
級
建
築
士

の
印
の
印
影
に
つ
い
て
は
、
印
影
が

偽
造
等
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
財

産
を
保
護
す
る
上
で
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

3
月
8
日

30
3月

26
日

窓
口

高
齢

化
が

進
む

○
○

団
地

（
約

40
％
）

に
お

け
る

推
移

（
令

和
3年

3月
分

も
含

む
）

写
し

の
交

付
個

人
市

民
課

4月
9日

部
分

公
開

・
町
別
世
帯
数
・
人
口

・
学
校
区
町
別
人
口
世
帯
表

・
行
政
区
別
人
口
世
帯
数
表

・
前
橋
市
年
令
別
男
女
別
人

口
統
計
表

　
昭
和
6
1
年
以
前
の
町
別
6
5
歳
以
上

人
口
、
町
別
年
齢
別
人
口
に
つ
い
て

は
、
当
時
作
成
が
な
か
っ
た
た
め
。

4
月
1
2
日

31
3月

26
日

窓
口

高
齢

化
が

進
む

○
○

団
地

（
約

40
％
）

に
お

け
る

推
移

（
令

和
3年

3月
分

も
含

む
）

写
し

の
交

付
個

人
産

業
政

策
課

4月
6日

公
開

○
○
団
地
に
お
け
る
分
譲
案

内
資
料

4
月
7
日

32
3月

26
日

窓
口

○
○

（
前

橋
市

○
○

町
○

○
）

建
物

平
面

図
（

1～
5F

）
写

し
の

交
付

法
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３ 審査請求の状況 

  令和２年度において、実施機関の決定に対する審査請求は、９件ありました。そ

の概要は、次のとおりです。 

 (1) 前橋市諮問第２７号 

   開発許可に係る行政情報の公開請求について、実施機関がした部分公開決定

（表９のNo.１０４）に対する請求者からの審査請求 

  ア 実施機関・担当部課 

    市長・都市計画部建築指導課 

  イ 情報公開請求内容 

    開発許可（平成３０年○月○日第○－○）に係る次の行政資料（令和２年７

月２８日～７月３０日） 

(ｱ) 現地調査結果報告書 

(ｲ) 是正指導資料 

(ｳ) その他関連の資料 

  ウ 情報公開請求日 

    令和２年７月３０日 

  エ 原処分の決定日、決定内容及び理由 

   (ｱ) 決定日 

     令和２年８月１２日 

   (ｲ) 決定内容 

     部分公開決定 

   (ｳ) 理由 

     ａ条例第６条第２号該当 

      通報者の郵便番号、住所、氏名等については、特定の個人が識別され、

又は識別され得る情報であるため。 

     ｂ条例第６条第３号該当 

      違反者（法人）の名称、屋号、代表者及び店舗形態等については、公開

することにより当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与

え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。 

     ｃ行政情報不存在 

      報告書及び是正指導等に係る行政資料については、作成されていないた

め。 

  オ 審査請求年月日 

    令和２年８月１７日 

  カ 審査庁（諮問庁） 
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    市長 

  キ 前橋市情報公開審査会の審議状況 

   (ｱ) 諮問年月日 

     令和２年９月１５日 

   (ｲ) 弁明書に対する審査請求人からの反論書の提出 

     令和２年９月２８日 

   (ｳ) 答申年月日 

     令和２年１２月３日 

   (ｴ) 答申内容 

     通報文書の別紙として添付された広告については、違反行為の疑いがある

旨の通報の説明文書として提出されたものであり、当該広告が開示されて

違反行為と当該広告が紐づけられることにより、法人に不利益を及ぼす可

能性があると判断できる。 

     違反開発行為等調査カード等については、８月４日に作成されたため、本

件公開請求の対象期間にはカード等は該当しないものと認められる。 

     よって、実施機関が行った行政情報部分公開決定は妥当である。 

  ク 審査請求に対する裁決 

    棄却（令和３年１月６日） 

 (2) 前橋市諮問第２８号 

   退職手当返納処分に係る行政情報の公開請求について、実施機関がした部分公

開決定（表９のNo.８６）に対する請求者からの審査請求 

  ア 実施機関・担当部課 

    市長・総務部職員課 

  イ 情報公開請求内容 

    ２０２０年１月２９日の報道記事によれば、前橋市は同日、部下への強制わ

いせつで有罪確定の元管理職に退職手当全額の返納を命じたとしている。つい

てはこの件に関する次の情報 

(ｱ) 返納を命じたことがわかる一切の情報 

(ｲ) それに対して、元管理職から前橋市に対して対応してきたことがわかる一

切の情報 

(ｳ) 対応しない場合、督促の事実がわかる一切の情報 

  ウ 情報公開請求日 

    令和２年７月１４日 

  エ 原処分の決定日、決定内容及び理由 

   (ｱ) 決定日 
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     令和２年７月２１日 

   (ｲ) 決定内容 

     部分公開決定 

   (ｳ) 理由 

     ａ条例第６条第２号該当 

      イの(ｱ)のうち、退職手当の返納処分に係る起案及びその関連する資料

に記載された退職手当受給者の所属、氏名、代理人氏名及び支給額並びに

当該元職員の生計の状況に関する情報は、個人に関する情報であって、特

定の個人が識別され、若しくは識別され得る情報又は特定の個人は識別で

きないが、公開することによりなお個人の権利利益を害するおそれがある

ため。 

     ｂ条例第６条第７号該当 

      イの(ｱ)のうち、答申書に押印された審査会の会長及び委員の印影につ

いては、印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で支障が生

ずると認められるため。 

     ｃ条例第７条の３該当 

      イの(ｲ)及び(ｳ)については、その情報が存在するか否かを答えるだけ

で、特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため。 

  オ 審査請求年月日 

    令和２年１０月１２日 

  カ 審査庁（諮問庁） 

    市長 

  キ 前橋市情報公開審査会の審議状況 

   (ｱ) 諮問年月日 

     令和２年１０月２９日 

   (ｲ) 弁明書に対する審査請求人からの反論書の提出 

     令和２年１１月１３日 

   (ｳ) 答申年月日 

     令和３年２月４日 

   (ｴ) 答申内容 

     前橋市長による返納命令への本件における元職員の対応に係る情報は、当

該返納命令という不利益処分を受け、元職員が当該不利益処分にどう対応

したかという情報であるから、条例第６条第２号本文に規定する個人情報

として、非公開情報に該当し、本件行政情報の存否を明らかにすることに

よって、プライバシーという保護されるべき正当な利益が失われることに
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なるから、実施機関が行った行政情報部分公開決定は、妥当である。 

  ク 審査請求に対する裁決 

    棄却（令和３年２月２６日） 

 (3) 前橋市諮問第２９号 

   前橋市スポーツ推進審議会委員の公募に関する行政情報の公開請求について、

実施機関がした部分公開決定（表９のNo.５７）に対する請求者からの審査請求 

  ア 実施機関・担当部課 

    市長・文化スポーツ観光部スポーツ課 

  イ 情報公開請求内容 

    令和２年度スポーツ推進審議会委員の公募に関する次の事項について、丁寧

な説明をお願い致します。 

(ｱ) 応募人数と選考された人数 

(ｲ) 選考委員の人数と名前、選考方法と応募者の評価結果 

  ウ 情報公開請求日 

    令和２年６月１５日 

  エ 原処分の決定日、決定内容及び理由 

   (ｱ) 決定日 

     令和２年６月２２日 

   (ｲ) 決定内容 

     部分公開決定 

   (ｳ) 理由 

     ａ条例第６条第２号該当 

次の情報については、個人に関する情報であって、特定の個人が識別

され、又は識別され得るものであるため。 

(a) 前橋市スポーツ推進審議会委員の公募委員の選考結果について

（報告）に記載された、採用となった応募者の住所、生年月日及び

年齢 

(b) 審議会委員応募申込書に記載された、不採用となった応募者の氏

名並びに全ての応募者の生年月日、年齢、住所、電話番号及び職業 

 次の情報については、個人に関する情報であって、特定の個人は識別

できないが、公開することによりなお個人の権利利益を害するおそれが

あるものであるため。 

(a) 公募委員採点集計表又は前橋市スポーツ推進審議会公募委員採点

表に記載された、応募者の採点結果 

(b) 審議会等委員応募申込書に記載された、応募の動機、抱負等 
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  オ 審査請求年月日 

    令和２年９月１７日 

  カ 審査庁（諮問庁） 

    市長 

  キ 前橋市情報公開審査会の審議状況 

   (ｱ) 諮問年月日 

     令和２年１１月２日 

   (ｲ) 弁明書に対する審査請求人からの反論書の提出 

     令和２年１１月１６日 

   (ｳ) 答申年月日 

     令和３年２月４日 

   (ｴ) 答申内容 

     審査請求人は、前橋市スポーツ推進審議会委員の選考が公平、公正に行わ

れたかどうかを検証するためには、本件非公開部分を明示し、第三者機関

で公平、公正に検証する必要がある旨を主張するが、そのような理由によ

り条例第６条第２号又は第５号に規定する非公開情報を公開できる旨の規

定はなく、当審査会は公開請求に対して実施機関が行った公開決定等に係

る審査請求について審査する機関であって、当該委員の選考過程を検証す

るというような権限は有していないため、審査請求人の上記主張は採用す

ることができない。よって、実施機関が行った行政情報部分公開決定は妥

当である。 

  ク 審査請求に対する裁決 

    棄却（令和３年３月２６日） 

 (4) 前橋市諮問第３０号 

   情報公開審査会の議事録及びこれに基づき作成された答申書に係る行政情報の

公開請求について、実施機関がした部分公開決定（表９のNo.２２５）に対する

請求者からの審査請求 

  ア 実施機関・担当部課 

    市長・総務部行政管理課 

  イ 情報公開請求内容 

   (ｱ) 令和２年１１月５日開催の前橋市情報公開審査会（第４５回）の議事録 

   (ｲ) 上記に基づき作成された答申書 

  ウ 情報公開請求日 

    令和３年１月５日 

  エ 原処分の決定日、決定内容及び理由 
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   (ｱ) 決定日 

     令和３年１月７日 

   (ｲ) 決定内容 

     部分公開決定 

   (ｳ) 理由 

     ａ条例第６条第３号該当 

      答申に記載された法人の名称及び屋号については、公開することにより

当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的

信頼が損なわれると認められるため。 

     ｂ条例第６条第４号該当 

      情報公開審査会（第４５回）会議議事録のうち質疑応答及び審議の部分

については、実施機関内部の意思決定過程における情報であって、公開す

ることにより将来における実施機関の同種の審議等に不当な影響を与える

おそれがあり、公正又は適正な意思決定に著しい支障が生じると認められ

るため。 

     ｃ条例第６条第７号該当 

      情報公開審査会（第４５回）会議議事録に記載された会長及び委員の署

名については、これを模倣された場合、その者の財産等の保護に支障が生

ずると認められるため。 

  オ 審査請求年月日 

    令和３年１月１３日 

  カ 審査庁（諮問庁） 

    市長 

  キ 前橋市情報公開審査会の審議状況 

   (ｱ) 諮問年月日 

     令和３年１月２７日 

   (ｲ) 弁明書に対する審査請求人からの反論書の提出 

     令和３年２月２日 

   (ｳ) 答申年月日 

     令和３年４月６日 

   (ｴ) 答申内容 

     本件議事録のうち、各委員の質疑応答や意見交換の内容が相当具体的に記

載されている部分については、処分庁内部における意思決定過程における

情報であることから条例第６条第４号に該当するため、非公開としたこと

は妥当であるが、その他の部分については、これを公開することで処分庁
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の公正又は適正な意思決定が損なわれることはないから、公開することが

妥当である。 

     前橋市情報公開審査会会長から前橋市長への通知については、本件答申と

一体の行政情報であるため公開することが妥当である。 

     よって、実施機関が行った行政情報部分公開決定のうち、行政情報非公開

とした一部の行政情報を公開すべきである。 

  ク 審査請求に対する裁決 

    部分公開決定の取消し（令和３年４月１２日） 

 (5) 前橋市諮問第３１号 

   開発許可に係る行政情報の公開請求について、実施機関がした部分公開決定

（(7)の裁決に基づく部分公開決定）に対する請求者からの審査請求 

  ア 実施機関・担当部課 

    市長・都市計画部建築指導課 

  イ 情報公開請求内容 

    開発許可（平成３０年○月○日第○－○）に係る次の行政資料（令和２年７

月３１日～８月４日） 

(ｱ) 現地調査結果報告書 

(ｲ) 是正指導資料 

(ｳ) その他関連の資料 

  ウ 情報公開請求日 

    令和２年８月４日 

  エ 原処分の決定日、決定内容及び理由 

   (ｱ) 決定日 

     令和２年１１月４日 

   (ｲ) 決定内容 

     部分公開決定 

   (ｳ) 理由 

     ａ条例第６条第２号該当 

      土地全部事項証明書中地番、表題部、不動産番号等については、特定の

個人が識別され、又は識別され得る情報であるため。 

     ｂ条例第６条第３号該当 

      建物全部事項証明書中地番、表題部、不動産番号等については、公開す

ることにより当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与

え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。 

  オ 審査請求年月日 
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    令和３年１月１５日 

  カ 審査庁（諮問庁） 

    市長 

  キ 前橋市情報公開審査会の審議状況 

   (ｱ) 諮問年月日 

     令和３年１月２９日 

   (ｲ) 弁明書に対する審査請求人からの反論書の提出 

     令和３年２月９日 

   (ｳ) 答申年月日 

     令和３年４月６日 

   (ｴ) 答申内容 

     審査請求人は、本件証明書の交付請求に係る起案文書の公開を求めてお

り、当該起案文書自体は本件証明書に関連して作成されたものであるた

め、本件起案文書を本件公開請求に係る行政情報として特定せずに行った

本件先行決定における処分庁の判断は誤りであったといわざるを得ない。

ただし、本件部分公開決定について審査請求ができる範囲は、本件証明書

の一部を非公開とした部分に限られ、本件起案文書についてはその対象と

することができない。よって、処分庁が本件部分公開決定において本件起

案文書を公開しなかったことは結論において妥当である。 

  ク 審査請求に対する裁決 

    棄却（令和３年４月２６日） 

 (6) 前橋市諮問第３２号 

   開発許可に係る行政情報の公開請求について、実施機関がした部分公開決定

（表９のNo.２１８）に対する請求者からの審査請求 

  ア 実施機関・担当部課 

    市長・都市計画部建築指導課 

  イ 情報公開請求内容 

    令和２年○月○日に通報した一連の下記行政資料（令和２年１２月２日～１

２月７日） 

(ｱ) 現地調査報告書 

(ｲ) 前橋市○○町○○に建設されている車庫に係る建築確認の有無及び建築に

関係する許可・届出の有無を確認した決裁書類 

(ｳ) (ｲ)の書類がないことが確認された場合、それに対する是正指導措置の結

果を示す書類 

(ｴ) 所有者からの回答の書類及びその他関連資料全て 
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  ウ 情報公開請求日 

    令和２年１２月７日 

  エ 原処分の決定日、決定内容及び理由 

   (ｱ) 決定日 

     令和２年１２月２８日 

   (ｲ) 決定内容 

     部分公開決定 

   (ｳ) 理由 

     ａ条例第６条第２号該当 

      申出人の郵便番号、住所、氏名及び電話番号、土地の所在、航空写真並

びに写真番号等については、特定の個人が識別され、又は識別され得る情

報であるため。 

     ｂ条例第６条第７号該当 

      申出人の印影及び法人の印影については、印影が偽造等された場合、そ

の者の財産を保護する上で支障が生ずると認められるため。 

     ｃ行政情報不存在 

      現地調査報告書、許可・届出の有無を確認した決裁書類及び是正指導措

置の結果を示す資料は作成されていないため。  

  オ 審査請求年月日 

    令和３年２月５日 

  カ 審査庁（諮問庁） 

    市長 

  キ 前橋市情報公開審査会の審議状況 

   (ｱ) 諮問年月日 

     令和３年３月２６日 

   (ｲ) 弁明書に対する審査請求人からの反論書の提出 

     令和３年３月３１日 

   <審議継続中> 

 (7) 行政情報部分公開決定（令和２年８月１７日付け前橋市第６７号）に対する審

査請求 

  ア 実施機関・担当部課 

    市長・都市計画部建築指導課 

  イ 情報公開請求内容 

    開発許可（平成３０年○月○日第○－○）に係る次の行政資料（令和２年７

月３１日～８月４日） 
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(ｱ) 現地調査結果報告書 

(ｲ) 是正指導資料 

(ｳ) その他関連の資料 

  ウ 情報公開請求日 

    令和２年８月４日 

  エ 原処分の決定日、決定内容及び理由 

   (ｱ) 決定日 

     令和２年８月１７日 

   (ｲ) 決定内容 

     部分公開決定 

   (ｳ) 理由 

     ａ条例第６条第２号該当 

      土地の所在、土地所有者住所及び氏名、通報者郵便番号、住所及び氏名等

については、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報であるため。 

     ｂ条例第６条第３号該当 

      土地所有者の住所及び氏名、開発主（建築主）住所及び氏名、調査対象者

及び用途、状況写真、土地・建物全部事項証明書並びに調査対象者の名刺等

については、公開することにより当該法人の競争上若しくは事業運営上の地

位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。 

     ｃ行政情報不存在 

      是正指導やその他関連する資料については、作成されていないため。  

  オ 審査請求年月日 

    令和２年８月１９日 

  カ 審査請求に対する裁決 

    部分公開決定の取消し（令和２年１０月１３日） 

    ※ 実施機関は、土地・建物全部事項証明書の一部については、条例第６条

各号に規定する非公開情報に該当しないため、本件証明書の全部を非公開

としたことは公開義務に反して違法であると判断し、部分公開決定を取り

消した。 

 (8) 行政情報部分公開決定（令和２年１０月７日付け前橋市第８４号）に対する審

査請求 

  ア 実施機関・担当部課 

    市長・都市計画部建築指導課 

  イ 情報公開請求内容 

令和２年○月○日に通報した一連の下記行政資料（令和２年８月１５日～
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９月２５日） 

(ｱ) 現地調査報告書 

(ｲ) 前橋市○○町○○に建設されている車庫に係る建築確認の有無及び建築に

関係する許可・届出の有無を確認した決裁書類 

(ｳ) (ｲ)の書類がないことが確認された場合、それに対する是正指導措置の結

果を示す書類 

(ｴ) 所有者からの回答の書類及びその他関連資料全て 

  ウ 情報公開請求日 

    令和２年９月２５日 

  エ 原処分の決定日、決定内容及び理由 

   (ｱ) 決定日 

     令和２年１０月７日 

   (ｲ) 決定内容 

     部分公開決定 

   (ｳ) 理由 

     ａ条例第６条第２号該当 

      報告書に記載の現場の地番、報告書に添付された地図及び写真、処分等

の求めの申出人の郵便番号、住所、氏名、電話番号等については、特定の

個人が識別され、又は識別された情報であるため。 

     ｂ条例第６条第３号該当 

      処分等の求めの申出人の印影については、印影が偽造等された場合、そ

の者の財産を保護する上で支障が生ずると認められるため 

     ｃ行政情報不存在 

      決裁書類及び是正指導措置の結果を示す書類等に係る行政書類について

は、作成されていないため。 

  オ 審査請求年月日 

    令和２年１０月１２日 

  カ 審査請求に対する裁決 

    却下（令和２年１２月３日） 

    ※ 本件審査請求の趣旨は、本件行政情報の取消しを求めるというものであ

るところ、本件行政情報の公開により審査請求人の権利若しくは保護され

た利益が侵害され、又は侵害されるおそれはないため、審査請求人には本

件行政情報の公開を取り消すことによって回復すべき法律上の利益は存在

しないから、本件審査請求はその利益を欠く不適法なものであるといわざ

るを得ないと判断し、審査請求を却下した。 
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 (9) 行政情報部分公開決定（令和２年１１月４日付け）に対する審査請求 

  ア 実施機関・担当部課 

    市長・都市計画部建築指導課 

  イ 情報公開請求内容 

    開発許可（平成３０年○月○日第○－○）に係る次の行政資料（令和２年７

月３１日～８月４日） 

(ｱ) 現地調査結果報告書 

(ｲ) 是正指導資料 

(ｳ) その他関連の資料 

  ウ 情報公開請求日 

    令和２年８月４日 

  エ 原処分の決定日、決定内容及び理由 

   (ｱ) 決定日 

     令和２年１１月４日 

   (ｲ) 決定内容 

     部分公開決定 

   (ｳ) 理由 

     ａ条例第６条第２号該当 

      土地全部事項証明書中地番、表題部、不動産番号等については、特定の

個人が識別され、又は識別され得る情報であるため。 

     ｂ条例第６条第３号該当 

      建物全部事項証明書中地番、表題部、不動産番号等については、公開す

ることにより当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与

え、又は社会的信用が損なわれると認められるため。 

  オ 審査請求年月日 

    令和２年１１月９日 

  カ 審査請求に対する裁決 

    却下（令和３年１月６日） 

    ※ 審査請求人は、(7)の裁決に手続上の瑕疵があるとして当該裁決及びこ

れに基づく本件公開決定の取消しを主張しているが、実施機関は、審査請

求に対して審査庁が行う裁決の取消しについては審査請求ができない事項

であって本件審査請求は不適法であると判断し、審査請求を却下した。 

 

４ 情報提供の実施状況 

 (1) 情報提供の件数及び処理状況 

- 106 -



   令和２年度における行政情報の提供の申込の件数は２４２件ありました。 

   また、窓口で受け付けたものが１１６件、郵送によるものが１４件、電子メ

ールによるものが２９件、電子申請システムによるものが１６件、ＦＡＸによ

るものが６７件でした。 

 

    「情報提供」とは、前橋市情報公開条例の手続きによらず、任意で行政情報を公開すること

をいい、令和２年度から保健所が保有する施設の開設許可又は届出に係る台帳情報等の範囲を

拡大するとともに、新たに工事設計書（市が発注する公共工事等の設計書で、金額、数量等が

記載されたもの）を対象に加えました。 

 

 (2) 実施機関・部・課別の実施状況 

   実施機関別の公開の請求の処理件数は、市長が１４６件、公営企業管理者が４

９件、教育委員会が４７件となっています。 

   部別の処理件数では、健康部が６４件、水道局が４９件、教育委員会が４７件

などとなっています。 

   課別の処理件数では、教育施設課が４７件、建築住宅課が３８件、保健総務課

及び衛生検査課が３２件などとなっています。（表１１） 

 

表１１ 実施機関・部・課別の処理件数（情報提供） 
 

実 施 機 関 所    属 件 数 

市 長 健 康 部 

 

保 健 総 務 課 ３２ 

衛 生 検 査 課 ３２ 

小   計 ６４ 

環 境 部 清 掃 施 設 課 ８ 

小 計 ８ 

農 政 部 農 村 整 備 課 ５ 

小   計 ５ 

都 市 計 画 部 建 築 住 宅 課 ３８ 

市 街 地 整 備 課 １ 

区 画 整 理 課 ４ 

小   計 ４３ 

建 設 部 道 路 建 設 課 ６ 

道 路 管 理 課 １１ 

東 部 建 設 事 務 所 １ 
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公 園 緑 地 課 ８ 

小   計 ２６ 

小 計 １４６ 

公 営 企 業 管 理 者 水 道 局 経 営 企 画 課 １ 

水 道 整 備 課 ２７ 

浄 水 課 ３ 

下 水 道 整 備 課 １６ 

下 水 道 施 設 課 ２ 

小 計 ４９ 

教 育 委 員 会 教 育 委 員 会 

事 務 局 

教 育 施 設 課 ４７ 

小 計 ４７ 

合 計 ２４２ 

 

５ 令和２年度の会議の開催状況 

  令和２年度において、情報公開審査会は、４回開催されました。その概要は、次

のとおりです。（表１２） 

表１２ 会議の開催状況 
 

回 数 開  催  日 審 査 会 の 主 な 内 容 

― 令和 2 年 6 月(書面審議) 令和元年度情報公開の実施状況について 

第４５回 令和 2 年 11 月 5 日(木) 審査請求に係る諮問について 

第４６回 令和 2 年 12 月 3 日(木) 審査請求に係る諮問について 

第４７回 令和 3 年 2 月 19 日(金) 審査請求に係る諮問について 
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Ⅱ 個 人 情 報 保 護 制 度 





１ 個人情報保護制度のあらまし 

  個人情報保護制度は、前橋市個人情報保護条例（平成９年前橋市条例第４６号）

に基づいて実施されています。制度の概要は、次のとおりです。 

 (1) 個人情報保護制度の意義 

   この制度は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるととも

に、自己情報の開示等を求める市民の権利を保障することにより、個人の権利利

益の保護を図り、もって基本的人権の擁護と公正で開かれた市政の運営の確保に

資することを目的としています。 

 (2) 個人情報保護制度の概要 

  ア 個人情報の保護 

    実施機関が行う事務の中で個人情報を取り扱う事務について、その取扱いの

開始、変更及び廃止並びに目的外利用（当初収集した目的と異なるものに利用

することをいいます。）及び目的外提供（実施機関が保有する個人情報を国や

県の機関等に提供することをいいます。）について市長に届出をさせることに

より、本当にその事務が個人情報を収集する必要があるか、また必要以上に個

人情報を収集していないか、不要な目的外利用や目的外提供をしていないか等

を確認し、個人の情報を保護していくものです。 

  イ 自己情報の開示等 

    市民の皆さんが行う市が保有する自己に係る情報の開示、訂正、削除及び目

的外利用等の中止等（以下「開示等」という。）の請求に基づき、その情報を

開示等するものです。この請求は、個人に関する情報であることから、原則と

して当該情報に係る本人のみが請求することができます。 

  ウ 前橋市個人情報保護審査会 

    前橋市個人情報保護審査会は、実施機関が行う個人情報を取り扱う事務の開

始等についてのチェックを行うとともに、自己情報の開示等の請求に関し、実

施機関が部分的な開示等、又は非開示等とした場合に、その決定を不服とする

開示等の請求者が行う審査請求について、第三者的立場で審査する機関として

設置されています。 

    なお、前橋市個人情報保護審査会は、個人情報保護制度等について学識経験

を有する者５人の委員により構成されています。 

 

２ 個人情報取扱事務の届出状況 

  令和２年度における各実施機関からの個人情報取扱事務の届出件数は、１９４件

ありました。 

  実施機関別の届出件数は、市長が９７件（５０．０％）、公営企業管理者が４件
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（２．１％）、消防長が２件（１．０％）、教育委員会が９１件（４６．９％）

となっています。他の実施機関は、ありませんでした。（表１３） 

 

表１３ 個人情報取扱事務開始届等 実施機関・部・課別の件数内訳 
 

実 施 機 関 部 課 
開始届 

件 数 

変 更 届 

件 数 

廃止届 

件 数 
合 計 

市 長 

総 務 部 
秘 書 課 ３ ０ ０ ３ 

防 災 危 機 管 理 課 １ ０ ０ １ 

政 策 部 

政 策 推 進 課 ２ ０ ０ ２ 

交 通 政 策 課 ４ １ ０ ５ 

市 政 発 信 課 ０ ０ ４ ４ 

情 報 政 策 課 １ ０ ０ １ 

財 務 部 

収 納 課 ０ ２ ０ ２ 

市 民 税 課 １ ０ ０ １ 

資 産 税 課 ０ １ ０ １ 

市 民 部 

生 活 課 １ ０ ０ １ 

市 民 課 １ １ ０ ２ 

富 士 見 支 所 １ ０ ０ １ 

文化スポーツ観光部 

文 化 国 際 課 ５ ０ ２ ７ 

ス ポ ー ツ 課 ０ １ ０ １ 

観 光 振 興 課 ３ ０ ０ ３ 

福 祉 部 

子 育 て 支 援 課 ６ ４ ０ １０ 

子 育 て 施 設 課 ５ １ ０ ６ 

長 寿 包 括 ケ ア 課 ６ ９ ０ １５ 

指 導 監 査 課 ０ ２ ０ ２ 

健 康 部 

保 健 総 務 課 １ ０ ０ １ 

健 康 増 進 課 ５ ０ ０ ５ 

国 民 健 康 保 険 課 ０ ２ ０ ２ 

環 境 部 

環 境 森 林 課 ２ ０ ０ ２ 

ご み 減 量 課 ２ ０ ０ ２ 

廃 棄 物 対 策 課 １ ０ ０ １ 

清 掃 施 設 課 １ ０ １ ２ 

産 業 経 済 部 
産 業 政 策 課 ２ ０ ０ ２ 

に ぎ わ い 商 業 課 １ ０ ０ １ 
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農 政 部 農 政 課 ７ ２ ０ ９ 

都 市 計 画 部 建 築 住 宅 課 ０ １ ０ １ 

建 設 部 公 園 緑 地 課 １ ０ ０ １ 

小 計 ６３ ２７ ７ ９７ 

公営企業管理者 
水 道 局 

経 営 企 画 課 １ ２ ０ ３ 

浄 水 課 １ ０ ０ １ 

小 計 ２ ２ ０ ４ 

消 防 長 
消 防 局 

通 信 指 令 課 １ ０ ０ １ 

西 消 防 署 １ ０ ０ １ 

小 計 ２ ０ ０ ２ 

教 育 委 員 会 
教 育 委 員 会 事 務 局 

総 務 課 ３ ０ ０ ３ 

生 涯 学 習 課 １０ ７５ ０ ８５ 

青 少 年 課 ０ １ ０ １ 

図 書 館 ２ ０ ０ ２ 

小 計 １５ ７６ ０ ９１ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ ０ 

公 平 委 員 会 ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ 

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 ０ ０ ０ ０ 

議 会 ０ ０ ０ ０ 

公 立 大 学 法 人 前 橋 工 科 大 学 ０ ０ ０ ０ 

合 計 ８２ １０５ ７ １９４ 

 

３ 個人情報の目的外利用等の届出状況 

  実施機関から市長に提出された個人情報の目的外利用等（目的外利用及び目的外

提供）の届出件数は、９８５件ありました。 

  実施機関別の届出件数は、市長が８６９件（８８．２％）、公営企業管理者が６

件（０．６％）、消防長が８件（０．８％）、教育委員会が７件（０.７％）、農

業委員会が９４件（９．６％）、公立大学法人前橋工科大学が１件（０．１％）

となっています。他の実施機関は、ありませんでした。（表１４） 
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表１４ 個人情報目的外利用等届出 実施機関・部・課別の件数内訳 
 

実 施 機 関 部 課 届 出 件 数 

市 長 

総 務 部 
行 政 管 理 課 ２ 

防 災 危 機 管 理 課 １０６ 

政 策 部 交 通 政 策 課 ８ 

財 務 部 

資 産 経 営 課 ２ 

収 納 課 ４ 

市 民 税 課 ４４ 

資 産 税 課 １２１ 

市 民 部 
生 活 課 １０ 

市 民 課 ２１７ 

福 祉 部 

社 会 福 祉 課 １０２ 

子 育 て 支 援 課 １１ 

子 育 て 施 設 課 １ 

長 寿 包 括 ケ ア 課 ５ 

介 護 保 険 課 １４ 

障 害 福 祉 課 １５ 

健 康 部 

保 健 総 務 課 ２ 

保 健 予 防 課 ３ 

衛 生 検 査 課 ３３ 

国 民 健 康 保 険 課 １０１ 

環 境 部 廃 棄 物 対 策 課 ２９ 

産 業 経 済 部 に ぎ わ い 商 業 課 １７ 

農 政 部 農 政 課 ３ 

都 市 計 画 部 
建 築 指 導 課 １ 

建 築 住 宅 課 ９ 

建 設 部 道 路 管 理 課 ９ 

小 計 ８６９ 

公営企業管理者 
水 道 局 経 営 企 画 課 ６ 

小 計 ６ 

消 防 長 消 防 局 

警 防 課 ２ 

通 信 指 令 課 ２ 

中 央 消 防 署 １ 

西 消 防 署 １ 
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南 消 防 署 １ 

北 消 防 署 １ 

小 計 ８ 

教 育 委 員 会 
教育委員会事務局 

学 校 教 育 課 ６ 

総合教育プラザ １ 

小 計 ７ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ 

公 平 委 員 会 ０ 

監 査 委 員 ０ 

農 業 委 員 会 ９４ 

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 ０ 

議 会 ０ 

公 立 大 学 法 人 前 橋 工 科 大 学 １ 

合 計 ９８５ 

 

４ 個人情報開示等の実施状況 

 (1) 個人情報の開示等の件数及び処理状況 

   令和２年度における個人情報の開示等の請求は、１３０件で、訂正、削除及び

中止等の請求は、ありませんでした。また、開示等の申出は、３件で、訂正、削

除及び中止等の申出は、ありませんでした。（表１５） 

 

    「開示等（訂正、削除、中止等）の請求」とは、前橋市個人情報保護条例が施行された平成

１０年度以後の自己情報の開示等を受けようとすることをいいます。 

    「開示等（訂正、削除、中止等）の申出」とは、前橋市個人情報保護条例が施行される前の

自己情報と勢多郡大胡町、同郡宮城村、同郡粕川村及び同郡富士見村の合併前にこれらの町村

で作成された自己情報の開示等を受けようとすることをいいます。 

 

   処理の内訳は、開示の請求を受けた１３０件のうち、全部を開示したものが 

１０３件、部分開示したものが２０件、非開示としたものは６件、取下げが１件

です。（表１５） 
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表１５ 個人情報の開示等の請求等の件数及び処理状況 
 

区 分 

件数 処理状況 

取 

下 

げ 
開 示 方 法 件 数 開 示 

部 分 

開 示 

非 開 示 
処 

理 

中 

非 

開 

示 

拒 

 

否 

不 

存 

在 

開示等の 

請  求 

開 示 １３０ １０３ ２０ ０ ０ ６ ０ １ 

訂 正 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

削 除 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

中 止 等 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小 計 １３０ １０３ ２０ ０ ０ ６ ０ １ 

開示等の 

申  出 

開 示 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

訂 正 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

削 除 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

中 止 等 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小 計 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

合      計 １３３ １０３ ２３ ０ ０ ６ ０ １ 
 

 

 (2) 実施機関・課別の請求状況 

   実施機関別の開示の請求件数は、合計１３０件のうち、市長が５１件、公営企

業管理者が１件、消防長が５件、教育委員会が７３件となっています。市長への

請求は、市民部が２２件、福祉部が２１件などとなっています。（表１６） 

   課別の内訳は、学校教育課が７０件、市民課が２１件、介護保険課が９件など

となっています。（表１７） 

   学校教育課に対しては、前橋市立前橋高等学校入学者選抜における全日制課程

選抜に係る学力検査の教科別得点に係る請求が多く、市民課に対しては、自己の

住民票等の交付請求書に係る請求が多くなっています。 
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表１６ 実施機関別の開示の請求件数 
 

実 施 機 関 件 数 

処理状況 

取 

下 

げ 
開 示 

部 分

開 示 

非開示 
処 

理 

中 

非 

開 

示 

拒 

 

否 

不 

存 

在 

市 

 

 

長 

総 務 部 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

政 策 部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

財 務 部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 民 部 ２２ ９ ７ ０ ０ ６ ０ ０ 

文化スポーツ観光部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

福 祉 部 ２１ １１ ９ ０ ０ ０ ０ １ 

健 康 部 ５ ３ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

環 境 部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

産 業 経 済 部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 政 部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

都 市 計 画 部 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

建 設 部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小  計 ５１ ２６ １８ ０ ０ ６ ０ １ 

公 営 企 業 管 理 者 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

消 防 長 ５ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

教 育 委 員 会 ７３ ７２ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 平 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

議 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公立大学法人前橋工科大学 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 合      計 １３０ １０３ ２０ ０ ０ ６ ０ １ 
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表１７ 課別の開示の請求件数 
 

所   属 件 数 

処理状況 

取 

下 

げ 
開 示 

部 分

開 示 

非開示 
処 

理 

中 

非 

開 

示 

拒 

 

否 

不 

存 

在 

行 政 管 理 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

生 活 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 民 課 ２１ ９ ６ ０ ０ ６ ０ ０ 

社 会 福 祉 課 ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ 

子 育 て 支 援 課 ３ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

介 護 保 険 課 ９ ９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

障 害 福 祉 課 ７ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ０ 

保 健 総 務 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

保 健 予 防 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

国 民 健 康 保 険 課 ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

建 築 指 導 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

建 築 住 宅 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

浄 水 課 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

消 防 局 総 務 課 ５ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

学 校 教 育 課 ７０ ６９ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

青 少 年 課 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

図 書 館 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合      計 １３０ １０３ ２０ ０ ０ ６ ０ １ 
 

 

 (3) 実施機関・課別の申出状況 

   令和２年度における開示の申出は、３件で、全て市長への申出でした。（表

１８、表１９） 
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表１８ 実施機関別の開示の申出件数 

実 施 機 関 件 数 

処理状況 

取 

下 

げ 
開 示 

部 分

開 示 

非開示 
処 

理 

中 

非 

開 

示 

拒 

 

否 

不 

存 

在 

市長 
福 祉 部 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

都 市 計 画 部 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

合      計 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 
 

 

表１９ 課別の開示の申出件数 

所    属 件 数 

処理状況 

取 

下 

げ 
開 示 

部 分

開 示 

非開示 
処 

理 

中 

非 

開 

示 

拒 

 

否 

不 

存 

在 

障 害 福 祉 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

建 築 指 導 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 街 地 整 備 課 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

合      計 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 
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(4
) 

個
別

の
処

理
状

況
　
  

開
示

の
請

求
に

対
す

る
個

別
の

処
理

状
況
は
、
次
の

表
２

０
の
と
お
り
で
す
。
ま
た
、
開
示
の
申
出

に
対

す
る

個
別

の
処

理
状

況
は

、
表

２
１

の
と

お
り

で
す

。

No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

1
4月

1日
電

話
で

の
相

談
記

録
（

H
31

.○
.
○

～
R2

.
○

.
○

ま
で

）
写

し
の

交
付

本
人

子
育

て
支

援
課

4月
17

日
開

示
相

談
記

録
4月

24
日

2
4月

1日
電

話
で

の
相

談
記

録
（

H
31

.○
.
○

～
○

○
ま

で
）

写
し

の
交

付
本

人
保

健
予

防
課

4月
16

日
部

分
開

示
相

談
記

録

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

支
援

者
の

氏
名

：
公

務
員

の
職

務
の

遂
行

に
係

る
情

報
に

含
ま

れ
る

氏
名

に
つ

い
て

は
、

基
本

的
に

は
開

示
す

べ
き

情
報

で
あ

る
が

、
支

援
者

の
個

人
情

報
に

つ
い

て
も

安
全

確
保

に
努

め
る

必
要

が
あ

り
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
個

人
の

適
当

な
利

益
が

損
な

わ
れ

る
恐

れ
が

無
い

と
言

い
切

れ
な

い
た

め
。

4月
24

日

3
4月

1日
令

和
2
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
4月

1日
開

示

令
和

2年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

4月
1日

4
4月

2日
令

和
2
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
4月

2日
開

示

令
和

2年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

4月
2日

5
4月

2日

令
和

元
年

○
月

○
日

に
前

橋
市

○
○

町
○

○
○

-
○

で
発

生
し

た
火

災
で

火
災

原
因

調
査

の
た

め
に

撮
影

し
た

写
真

の
デ

ー
タ

・
出

火
し

た
2
階

の
部

屋
の

写
真

・
焼

け
た

家
財

と
建

物
の

写
真

・
火

元
と

み
ら

れ
る

掃
除

機
付

近
の

写
真

写
し

の
交

付
本

人
消

防
局

総
務

課
4月

13
日

開
示

火
災

原
因

調
査

時
の

写
真

デ
ー

タ
4月

14
日

6
欠
番

7
欠
番

表
２

０
　

個
別

の
処

理
状

況
（

開
示

の
請

求
）
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

8
4月

9日
2
01

9.
○

.○
の

印
鑑

証
明

書
請

求
書

の
写

し
写

し
の

交
付

本
人

市
民

課
4月

21
日

開
示

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
申

請
書

4月
22

日

9
4月

9日
令

和
2
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
4月

9日
開

示

令
和

2年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

4月
9日

10
4月

14
日

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
申

請
書

の
写

し
○

/
○

日
分

閲
覧

本
人

市
民

課
4月

21
日

非
開

示
開

示
情

報
不

存
在

　
該

当
の

文
書

は
存

在
し

な
い

た
め

。

11
4月

15
日

・
2
01

8年
○

/
○

宛
文

書
の

回
答

（
20

18
年

○
/
○

に
2週

間
後

に
送

付
す

る
と

言
っ

て
○

月
下

旬
に

教
育

委
員

会
よ

り
送

付
さ

れ
た

文
書

）
・

2
01

7年
○

月
～

○
月

の
部

活
動

の
参

加
の

聞
き

取
り

調
査

に
関

す
る

全
て

の
書

類

写
し

の
交

付
本

人
青

少
年

課
4月

30
日

開
示

前
橋

市
立

○
○

中
学

校
関

係
職

員
か

ら
の

聞
き

取
り

5月
20

日

12
4月

23
日

令
和

2
年

○
月

○
日

に
交

付
さ

れ
た

私
の

戸
籍

全
部

事
項

証
明

の
請

求
者

（
第

三
者

）
請

求
書

の
写

し

写
し

の
交

付
本

人
市

民
課

5月
1日

開
示

戸
籍

謄
本

・
住

民
票

の
写

し
等

職
務

上
請

求
書

5月
15

日

13
4月

23
日

昨
年

○
月

以
降

の
レ

セ
プ

ト
の

開
示

請
求

写
し

の
交

付
本

人
国

民
健

康
保

険
課

5月
8日

開
示

診
療

報
酬

明
細

書
5月

18
日

14
5月

3日

　
前

橋
市

立
○

○
小

学
校

に
お

け
る

、
○

○
に

対
す

る
い

じ
め

な
い

し
は

い
じ

め
に

類
す

る
行

為
や

嫌
が

ら
せ

、
○

○
の

不
登

校
、

こ
れ

ら
に

対
す

る
○

○
小

の
取

り
組

み
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
1
○

○
が

小
学

1年
生

の
時

期
に

つ
い

て
2
○

○
が

小
学

2年
生

の
時

期
に

つ
い

て
3
○

○
が

小
学

3年
生

の
時

期
に

つ
い

て
4
○

○
が

小
学

4年
生

の
時

期
に

つ
い

て
5
○

○
が

小
学

5年
生

の
時

期
に

つ
い

て
6
○

○
が

小
学

6年
生

の
時

期
に

つ
い

て
（

以
上

請
求

概
要

、
詳

細
は

別
紙

に
記

載
あ

り
）

写
し

の
交

付
法

定
代

理
人

青
少

年
課

6月
9日

開
示

・
○

○
小

学
校

い
じ

め
の

訴
え

に
つ

い
て

・
○

○
小

か
ら

の
通

知
・

月
例

報
告

・
○

○
ア

ン
ケ

ー
ト

6月
16

日

15
5月

11
日

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
申

請
書

の
写

し
保

存
し

て
あ

る
も

の
全

て
写

し
の

交
付

本
人

市
民

課
5月

13
日

非
開

示
開

示
情

報
不

存
在

　
文

書
不

存
在

の
た

め
。
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

16
5月

12
日

住
民

票
の

交
付

請
求

書
、

戸
籍

証
明

書
の

請
求

書
　

R
1.

○
.○

以
降

の
も

の
写

し
の

交
付

本
人

市
民

課
5月

13
日

非
開

示
開

示
情

報
不

存
在

　
該

当
す

る
請

求
が

な
か

っ
た

た
め

。

17
5月

14
日

認
定

調
査

票
、

主
治

医
意

見
書

　
最

新
の

情
報

写
し

の
交

付
本

人
介

護
保

険
課

5月
27

日
開

示
・

認
定

調
査

票
・

主
治

医
意

見
書

6月
4日

18
5月

14
日

認
定

調
査

票
、

主
治

医
意

見
書

　
最

新
の

情
報

写
し

の
交

付
本

人
介

護
保

険
課

5月
22

日
開

示
・

認
定

調
査

票
・

主
治

医
意

見
書

5月
29

日

19
5月

22
日

印
鑑

証
明

交
付

申
請

書
の

写
し

　
保

存
し

て
あ

る
も

の
全

て
写

し
の

交
付

本
人

市
民

課
5月

25
日

開
示

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
申

請
書

5月
26

日

20
5月

22
日

H
22

.○
.
○

再
交

付
時

の
診

断
書

の
写

し
写

し
の

交
付

本
人

障
害

福
祉

課
5月

29
日

部
分

開
示

身
体

障
害

者
診

断
書

・
意

見
書

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

診
断

書
作

成
医

師
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
の

生
命

、
身

体
、

健
康

、
財

産
等

の
保

護
、

犯
罪

の
予

防
そ

の
他

公
共

の
安

全
と

公
の

秩
序

の
維

持
に

支
障

が
生

じ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

6月
15

日

21
5月

25
日

　
私

が
平

成
3
0年

○
月

○
日

付
け

で
「

○
○

建
設

用
地

の
南

側
の

土
地

に
つ

い
て

」
の

情
報

公
開

請
求

を
行

っ
た

件
に

つ
い

て
の

一
連

の
下

記
行

政
資

料
（

1
）

平
成

30
年

○
月

○
日

付
け

各
行

政
情

報
公

開
請

求
書

（
2
）

平
成

30
年

○
月

○
日

付
け

行
政

情
報

非
公

開
決

定
通

知
書

（
3
）

平
成

30
年

○
月

○
日

付
け

審
査

請
求

書 （
4
）

平
成

31
年

○
月

○
日

付
け

行
政

情
報

部
分

公
開

決
定

(
兼

行
政

情
報

非
公

開
決

定
取

消
）

通
知

書
（

5
）

平
成

31
年

○
月

○
日

付
け

裁
決

書
謄

本
送

付
書

及
び

裁
決

書

写
し

の
交

付
本

人
建

築
指

導
課

6月
8日

開
示

・
行

政
情

報
公

開
請

求
書

・
行

政
情

報
非

公
開

決
定

通
知

書 ・
審

査
請

求
書

・
行

政
情

報
部

分
公

開
決

定
(兼

行
政

情
報

非
公

開
決

定
取

消
）

通
知

書
・

裁
決

書
謄

本
送

付
書

及
び

裁
決

書

6月
8日

22
5月

29
日

娘
○

○
の

健
康

状
態

の
わ

か
る

も
の

全
て

写
し

の
交

付
法

定
代

理
人

子
育

て
支

援
課

6月
10

日
部

分
開

示
相

談
支

援
カ

ー
ド

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

開
示

請
求

に
係

る
自

己
情

報
の

内
容

以
外

が
含

ま
れ

る
た

め
。

6月
11

日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

23
6月

2日
新

規
申

請
時

か
ら

現
時

点
ま

で
の

「
身

体
障

害
診

断
書

」
「

意
見

書
」

写
し

の
交

付
本

人
障

害
福

祉
課

6月
9日

部
分

開
示

身
体

障
害

者
診

断
書

・
意

見
書

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

診
断

書
作

成
医

師
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
の

生
命

、
身

体
、

健
康

、
財

産
等

の
保

護
、

犯
罪

の
予

防
そ

の
他

公
共

の
安

全
と

公
の

秩
序

の
維

持
に

支
障

が
生

じ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

6月
10

日

24
6月

3日
身

体
障

害
者

診
断

書
意

見
書

　
保

存
し

て
あ

る
も

の
全

て
写

し
の

交
付

本
人

障
害

福
祉

課
6月

9日
部

分
開

示
身

体
障

害
者

診
断

書
・

意
見

書

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

診
断

書
作

成
医

師
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
の

生
命

、
身

体
、

健
康

、
財

産
等

の
保

護
、

犯
罪

の
予

防
そ

の
他

公
共

の
安

全
と

公
の

秩
序

の
維

持
に

支
障

が
生

じ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

6月
22

日

25
6月

3日
平

成
2
8年

度
に

請
求

し
た

自
己

情
報

開
示

請
求

書
写

し
の

交
付

本
人

行
政

管
理

課
6月

12
日

開
示

自
己

情
報

開
示

請
求

書
6月

12
日

26
6月

5日
平

成
3
0年

○
月

○
日

に
自

宅
で

行
わ

れ
た

火
災

調
査

に
関

す
る

情
報

写
し

の
交

付
本

人
消

防
局

総
務

課
6月

15
日

開
示

火
災

調
査

書
6月

17
日

27
6月

17
日

R
2.

○
.○

身
体

障
害

者
手

帳
交

付
時

の
診

断
書

の
写

し

写
し

の
交

付
本

人
障

害
福

祉
課

6月
22

日
部

分
開

示
身

体
障

害
者

診
断

書
・

意
見

書

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

診
断

書
作

成
医

師
の

印
影

に
つ

い
て

は
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
の

生
命

、
身

体
、

健
康

、
財

産
等

の
保

護
、

犯
罪

の
予

防
そ

の
他

公
共

の
安

全
と

公
の

秩
序

の
維

持
に

支
障

が
生

じ
る

と
認

め
ら

れ
る

た
め

。

6月
23

日

28
7月

1日
○

○
の

認
定

調
査

票
（

全
て

）
、

主
治

医
意

見
書

写
し

写
し

の
交

付
遺

族
介

護
保

険
課

7月
14

日
開

示
・

認
定

調
査

票
・

主
治

医
意

見
書

7月
16

日

29
7月

14
日

今
年

○
月

以
降

の
レ

セ
プ

ト
の

開
示

請
求

写
し

の
交

付
本

人
国

民
健

康
保

険
課

7月
30

日
開

示
診

療
報

酬
明

細
書

8月
3日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

30
7月

20
日

令
和

元
年

○
月

○
日

に
前

橋
市

○
○

町
○

丁
目

○
番

地
○

で
発

生
し

た
車

両
火

災
の

火
災

調
査

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
繊

維
物

は
検

査
の

結
果

な
ん

だ
っ

た
の

か
繊

維
物

は
ど

こ
か

ら
入

っ
た

も
の

な
の

か
オ

イ
ル

交
換

を
し

た
ガ

ソ
リ

ン
ス

タ
ン

ド
と

は
火

災
は

関
係

な
い

の
か

以
上

の
内

容
が

わ
か

る
書

類

写
し

の
交

付
本

人
消

防
局

総
務

課
7月

31
日

部
分

開
示

・
火

災
調

査
書

・
火

災
原

因
判

定
書

・
鑑

識
見

分
調

書

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

火
災

調
査

書
、

火
災

原
因

判
定

書
、

鑑
識

見
分

調
書

に
記

載
さ

れ
た

開
示

請
求

者
以

外
の

情
報

に
つ

い
て

は
、

開
示

請
求

者
以

外
の

特
定

の
個

人
が

識
別

さ
れ

、
又

は
識

別
さ

れ
得

る
情

報
で

あ
る

た
め

。

8月
20

日

31
7月

28
日

介
護

保
険

認
定

調
査

内
容

の
開

示
主

治
医

意
見

書
の

開
示

写
し

の
交

付
本

人
介

護
保

険
課

8月
5日

開
示

・
認

定
調

査
票

・
主

治
医

意
見

書
8月

6日

32
8月

6日
印

鑑
登

録
が

し
て

あ
る

か
ど

う
か

が
わ

か
る

書
類

写
し

の
交

付
本

人
市

民
課

8月
13

日
部

分
開

示
印

鑑
登

録
申

請
書

・
印

鑑
登

録
票

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

印
鑑

登
録

を
し

て
い

る
人

の
印

影
は

、
偽

造
等

に
よ

る
犯

罪
誘

発
の

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

。

8月
20

日

33
8月

19
日

除
籍

謄
本

の
請

求
に

つ
い

て
（

令
和

2
年

○
月

○
日

）
（

住
民

票
の

写
し

等
を

交
付

し
た

内
容

）

写
し

の
交

付
本

人
市

民
課

8月
26

日
部

分
開

示
戸

籍
証

明
等

請
求

書

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

申
請

書
中

の
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
に

関
す

る
情

報
が

含
ま

れ
る

た
め

。
条

例
第

17
条

第
8号

該
当

　
申

請
書

中
の

請
求

者
の

印
影

は
、

偽
造

等
に

よ
る

犯
罪

誘
発

の
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
。

未
実

施

34
8月

25
日

介
護

保
険

認
定

調
査

内
容

の
開

示
写

し
の

交
付

本
人

介
護

保
険

課
8月

31
日

開
示

・
認

定
調

査
票

（
概

況
調

査
）

・
認

定
調

査
票

（
基

本
調

査
１

）
・

認
定

調
査

票
（

基
本

調
査

２
）

・
認

定
調

査
票

（
特

記
事

項
）

・
認

定
調

査
票

（
特

記
事

項
）

8月
31

日

35
9月

7日
印

鑑
登

録
証

明
書

の
発

行
履

歴
（

H
25

年
○

月
○

日
～

○
月

○
日

ま
で

の
）

写
し

の
交

付
本

人
市

民
課

9月
11

日
開

示
印

鑑
登

録
証

明
書

交
付

記
録

9月
18

日

36
9月

23
日

私
が

前
橋

市
子

育
て

支
援

課
で

相
談

し
た

記
録

（
参

考
旧

住
所

前
橋

市
○

○
町

○
-
○

-
○

）

写
し

の
交

付
本

人
子

育
て

支
援

課
10

月
1日

開
示

相
談

記
録

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

開
示

請
求

者
以

外
の

個
人

情
報

を
含

む
た

め
。

10
月

5日

- 122 -



No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

37
10

月
6日

　
以

下
の

学
校

の
期

間
に

お
け

る
申

請
者

本
人

（
○

○
）

の
「

指
導

要
録

/
前

橋
市

立
○

○
小

学
校

（
旧

○
○

小
学

校
）

平
成

○
年

4
月

入
学

か
ら

平
成

○
年

3月
卒

業
ま

で
の

6
年

間
分

/前
橋

市
立

○
○

中
学

校
（

旧
○

○
中

学
校

）
平

成
○

年
4
月

入
学

か
ら

平
成

○
年

3
月

卒
業

ま
で

の
3年

間

写
し

の
交

付
本

人
学

校
教

育
課

10
月

16
日

部
分

開
示

・
小

学
校

児
童

指
導

要
録

・
中

学
校

生
徒

指
導

要
録

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

指
導

要
録

に
お

け
る

「
学

籍
に

関
す

る
記

録
」

に
押

印
さ

れ
た

校
長

及
び

担
任

の
個

人
の

印
影

は
、

偽
造

等
に

よ
る

犯
罪

誘
発

の
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
。

開
示

情
報

不
存

在
　

指
導

要
録

に
お

け
る

「
指

導
に

関
す

る
記

録
」

に
つ

い
て

は
、

法
令

で
定

め
ら

れ
た

保
存

期
間

が
5年

を
経

過
後

、
破

棄
さ

れ
て

い
る

た
め

。
（

学
校

教
育

法
施

行
規

則
28

条
第

2項
）

未
実

施

38
10

月
16

日

要
介

護
認

定
結

果
通

知
書

、
平

成
〇

年
令

和
○

年
の

2
部

、
主

治
医

意
見

書
、

介
護

保
険

被
保

険
者

証
、

調
査

認
定

票
（

概
況

報
告

）
（

基
本

調
査

）
（

特
記

事
項

）
直

近
5

年
間

取
れ

る
も

の
全

て

写
し

の
交

付
本

人
介

護
保

険
課

10
月

28
日

開
示

・
主

治
医

意
見

書
・

介
護

保
険

被
保

険
者

証
・

認
定

調
査

票
（

概
況

調
査

）
（

基
本

調
査

）
（

特
記

事
項

）

10
月

29
日

39
10

月
22

日
要

介
護

認
定

調
査

票
及

び
主

治
医

意
見

書
写

し
の

交
付

本
人

介
護

保
険

課
10

月
28

日
開

示
・

要
介

護
認

定
調

査
票

・
主

治
医

意
見

書
10

月
30

日

40
10

月
23

日
障

害
者

手
帳

に
か

か
わ

る
診

断
書

写
し

の
交

付
本

人
障

害
福

祉
課

11
月

4日
部

分
開

示
身

体
障

害
者

診
断

書
・

意
見

書
（

肢
体

不
自

由
用

）

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

診
断

書
作

成
医

師
の

印
影

は
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
の

生
命

、
身

体
、

健
康

、
財

産
等

の
保

護
、

犯
罪

の
予

防
そ

の
他

公
共

の
安

全
と

秩
序

の
維

持
に

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

11
月

10
日

41
11

月
4日

住
民

票
　

令
和

2
年

○
月

○
日

請
求

分
写

し
の

交
付

本
人

市
民

課
11

月
9日

開
示

・
住

民
票

の
写

し
等

の
交

付
申

請
書

・
委

任
状

未
実

施

42
11

月
11

日
Ｒ

2
　

○
/○

～
Ｒ

2
　

○
/○

の
住

民
票

戸
籍

の
請

求
履

歴
写

し
の

交
付

本
人

市
民

課
11

月
17

日
非

開
示

開
示

情
報

不
存

在
　

該
当

す
る

請
求

が
な

か
っ

た
た

め
。

11
月

17
日

43
12

月
2日

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
申

請
書

の
写

し
写

し
の

交
付

本
人

市
民

課
12

月
2日

開
示

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
申

請
書

の
写

し
12

月
4日

44
12

月
7日

生
活

保
護

費
の

返
還

決
定

に
つ

い
て

の
通

知
の

写
し

（
現

在
前

橋
市

が
私

に
対

し
て

所
有

し
て

い
る

債
権

の
全

て
の

分
）

写
し

の
交

付
本

人
社

会
福

祉
課

12
月

11
日

取
下

げ
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

45
12

月
21

日
障

害
者

手
帳

を
作

る
時

の
診

断
書

の
写

し
写

し
の

交
付

本
人

障
害

福
祉

課
12

月
24

日
部

分
開

示
身

体
障

害
者

診
断

書
・

意
見

書
（

肢
体

不
自

由
用

）

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

診
断

書
作

成
医

師
の

印
影

は
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
の

生
命

、
身

体
、

健
康

、
財

産
等

の
保

護
、

犯
罪

の
予

防
そ

の
他

公
共

の
安

全
と

秩
序

の
維

持
に

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

12
月

28
日

46
12

月
23

日
令

和
2
年

○
月

○
日

に
交

付
さ

れ
た

○
○

の
戸

籍
全

部
事

項
証

明
書

1
通

、
附

票
個

人
（

事
項

）
証

明
書

1
通

の
請

求
書

写
し

の
交

付
本

人
市

民
課

1月
4日

部
分

開
示

戸
籍

謄
本

・
住

民
票

の
写

し
等

職
務

上
請

求
書

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

申
請

書
中

の
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
に

関
す

る
情

報
が

含
ま

れ
る

た
め

。
条

例
第

17
条

第
8号

該
当

　
申

請
書

中
の

請
求

者
の

印
影

は
、

偽
造

等
に

よ
る

犯
罪

誘
発

の
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
。

1月
7日

47
1月

13
日

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
履

歴
写

し
の

交
付

本
人

市
民

課
1月

20
日

開
示

印
鑑

登
録

証
明

書
交

付
記

録
2月

1日

48
1月

15
日

2
02

0年
○

月
～

○
○

戸
籍

証
明

書
、

住
民

票
の

請
求

が
あ

っ
た

か
確

認
し

た
い

写
し

の
交

付
本

人
市

民
課

1月
20

日
非

開
示

開
示

情
報

不
存

在
　

該
当

す
る

請
求

が
な

か
っ

た
た

め
。

1月
21

日

49
1月

22
日

大
雪

被
災

住
宅

復
旧

支
援

事
業

に
か

か
る

書
類

一
式

写
し

の
交

付
本

人
建

築
住

宅
課

1月
26

日
開

示

・
交

付
決

定
兼

支
援

金
額

確
定

通
知

書
・

支
援

金
交

付
申

請
書

・
り

災
証

明
願

・
通

帳
写

し
・

請
求

書
・

写
真

1月
29

日

50
1月

28
日

令
和

2
年

○
月

○
日

か
ら

令
和

3年
○

月
○

日
ま

で
の

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

へ
の

D
V相

談
の

記
録

。

写
し

の
交

付
本

人
生

活
課

2月
2日

部
分

開
示

相
談

記
録

票

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

支
援

者
の

氏
名

は
、

公
務

員
の

職
務

の
遂

行
に

係
る

情
報

に
含

ま
れ

る
氏

名
に

つ
い

て
は

、
基

本
的

に
は

開
示

す
べ

き
情

報
で

あ
る

が
、

支
援

者
の

個
人

情
報

に
つ

い
て

も
安

全
確

保
に

努
め

る
必

要
が

あ
り

、
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

個
人

の
正

当
な

利
益

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

と
は

言
い

切
れ

な
い

た
め

。
条

例
第

17
条

第
8号

該
当

　
印

影
は

、
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
犯

罪
行

為
に

つ
な

が
る

お
そ

れ
の

あ
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

2月
10

日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

51
1月

27
日

私
が

○
○

に
入

院
し

た
頃

の
レ

セ
プ

ト
写

し
の

交
付

本
人

国
民

健
康

保
険

課
2月

10
日

開
示

診
療

報
酬

明
細

書
3月

5日

52
2月

2日

①
介

護
認

定
調

査
票

（
概

況
調

査
）

（
基

本
調

査
）

（
特

記
事

項
）

②
主

治
医

意
見

書
③

介
護

保
険

　
要

介
護

認
定

要
支

援
認

定
等

結
果

通
知

写
し

の
交

付
本

人
介

護
保

険
課

2月
15

日
開

示

・
介

護
認

定
調

査
票

（
概

況
調

査
）

（
基

本
調

査
）

（
特

記
事

項
）

・
主

治
医

意
見

書
・

介
護

保
険

　
要

介
護

認
定

・
要

支
援

認
定

等
結

果
通

知
書

3月
15

日

53
2月

2日
身

体
障

害
診

断
書

・
意

見
書

写
し

の
交

付
本

人
障

害
福

祉
課

2月
10

日
部

分
開

示
身

体
障

害
者

診
断

書
・

意
見

書
（

肢
体

不
自

由
用

）

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

診
断

書
作

成
医

師
の

印
影

は
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
の

生
命

、
身

体
、

健
康

、
財

産
等

の
保

護
、

犯
罪

の
予

防
そ

の
他

公
共

の
安

全
と

秩
序

の
維

持
に

支
障

が
生

ず
る

と
認

め
ら

れ
る

情
報

で
あ

る
た

め
。

3月
15

日

54
2月

23
日

令
和

2
年

○
月

○
日

か
ら

の
・

主
治

医
意

見
書

・
認

定
調

査
会

資
料

写
し

の
交

付
本

人
介

護
保

険
課

2月
15

日
開

示
・

主
治

医
意

見
書

・
認

定
調

査
票

（
概

況
調

査
）

（
基

本
調

査
）

（
特

記
事

項
）

2月
19

日

55
2月

18
日

私
の

戸
籍

証
明

書
に

つ
い

て
保

管
さ

れ
て

い
る

も
の

全
て

写
し

の
交

付
本

人
市

民
課

2月
24

日
開

示
・

戸
籍

証
明

等
の

請
求

書
・

戸
籍

謄
本

・
住

民
票

の
写

し
等

職
務

上
請

求
書

3月
15

日

56
2月

22
日

印
鑑

登
録

の
申

請
書

写
し

の
交

付
遺

族
市

民
課

3月
1日

部
分

開
示

印
鑑

登
録

申
請

書
・

印
鑑

登
録

票

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

印
鑑

登
録

を
し

て
い

る
人

の
印

影
は

、
偽

造
等

に
よ

る
犯

罪
誘

発
の

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

。

3月
8日

57
2月

25
日

私
の

住
民

票
及

び
戸

籍
関

係
証

明
の

請
求

を
私

以
外

の
者

が
請

求
し

た
状

況
写

し
の

交
付

本
人

市
民

課
3月

15
日

部
分

開
示

住
民

票
等

の
交

付
に

つ
い

て
（

依
頼

）

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

申
請

書
中

の
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
に

関
す

る
情

報
が

含
ま

れ
る

た
め

。
条

例
第

17
条

第
8号

該
当

　
申

請
書

中
の

請
求

者
の

印
影

は
、

偽
造

等
に

よ
る

犯
罪

誘
発

の
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
。

未
実

施

58
2月

25
日

本
人

に
関

し
、

生
活

保
護

法
2
9条

に
基

づ
き

、
保

護
の

実
施

機
関

、
福

祉
事

務
所

長
が

、
銀

行
及

び
保

険
会

社
に

対
し

て
照

会
を

し
、

そ
の

際
に

提
供

さ
れ

た
回

答
、

資
料

及
び

報
告

の
一

切

写
し

の
交

付

成
年

後
見

人
(弁

護
士

)

社
会

福
祉

課
3月

4日
部

分
開

示
生

活
保

護
上

の
調

査
に

つ
い

て
の

回
答

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

開
示

請
求

者
以

外
の

個
人

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

る
た

め
。

条
例

第
17

条
第

8号
該

当
　

印
影

は
、

偽
造

等
に

よ
る

犯
罪

誘
発

の
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
。

3月
8日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

59
3月

8日

（
さ

か
の

ぼ
る

も
の

全
て

）
○

○
の

戸
籍

請
求

に
つ

い
て

保
管

さ
れ

て
い

る
も

の
全

て
（

で
き

れ
ば

平
成

2
4、

2
5

年
が

ほ
し

い
）

写
し

の
交

付
遺

族
市

民
課

3月
17

日
部

分
開

示

・
戸

籍
証

明
書

等
の

請
求

書
・

戸
籍

謄
本

・
住

民
票

の
写

し
等

職
務

上
請

求
書

条
例

第
17

条
第

3号
該

当
　

申
請

書
中

の
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
に

関
す

る
情

報
が

含
ま

れ
る

た
め

。
条

例
第

17
条

第
8号

該
当

　
申

請
書

中
の

申
請

者
の

印
影

は
、

偽
造

等
に

よ
る

犯
罪

誘
発

の
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
。

開
示

情
報

不
存

在
　

平
成

24
年

、
25

年
は

、
請

求
書

の
保

存
年

限
（

3年
）

を
経

過
し

て
い

る
た

め
。

3月
18

日

60
2月

19
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
2月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

2月
19

日

61
2月

19
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
2月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

2月
19

日

62
2月

19
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
2月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

2月
19

日

63
2月

19
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
2月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

2月
19

日

64
2月

22
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
2月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

2月
22

日

65
2月

22
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
2月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

2月
22

日

66
2月

24
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
2月

24
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

2月
24

日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

67
2月

24
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
2月

24
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

2月
24

日

68
3月

11
日

　
自

宅
前

橋
市

○
○

町
○

-
○

-○
に

係
る

、
水

質
検

査
を

行
う

に
い

た
っ

た
記

録
及

び
検

査
結

果
。

写
し

の
交

付
本

人
浄

水
課

3月
18

日
開

示
・

水
質

調
査

報
告

書
・

問
い

合
わ

せ
対

応
記

録
・

浄
水

水
質

検
査

結
果

書
3月

18
日

69
3月

12
日

私
の

住
民

票
に

関
す

る
請

求
並

び
に

委
任

状
の

有
無

と
内

容
（

全
て

の
も

の
）

写
し

の
交

付
本

人
市

民
課

3月
19

日
開

示
住

民
票

の
写

し
等

の
交

付
請

求
書

未
実

施

70
3月

18
日

印
鑑

登
録

証
明

書
の

交
付

申
請

書
の

写
し

平
成

3
1年

○
月

以
降

写
し

の
交

付
本

人
市

民
課

3月
23

日
非

開
示

開
示

情
報

不
存

在
　

該
当

す
る

請
求

が
な

か
っ

た
た

め
。

3月
23

日

71
3月

22
日

救
急

搬
送

証
明

書
（

○
/
○

）
○

○
写

し
の

交
付

本
人

消
防

局
総

務
課

3月
25

日
開

示
救

急
搬

送
証

明
書

（
○

/○
）

救
急

活
動

記
録

の
分

か
る

書
類

3月
29

日

72
3月

22
日

救
急

搬
送

証
明

書
（

○
/
○

）
○

○
の

子
写

し
の

交
付

本
人

消
防

局
総

務
課

3月
25

日
開

示
救

急
搬

送
証

明
書

（
○

/○
）

救
急

活
動

記
録

の
分

か
る

書
類

3月
29

日

73
3月

24
日

○
○

治
療

院
の

施
術

所
開

設
届

出
事

項
変

更
届

に
お

い
て

自
分

の
雇

用
及

び
退

職
時

の
届

出
が

さ
れ

て
い

る
も

の

写
し

の
交

付
本

人
保

健
総

務
課

3月
31

日
部

分
開

示

・
施

術
所

開
設

届
出

事
項

変
更

届
・

登
録

済
証

明
書

・
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

免
許

証

条
例

17
条

第
3号

該
当

　
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
情

報
が

含
ま

れ
る

た
め

。
条

例
17

条
第

8号
該

当
　

届
出

書
中

の
申

請
者

の
印

影
は

、
偽

造
等

に
よ

る
犯

罪
誘

発
の

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

。

4月
6日

74
3月

31
日

D
VD

破
損

に
対

す
る

私
の

お
願

い
に

対
し

て
の

図
書

館
の

対
応

に
関

す
る

図
書

館
の

決
裁

の
文

書
の

全
て

写
し

の
交

付
本

人
図

書
館

4月
5日

開
示

図
書

館
資

料
事

故
届

4月
12

日

75
3月

2日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

2日
開

示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
2日

76
3月

2日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

2日
開

示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
2日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

77
3月

3日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

3日
開

示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
3日

78
3月

4日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

4日
開

示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
4日

79
3月

4日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

4日
開

示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
4日

80
3月

4日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

4日
開

示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
4日

81
3月

4日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

4日
開

示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
4日

82
3月

4日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

4日
開

示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
4日

83
3月

15
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

15
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
15

日

84
3月

15
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

15
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
15

日

85
3月

15
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

15
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
15

日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

86
3月

15
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

15
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
15

日

87
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

88
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

89
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

90
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

91
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

92
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

93
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

94
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

95
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

96
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

97
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

98
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

99
3月

18
日

令
和

3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

　

10
0

3月
18

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

10
1

3月
18

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

10
2

3月
18

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日

10
3

3月
18

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

18
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
18

日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

10
4

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

10
5

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

10
6

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

10
7

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

10
8

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

10
9

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

11
0

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

11
1

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

11
2

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

11
3

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

11
4

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

11
5

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

11
6

3月
19

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

19
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
19

日

11
7

3月
22

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
22

日

11
8

3月
22

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
22

日

11
9

3月
22

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
22

日

12
0

3月
22

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
22

日

12
1

3月
22

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
22

日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

12
2

3月
22

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
22

日

12
3

3月
22

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
22

日

12
4

3月
22

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

22
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
22

日

12
5

3月
24

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

24
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
24

日

12
6

3月
24

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

24
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
24

日

12
7

3月
25

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

25
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
25

日

12
8

3月
26

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

26
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
26

日

12
9

3月
26

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

26
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
26

日

13
0

3月
26

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

26
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
26

日
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No
.

請
求
日

開
示

の
請

求
に

係
る

自
己

情
報

の
内
容

開
　

示
方

　
法

請
求

者
区

　
分

所
管

課
開

 示
 の

決
 定

 日
決

　
定

区
　

分
開

示
し

た
自

己
情

報
の

内
容

非
開

示
の

理
由

開
 示

 の
実

 施
 日

13
1

3月
29

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

29
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
29

日

13
2

3月
29

日
令

和
3
年

度
前

橋
市

立
前

橋
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

全
日

制
課

程
選

抜
に

係
る

学
力

検
査

の
教

科
別

得
点

閲
覧

本
人

学
校

教
育

課
3月

29
日

開
示

令
和

3年
度

前
橋

市
立

前
橋

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
全

日
制

課
程

選
抜

に
係

る
学

力
検

査
の

教
科

別
得

点

3月
29

日

※
No

.6
、
No

.7
が

欠
番

の
た

め
、

表
の

終
No

.(
No

.1
32

)と
公

開
の

請
求

に
係

る
合

計
件

数
(1

30
件

)は
、

一
致

し
ま

せ
ん

。
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N
o.

申
出

日
開
示
の
申
出
に
係
る
自
己
情
報
の
内

容
開
　
示

方
　
法

申
出
者

区
　
分

所
管
課

開
 示

 の
決
 定

 日
決
　
定

区
　
分

開
示
し
た

自
己
情
報
の
内
容

非
開
示
の
理
由

公
 開

 の
実
 施

 日

1
10
月

13
日

身
体
障
害
者
手
帳
診
断
意
見
書

写
し
の

交
付

本
人

障
害
福
祉

課
10
月
21
日

部
分
開
示

身
体
障
害

者
手
帳
診
断
意
見

書

条
例
第
17
条
第
8号

該
当

　
診
断
書
作
成
医
師
の
印
影
は
、
開
示

す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
生
命
、
身

体
、
健
康
、
財
産
等
の
保
護
、
犯
罪
の

予
防
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維

持
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
情

報
で
あ
る
た
め
。

11
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示

土
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書
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開
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の
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。
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14
日

表
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の
処
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状

況
（
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示

の
申

出
）
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５ 審査請求の状況 

  令和２年度において、実施機関の決定に対する審査請求は、ありませんでした。 
 

 

６ 令和２年度の会議の開催状況 

  令和２年度において、個人情報保護審査会は、３回開催されました。その概要

は、次のとおりです。（表２２） 

表２２ 会議の開催状況 

回 数 開  催  日 審 査 会 の 主 な 内 容 

― 令和 2 年 6 月(書面審議) 

(1) 機構改革による個人情報取扱事務の

所管変更について 

(2) 個人情報取扱事務開始届等について 

(3) 令和元年度個人情報保護の実施状況に

ついて 

第７１回 令和 2 年 12 月 3 日(木) 個人情報取扱事務開始届等について 

第７２回 令和 3 年 2 月 19 日(金) 個人情報取扱事務開始届等について 
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Ⅲ 資 料 





NO 刊行物名 所管課

1 市長等交際費支出状況 秘書課

2 前橋市職員録 職員課

3 前橋市人事行政の運営等の状況 職員課

4 前橋市の給与定員管理等について 職員課

5 審議会等の会議の事前公表通知書 行政管理課

6 情報公開条例及び個人情報保護条例の実施状況 行政管理課

7 パブリックコメント実施結果 行政管理課

8 行財政改革　大綱・計画・実施結果 行政管理課

9 包括外部監査の結果報告 行政管理課

10 前橋市議会議案 行政管理課

11 前橋市地域防災計画 防災危機管理課

12 前橋市総合防災マップ（改訂版） 防災危機管理課

13 前橋市国民保護計画 防災危機管理課

14 前橋市災害対応年報 防災危機管理課

15 第六次前橋市総合計画　・　同改訂版 政策推進課

16 第七次前橋市総合計画　・　同改訂版 政策推進課

17 庁議結果概要 政策推進課

18 前橋市公共交通マスタープラン 交通政策課

19 前橋市交通安全計画 交通政策課

20 前橋市地域公共交通網形成計画 交通政策課

21 市民アンケート調査報告書 市政発信課

22 前橋市総合情報化推進計画 情報政策課

23 前橋市統計書 情報政策課

24 工業統計調査結果報告書 情報政策課

25 商業統計調査結果報告書 情報政策課

26 市民経済計算結果報告書 情報政策課

27 事業所・企業統計調査結果報告書 情報政策課

28 経済センサス－活動調査結果報告書（製造業） 情報政策課

29 当初予算編成方針 財政課

30 当初予算内示資料 財政課

31 前橋市の財政（財政状況の公表） 財政課

32 前橋市の財政（財務諸表） 財政課

33 前橋市健全化判断比率等算定様式 財政課

34 前橋市普通会計決算カード 財政課

35 前橋市市有資産活用基本方針 資産経営課

36 前橋市公共施設マネジメント関連計画集 資産経営課

37 市税の概要 収納課

38 固定資産概要調書 資産税課

39 人権に関する市民意識調査結果報告書 生活課

40 男女共同参画に関する市民意識調査結果報告書 生活課

41 前橋市男女共同参画基本計画 生活課

42 前橋市男女共同参画基本計画まえばしWindプラン2014実施状況報告書 生活課

情報提供コーナーの刊行物等一覧表
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NO 刊行物名 所管課

43 自治会・自治会長名一覧 生活課

44 市民課の概要 市民課

45 前橋市行政区別人口・世帯数 市民課

46 年齢別人口表 市民課

47 国籍別人員調査票 市民課

48 人口ピラミッド（市民課）データ 市民課

49 前橋都市計画事業二中地区(第三）土地区画整理事業新旧住所対照表 市民課

50 市民アンケート調査報告書 市民課

51 前橋市観光基本計画 観光振興課

52 前橋の福祉 社会福祉課

53 前橋市地域福祉計画 社会福祉課

54 まえばしスマイルプラン　老人福祉計画・介護保険計画 長寿包括ケア課

55 前橋市障害福祉計画 障害福祉課

56 保健所事業概要 保健総務課

57 保健所関係廃止台帳 保健総務課

58 前橋市自殺対策推進計画 保健予防課

59 飲食店営業許可施設、理・美・浴・旅・ク営業施設台帳 衛生検査課

60 あん摩マッサージ・はり・きゅう・柔道整復台帳 衛生検査課

61 まえばしの国保（各年度実績） 国民健康保険課

62 前橋市地域省エネルギービジョン報告書 環境森林課

63 前橋市地球温暖化防止実行計画 環境森林課

64 前橋市環境基本計画 環境森林課

65 まえばしのかんきょう 環境森林課

66 前橋市自然環境調査報告書（鳥類） 環境森林課

67 前橋市自然環境調査報告書（昆虫類） 環境森林課

68 前橋市の野鳥（平成２６年度前橋市自然環境調査（鳥類）概要版） 環境森林課

69 前橋市自然環境調査（植物）報告書　野鳥、魚類、水生生物 環境森林課

70 清掃事業概要 ごみ減量課

71 前橋市一般廃棄物処理基本計画（中間見直し） ごみ減量課

72 前橋市新清掃工場施設整備基本構想 清掃施設課

73 前橋市新清掃工場施設整備基本計画 清掃施設課

74 前橋市災害廃棄物処理計画 廃棄物対策課

75 前橋市中心市街地活性化基本計画 にぎわい商業課

76 前橋市商店街通行量調査報告書 にぎわい商業課

77 前橋の農業 農政課

78 前橋市都市計画マスタープラン 都市計画課

79 前橋の都市計画　資料編 都市計画課

80 前橋市景観計画 都市計画課

81 前橋市立地適正化計画 都市計画課

82 前橋市都市計画審議会　議事録 都市計画課

83 地価公示標準地価格 都市計画課

84 地価調査基準地価格 都市計画課

85 前橋土地区画整理事業施工区域図・街区図 市街地整備課・区画整理課
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NO 刊行物名 所管課

86 土地区画整理事業概要（設計図、仮換地図） 区画整理課

87 上下水道事業年報 水道局

88 前橋市水道事業業務状況説明書 水道局

89 前橋市水道ビジョン 水道局

90 水質検査計画 水道局

91 前橋市水質検査計画に基づく検査結果の公表 水道局

92 新潟県中越沖地震・復旧支援活動の記録 水道局

93 新潟中越地震給水・復旧支援活動の記録 水道局

94 消防年報 消防局

95 火災統計 消防局

96 救急統計 消防局

97 議会月報 議会事務局

98 まえばし市議会だより 議会事務局

99 前橋市議会常任委員会議題 議会事務局

100 前橋市議会会議録 議会事務局

101 政務活動費収支報告書 議会事務局

102 前橋の市政概要 議会事務局

103 前橋市の教育 教育委員会

104 前橋市公民館事業概要 生涯学習課

105 まえばしの図書館 図書館

106 選挙の記録 選挙管理委員会事務局

107 前橋市監査委員公表 監査委員会事務局

108 農業委員会業務概要 農業委員会事務局

109 事業報告及び決算書 前橋市まちづくり公社

110 事業報告・決算報告書 観光コンベンション協会

111 事業報告及び決算書 前橋市社会福祉協議会

112 前橋市社会福祉協議会の概要 前橋市社会福祉協議会
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NO 刊行物名
作成
年月

価格
(円）

販売場所

1 前橋都市計画事業二中地区(第四）土地区画整理事業新旧住所対照表 H10..2 230 情報公開コーナー

2 前橋都市計画事業二子山土地区画整理事業新旧住所対照表 H17.7 850 情報公開コーナー

3 前橋市樋越南部土地区画整理事業新旧住所対照表 H26,2 500 情報公開コーナー

4 前橋都市計画事業川原第三土地区画整理事業新旧住所対照表 H22.7 530 情報公開コーナー

5 前橋都市計画事業北部第三土地区画整理事業新旧住所対照表 H24.9 860 情報公開コーナー

6 前橋市都市計画事業新前橋駅前第二土地区画整理事業新旧住所対照表 H28.10 500 情報公開コーナー

7
前橋市都市計画事業新前橋駅前第二土地区画整理事業住所表示変更案内図（古市町一丁
目、古市町二丁目）

H28.10 800 情報公開コーナー

8 前橋市南部拠点西地区土地区画整理事業新旧住所対照表 H29.1 60 情報公開コーナー

9
前橋市南部拠点西地区土地区画整理事業新旧住所対照案内図（横手町・亀里町・新堀町・鶴
光路町）

H29.1 100 情報公開コーナー

10 平成２９年度　前橋市職員録 H29.5 300 情報公開コーナー

11 平成２９年第２回定例市議会（第１次送付分）議案書 H29.6 200 情報公開コーナー

12 平成２９年第２回定例市議会議案（第１次送付分）説明資料（条例関係） H29.6 100 情報公開コーナー

13 情報公開及び個人情報保護制度の実施状況報告（平成２８年度） H29.6 300 情報公開コーナー

14 平成２９年第２回定例市議会（第２次送付分）議案書 H29.6 100 情報公開コーナー

15 平成２９年度前橋市各会計補正予算の概要 H29.8 30 情報公開コーナー

16 平成２８年度各会計決算市長説明 H29.8 40 情報公開コーナー

17 平成２８年度前橋市各会計決算の大要 H29.8 600 情報公開コーナー

18 平成２８年度前橋市各会計決算書 H29.8 1,400 情報公開コーナー

19 平成２８年度前橋市各会計決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率等審査意見書 H29.8 400 情報公開コーナー

20 平成２９年第３回定例市議会議案書 H29.8 300 情報公開コーナー

21 平成２９年第３回定例市議会議案説明資料 H29.8 70 情報公開コーナー

22 前橋市公共施設マネジメント関連計画集 H29.10 700 情報公開コーナー

23 前橋の市政概要　平成２９年度版 H29.10 700 情報公開コーナー

24 第七次前橋市総合計画（案）市長説明 H29.11 30 情報公開コーナー

25 平成２９年第４回定例市議会議案書 H29.11 500 情報公開コーナー

26 第七次前橋市総合計画（案） H29.11 200 情報公開コーナー

27 第七次前橋市総合計画議案附属資料 H29.11 20 情報公開コーナー

28 平成２９年度前橋市各会計補正予算の概要 H29.11 30 情報公開コーナー

29 平成２９年第４回定例市議会議案説明資料 H29.11 200 情報公開コーナー

30 平成２９年第４回定例市議会（第２次送付分）議案書 H29.12 10 情報公開コーナー

31 平成２９年第４回定例市議会（第３次送付分）議案書 H29.12 60 情報公開コーナー

32 平成２９年第４回定例市議会（第３次送付分）説明資料 H29.12 50 情報公開コーナー

33 平成３０年度当初予算市長説明 H30.2 40 情報公開コーナー

34 平成３０年度前橋市各会計予算及び同説明書（予算議案及び同説明書） H30.2 1,400 情報公開コーナー

35 平成３０年度当初予算附属説明書 H30.2 1,100 情報公開コーナー

36 平成２９年度前橋市各会計補正予算及び同説明書（３月補正予算議案及び同説明書） H30.2 900 情報公開コーナー

有償刊行物リスト
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NO 刊行物名
作成
年月

価格
(円）

販売場所

37 平成２９年度前橋市各会計補正予算の概要（３月補正予算議案説明資料） H30.2 60 情報公開コーナー

38 平成３０年第１回定例市議会（予算議案を除く第１次送付分）議案書 H30.2 200 情報公開コーナー

39 平成３０年第１回定例市議会議案（第１次送付分）説明資料（条例関係） H30.2 100 情報公開コーナー

40 平成３０年第１回定例市議会（第２次送付分）議案書 H30.3 200 情報公開コーナー

41 平成３０年第１回定例市議会議案（第２次送付分）説明資料 H30.3 300 情報公開コーナー

42 平成３０年度　前橋市職員録 H30.5 300 情報公開コーナー

43 情報公開及び個人情報保護制度の実施状況報告（平成２９年度） H30.6 300 情報公開コーナー

44 平成３０年第２回定例市議会（第１次送付分）議案書 H30.6 100 情報公開コーナー

45 平成３０年第２回定例市議会議案（第１次送付分）説明資料（条例関係） H30.6 200 情報公開コーナー

46 平成３０年度前橋市各会計補正予算の概要 H30.6 10 情報公開コーナー

47 平成３０年第２回定例市議会（第２次送付分）議案書 H30.6 10 情報公開コーナー

48 平成３０年第３回定例市議会議案書 H30.8 300 情報公開コーナー

49 平成３０年第３回定例市議会議案説明資料 H30.8 30 情報公開コーナー

50 平成３０年度前橋市各会計補正予算の概要 H30.8 20 情報公開コーナー

51 平成２９年度前橋市各会計決算の大要 H30.8 600 情報公開コーナー

52 平成２９年度前橋市各会計決算書 H30.8 1,400 情報公開コーナー

53 平成２９年度前橋市各会計決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率等審査意見書 H30.8 400 情報公開コーナー

54 前橋の市政概要　平成２９年度版 H30.8 700 情報公開コーナー

55 平成３０年第３回定例市議会（第２次送付分）議案書 H30.9 20 情報公開コーナー

56 平成３０年第４回定例市議会議案書 H30.11 300 情報公開コーナー

57 平成３０年度前橋市各会計補正予算の概要 H30.11 30 情報公開コーナー

58 平成３０年第４回定例市議会議案説明資料 H30.11 100 情報公開コーナー

59 平成３０年第４回定例市議会（第２次送付分）議案書 H30.12 40 情報公開コーナー

60 平成３０年第４回定例市議会（第１次送付分）説明資料 H30.11 100 情報公開コーナー

61 平成３０年第４回定例市議会（第2次送付分）議案書 H30.12 40 情報公開コーナー

62 平成３１年度前橋市各会計予算及び同説明書 H31.2 1,400 情報公開コーナー

63 平成３１年度当初予算附属説明書 H31.2 1,100 情報公開コーナー

64 平成３０年度前橋市各会計補正予算及び同説明書 H31.2 900 情報公開コーナー

65 平成３０年度前橋市各会計補正予算の概要 H31.2 60 情報公開コーナー

66 平成３１年第１回定例市議会（第１次送付分）議案書 H31.2 300 情報公開コーナー

67 平成３１年第１回定例市議会（第1次送付分）説明資料 H31.2 200 情報公開コーナー

68 平成３１年第１回定例市議会（第２次送付分）議案書 H31.2 30 情報公開コーナー

69 平成３１年第１回定例市議会（第３次送付分）議案書 H31.3 10 情報公開コーナー

70 令和元年第２回定例市議会議案書 R元.5 200 情報公開コーナー

71 令和元年第２回定例市議会議案説明資料 R元.5 100 情報公開コーナー

72 令和元年度前橋市各会計補正予算の概要 R元.5 20 情報公開コーナー
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73 前橋市職員録 R元.5 300 情報公開コーナー

74 前橋市公共施設白書（改訂版） R元.5 500 情報公開コーナー

75 前橋市公共施設白書（施設評価調書） R元.5 300 情報公開コーナー

76 令和元年第２回定例市議会議案書（第２次送付分） R元.6 10 情報公開コーナー

77 情報公開及び個人情報保護制度の実施状況報告（平成３０年度） R元.6 300 情報公開コーナー

78 令和元年第３回定例市議会議案書 R元.8 300 情報公開コーナー

79 令和元年第３回定例市議会議案説明資料 R元.8 100 情報公開コーナー

80 令和元年度前橋市各会計補正予算の概要 R元.8 30 情報公開コーナー

81 平成３０年度前橋市各会計決算市長説明 R元.8 50 情報公開コーナー

82 平成３０年度前橋市各会計決算の大要 R元.8 600 情報公開コーナー

83 平成３０年度前橋市各会計決算書 R元.8 1,500 情報公開コーナー

84 平成３０年度前橋市各会計決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率等審査意見書 R元.8 400 情報公開コーナー

85 前橋の市政概要　令和元年度版 R元.9 800 情報公開コーナー

86 令和元年第３回定例市議会議案書（第２次送付分） R元.9 70 情報公開コーナー

87 令和元年第４回定例市議会議案書 R元.11 400 情報公開コーナー

88 令和元年第４回定例市議会議案説明資料 R元.11 200 情報公開コーナー

89 令和元年度前橋市各会計補正予算の概要 R元.11 30 情報公開コーナー

90 令和元年第４回定例市議会議案書（第２次送付分） R元.12 10 情報公開コーナー

91 令和２年度当初予算市長説明 R2.2 40 情報公開コーナー

92 令和２年度前橋市各会計予算及び同説明書 R2.2 1,500 情報公開コーナー

93 令和２年度当初予算附属説明書 R2.2 1,100 情報公開コーナー

94 令和元年度前橋市各会計補正予算及び同説明書 R2.2 1,000 情報公開コーナー

95 令和元年度前橋市各会計補正予算の概要 R2.2 70 情報公開コーナー

96 令和２年第１回定例市議会議案書 R2.2 300 情報公開コーナー

97 令和２年第１回定例市議会議案説明資料 R2.2 200 情報公開コーナー

98 令和２年５月臨時市議会議案書 R2.5 100 情報公開コーナー

99 令和２年５月臨時市議会議案説明資料 R2.5 40 情報公開コーナー

100 前橋市職員録 R2.6 300 情報公開コーナー

101 令和２年第２回定例市議会議案書 R2.6 200 情報公開コーナー

102 令和２年第２回定例市議会議案説明資料 R2.6 100 情報公開コーナー

103 令和２年度前橋市各会計補正予算の概要 R2.6 20 情報公開コーナー

104 令和２年第２回定例市議会議案書（第２次送付分） R2.6 200 情報公開コーナー

105 令和２年７月臨時市議会議案書 R2.7 50 情報公開コーナー

106 令和２年度前橋市各会計補正予算の概要 R2.7 20 情報公開コーナー

107 令和２年第３回定例市議会議案書 R2.8 300 情報公開コーナー

108 令和２年第３回定例市議会議案説明資料 R2.8 40 情報公開コーナー
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109 令和２年度前橋市各会計補正予算の概要 R2.8 30 情報公開コーナー

110 令和元年度前橋市各会計決算市長説明 R2.8 50 情報公開コーナー

111 令和元年度前橋市各会計決算の大要 R2.8 600 情報公開コーナー

112 令和元年度前橋市各会計決算書 R2.8 1,500 情報公開コーナー

113 令和元年度前橋市各会計決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率等審査意見書 R2.8 400 情報公開コーナー

114 前橋の市政概要 R2.9 800 情報公開コーナー

115 情報公開及び個人情報保護制度の実施状況報告（令和元年度） R2.9 300 情報公開コーナー

116 令和２年第４回定例市議会議案書 R2.11 400 情報公開コーナー

117 令和２年第４回定例市議会議案説明資料 R2.11 100 情報公開コーナー

118 令和２年度前橋市各会計補正予算の概要 R2.11 40 情報公開コーナー

119 令和２年第４回定例市議会議案書（第２次送付分） R2.12 10 情報公開コーナー

120 令和２年第４回定例市議会議案書（第３次送付分） R2.12 30 情報公開コーナー

121 令和３年度当初予算市長説明 R3.2 40 情報公開コーナー

122 令和３年度前橋市各会計予算及び同説明書 R3.2 1,600 情報公開コーナー

123 令和３年度当初予算附属説明書 R3.2 1,200 情報公開コーナー

124 令和２年度前橋市各会計補正予算及び同説明書 R3.2 1,100 情報公開コーナー

125 令和２年度前橋市各会計補正予算の概要 R3.2 70 情報公開コーナー

126 令和３年第１回定例市議会議案書 R3.2 200 情報公開コーナー

127 令和３年第１回定例市議会議案説明資料 R3.2 100 情報公開コーナー

128 令和３年第１回定例市議会議案書（第２次送付分） R3.3 300 情報公開コーナー

129 令和３年第１回定例市議会議案説明資料（第２次送付分） R3.3 500 情報公開コーナー

130 令和３年第１回定例市議会議案書（第３次送付分） R3.3 70 情報公開コーナー
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